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① 　日本司法支援セン
ター（以下「支援セン
ター」という。）は、
国民に身近で頼りがい
のある司法を実現する
ために各種業務を行う
法人であることにかん
がみ、真に国民に親し
まれ頼りにされる存在
となるよう、その業務
運営においては、非公
務員型法人であること
の利点を活かした様々
な創意工夫により、懇
切・丁寧かつ迅速・適
切な対応その他高齢者
及び障害者に対する特
別の配慮を含め、利用
者の立場に立った業務
遂行に常に心がける姿
勢を基本とする。
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B 　コールセンターにおける情報提供件
数や法律相談援助件数が年々増加して
いること，認知度調査の結果が年々向
上していることなどから，支援セン
ターの広報活動に関する各種取組が一
定の成果を上げたことは認められる。
しかしながら，数値が向上したとは言
え，約37パーセントという認知度調査
の結果は決して満足できる数値とは言
えない。しかも，認知者の６割（全体
の約23パーセント）は「名前だけは聞
いたことがあるような気がする」とい
うレベルに止まっている。潜在的な支
援センターの利用者，すなわち，支援
センターの存在を知らないためにこれ
を利用できない人に支援センターの存
在を周知し，利用を促進するために
は，より一層効果的で効率的な広報活
動を工夫し，支援センターの認知度向
上に向けた取組を行う必要があるが，
中期目標期間を通じては，そのような
取組が十分ではあったとは評価し難
い。
　一方，サービス推進室の設置や苦情
取扱規程を策定するなど利用者からの
意見・要望を業務改善につなげる取組
や，高齢者・障害者用ＤＶＤの制作な
ど，支援センターへのアクセスに支障
のある障害者・高齢者に対する特別の
配慮がなされていることは認められ
る。
　支援センターは利用者が紛争の法的
解決を目指す際の入口であり，その認
知度を高くすることは支援センターの
すべての活動の基礎にあり，また社会
からの要請でもあることから，業務内
容について国民への周知徹底を図るこ
とは，中期目標の達成度合いを評価す
るに当たっても最も重点を置くべき点
であり，いまだ認知度の向上が不十分
である以上，他の事項における成果を
考慮しても，利用者の立場に立った業
務遂行に常に心がける姿勢が基本とさ
れていたとまでは評価できない。以上
を踏まえ，中期目標をおおむね達成し
たと評価する。

　支援センターの存在や業務内容を国民に周知
するため、ポスター・リーフレットといった刊
行物作成、テレビ・新聞といったマスメディア
広告やイベント実施に加え、コールセンター利
用者の認知媒体調査結果等を踏まえ、①「連動
型」広報の実施、②関係機関のニーズを捉えた
連携強化策の展開、③インターネットによる情
報発信の強化、④公的で信頼性の高い法人であ
ることのイメージ醸成といった組織・業務の特
性を生かした戦略的な広報活動を実施した結
果、コールセンターにおける情報提供件数累計
は100万件を超え、民事法律扶助の法律相談援
助件数累計も62万件を超えていることからもう
かがえるように、相当程度支援センターの存在
等を周知することができたものと考えられる。
また、平成20年２月から実施している認知度調
査も平成22年２月には37.3％となり、実施初年
度と比較すると14.7％上昇し、国民のおよそ３
人に１人に支援センターの存在等を認知させ
た。
　また、利用者の立場に立った業務を遂行する
ため、支援センターに寄せられた利用者からの
様々なご意見・ご要望等を集約し、今後の業務
改善に役立てるべく、本部内にサービス推進室
を設置し、苦情等取扱規程を定めるとともに、
業務改善推進ワーキンググループを設置した。
　その後、苦情取扱規程に基づき、サービス推
進室において、利用者から寄せられた様々なご
意見・ご要望等を集約して業務改善推進ワーキ
ンググループ、各課室及び地方事務所に報告す
るなどし、同ワーキンググループ等において組
織横断的に業務改善に向けた検討を行うなどし
たほか、その内容を本部各課室、地方事務所に
周知し、改善への取組を促すなどした。
　その他、高齢者・障害者等に対する配慮とし
ては、ホームページに各地方事務所のバリアフ
リー情報等を掲載したほか、支援センターの役
割や業務内容を分かりやすく理解いただけるよ
う手話や字幕スーパー、音声ガイダンス機能を
付した広報用ＤＶＤを製作した。

※第１期中期目標期間業務実績報告書（以下
「実績報告書（第１期）」という。）５・６
ページ参照

　平成21年度においては、支援センターの存在
や業務内容を国民に周知するという広報の目的
を明確にした上で、さらに組織・業務の特性を
生かして、①本部・地方事務所連動型広報の実
施、②関係機関との更なる連携強化策の展開、
③インターネットによる情報発信の強化、④マ
スコミへの積極的な情報発信、⑤公的で信頼性
の高い法人であることのイメージ醸成といった
戦略的な広報活動を実施した。
　以上のように戦略的な広報活動を実施した結
果、コールセンターにおける情報提供件数は前
年度比約40％増加、民事法律扶助の法律相談援
助件数は前年度比約32％増加となったことから
もうかがえるように、現に法的トラブルを抱え
相談先を探すなどしていた方に対して、相当程
度効果的に支援センターの存在等を周知するこ
とができたものと考えられ、平成22年２月下旬
に実施した認知度調査では、認知度が37.3％と
前年度（同24.3％）と比べ大幅に上昇した。
　また、高齢者・障害者に対しても、支援セン
ターの役割や業務内容を分かりやすく理解いた
だけるよう手話や字幕スーパー、音声ガイダン
ス機能を付した広報用DVDを製作し、今後、同
DVDを活用して周知を図ることを考えている。
  さらに、利用者の立場に立った業務遂行のた
め、前年度に引き続き､「苦情取扱規程」に基
づき、利用者から寄せられた様々なご意見・ご
要望等を集約するなどし、組織横断的に業務改
善に向けた検討を行うなどしたほか、利用者に
対する懇切・丁寧かつ迅速・適切な対応マナー
の習得・向上のため、若手職員を対象とした接
遇研修を実施し、同研修内容を全職員へ周知し
た。

※平成21年度業務実績報告書（以下「実績報告
書（21年度）」という。）　26～28ページ参照

　コールセンターにおける情報提
供件数や法律相談援助件数が増加
していること，認知度調査の結果
が向上したことなどから，支援セ
ンターの広報活動に関する各種取
組が一定の成果を上げたことは認
められる。しかしながら，数値が
向上したとは言え，約37パーセン
トの認知度は決して満足できる数
値とは言えない。しかも，認知者
の６割（全体の約23パーセント）
は「名前だけは聞いたことがある
ような気がする」というレベルに
止まっている。潜在的な支援セン
ターの利用者，すなわち，支援セ
ンターの存在を知らないためにこ
れを利用できない人に支援セン
ターの存在を周知し，利用を促進
するためには，より一層効果的で
効率的な広報活動を工夫し，支援
センターの認知度向上に努める必
要がある。
　利用者からの意見・要望を業務
改善につなげる取組や，職員に対
する接遇研修の実施は適切になさ
れている。高齢者・障害者用ＤＶ
Ｄの制作など，支援センターへの
アクセスに支障のある障害者・高
齢者に対する配慮がなされている
ことは認められ，引き続きこのよ
うな取組がなされていくことが期
待される。
　国民が司法を身近なものとして
活用できる社会の実現のために
は，支援センターがより多くの国
民に知られることが必要不可欠で
あり，その認知度を高くすること
は社会の要請でもあることから，
認知度の点は評価に当たっても重
点を置くべきであり，いまだ認知
度の向上が不十分である以上，他
の事項での成果を考慮しても，Ｂ
評価はやむを得ない。
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評価の
指標

１　総合法律支援の充実のための
措置に関する目標を達成するため
とるべき措置

 (1) 総括

　支援センターは、
国民に身近で頼りが
いのある司法を実現
するために各種業務
を行う法人であるこ
とにかんがみ、真に
国民に親しまれ頼り
にされる存在となる
よう、その業務内容
について国民への周
知徹底を図る。ま
た、非公務員型法人
であることの利点を
活かした様々な創意
工夫により、懇切・
丁寧かつ迅速・適切
な対応その他高齢者
及び障害者に対する
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１　総合法律支援の充実のための
措置に関する目標を達成するため
とるべき措置

中期計画の各項目

 (1) 総括

中期目標

２　総合法律支援の充実のための
措置に関する事項

 (1) 総括

年度計画（平成２１年
度）

○コールセンターにおける情報提供件数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 累計

128,741 220,727 287,897 401,841 1,039,206

○認知度調査結果

平成20年２月 平成21年２月 平成22年２月

22.6% 24.3% 37.3%

○民事法律扶助の法律相談援助件数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 累計

64,837 147,430 179,546 237,306 629,119
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② 　全国の地方事務所
（地方裁判所本庁所在
地に設置される事務所
をいう。以下同じ。）
単位で地方協議会を開
催し、支援センターの
業務に関する具体的情
報の周知を図るととも
に、関係機関・団体及
び利用者の意見を聴取
し、これを業務運営上
の参考とするように努
める。

② 　全国の地方事務所
（地方裁判所本庁所
在地に設置される事
務所をいう。以下同
じ。）単位で各事業
年度に１回以上、地
方協議会を開催し、
支援センターの業務
に関する具体的情報
を周知するととも
に、関係機関・団体
及び利用者の意見を
聴取し、業務運営上
参考となる事項を取
りまとめた上、これ
を参考に当該地域の
実情に応じた業務運
営を行う。

② 利用者
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等の意
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考とし
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けた地
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　全国の各地方事務所等において、少なくとも
１回以上、合計86回（平成20年度：85回）の地
方協議会を開催した。
　これらの地方協議会においては、支援セン
ターの各業務の説明はもとより、多重債務問
題、被害者支援問題、労働問題、被疑者国選問
題等のテーマ別による議論を行うなどした。そ
の結果、各地における関係機関・団体等の支援
センターの業務等に対する理解・協力が一層深
まり、更なる連携の確保・強化が図られた。ま
た、支援センターの各地方事務所においては、
地方協議会で出された意見や要望を踏まえ、民
事法律扶助業務における無料法律相談や出張相
談を実施したり、関係機関と共催でのイベント
開催や常勤弁護士による地方自治体での講演を
実施するなど広報活動を工夫したほか、多重債
務問題の解決に向けて、裁判所を始め様々な関
係機関・団体に地方協議会への参加を要請し
て、管内全体を挙げて同問題に取り組む枠組み
を作ったりするなど、関係機関の中心的役割を
果たすなどの業務改善を行った。

※実績報告書（21年度）　28・29ページ参照

A 　各地方事務所で１回以上地方協
議会を開催し，開催回数は昨年度
を上回っている。地方協議会にお
いては，支援センターの業務内容
の説明にとどまらず，テーマ別の
議論なども行われており，関係機
関との連携・協力関係の確保・強
化にもつながっている。地方協議
会の実質的な充実については今後
とも更に留意する必要があるが，
これまで以上に，関係機関から出
された意見や要望を適切に業務改
善に反映するよう取り組んでいる
ことが認められ，総合的に見て利
用者の意見を参考とした当該地域
の実情に応じた業務運営が図られ
ていると評価できる。
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　全国の地方事務所において、各事業年度に１
回以上の地方協議会を開催し、支援センターの
業務に関する具体的情報を周知するとともに、
多重債務問題、消費者被害、労働関係等のテー
マ別による議論を行うなどして、関係機関・団
体等との連携の確保・強化を図った。
　また、地方事務所においては、地方協議会で
関係機関・団体等から出された意見や要望を踏
まえ、広報活動の在り方を工夫するなどしたほ
か、情報提供業務において紹介する関係機関の
相談窓口を見直したり、民事法律扶助業務にお
ける無料法律相談や出張相談の回数を増やすな
どの業務改善を行った。

※実績報告書（第１期）　７・８ページ参照

A 　全国の地方事務所単位で各事業年度
に１回以上地方協議会を開催してい
る。地方協議会においては，支援セン
ターの業務内容の説明にとどまらず，
多重債務問題等のテーマ別による議論
なども行われており，関係機関との連
携・協力関係の確保・強化にもつな
がっている。また、各地方事務所にお
いて，地方協議会で関係機関・団体か
ら聴取した意見・要望を業務改善に反
映するなど，地域の実情に応じた業務
運営へ向けて地方協議会を活用してい
ると評価できる。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

　コンプライアンス体制については、これまで
に監事監査規程（平成18年規程第11号）、内部
監査規程（平成18年規程第12号）、役職員倫理
規程（平成18年規程第23号）等を策定するとと
もに、毎年度、本部、地方事務所及び支部に対
する監事監査規程に基づく監事定期監査及び内
部監査規程に基づく内部監査を実施するなど
し、コンプライアンス体制の整備に努めてい
る。また平成22年１月より情報セキュリティー
対策基準が策定され、同基準において情報セ
キュリティー監査を行うことが定められた。
　平成21年度においては、本部及び４地方事務
所に対する監事定期監査（同20年度は、本部及
び１地方事務所）、本部、23地方事務所（支
部・出張所を含む）及び5地域事務所（同20年
度は、本部、13地方事務所及び４地域事務所）
に対する内部監査を実施し、理事長に報告した
ほか、内部監査の結果については監事にも報告
するとともに、地方事務所等には改善事項を指
摘して業務方法の改善を図った。また、平成22
年１月に情報セキュリティー対策基準を策定
し、同基準に基づき３地方事務所に対する情報
セキュリティー監査を実施した。

※実績報告書（21年度）　10ページ参照

　既にコンプライアンス体制に関
する各種規程は整備されていたと
ころ，これに加え，情報セキュリ
ティー対策基準を策定し，これに
基づくセキュリティー監査を実施
していることは評価できる。ま
た，昨年度18箇所を上回る29箇所
の内部監査，昨年度２箇所を上回
る５箇所の監事定期監査を実施
し，その結果を業務改善につなげ
る取組もなされていることも評価
できるが，監査の実施数，特に監
事定期監査の実施数が十分とはい
えない。今後，監査に要する人員
等の事情を考慮しつつも，これら
の諸点を踏まえ，適切な監査を進
めることが期待される。
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　監事監査規程，役職員倫理規程，セ
キュリティー対策基準などのコンプラ
イアンスに関する各種規程は整備され
ている上，監査等の結果を業務運営に
反映するための制度も整えられてい
る。しかしながら，人員が限られるな
どの制約がある中で，年々内部監査の
実施数を増やしていることは評価でき
るものの，中期目標期間を通じて内部
監査や監事定期監査の実施数は十分で
あったとは言えない。支援センターの
業務にかかわる不祥事を未然に防ぐた
めのコンプライアンス体制の整備状況
についての取組は十分であったとまで
は評価できない。以上を踏まえ，中期
目標をおおむね達成したと評価する。

　コンプライアンス体制については、監事監査
規程、内部監査規程、役職員倫理規程、セキュ
リティー対策基準等を策定するとともに、毎年
度、本部、地方事務所等に対する監事監査規程
に基づく監事定期監査、内部監査規程に基づく
内部監査及び情報セキュリティー対策基準に基
づく情報セキュリティー監査を実施した。
　また、これらの監査結果を理事長等に報告す
るとともに、監査結果を踏まえ、地方事務所等
に改善すべき事項を指摘し、業務方法の改善を
図るなどしてコンプライアンス体制の整備を
図った。
　
　監査の実施状況
　　○平成19年度
　　　　監事定期監査 ３か所　　内部監査 10
か所
　　○平成20年度
　　　　監事定期監査 ２か所　　内部監査 18
か所
　　○平成21年度
　　　　監事定期監査 ５か所　　内部監査 29
か所
　　　　情報セキュリティー監査 ３か所

※実績報告書（第１期）　６・７ページ参照

　支援センターの業
務に関する具体的情
報を周知するととも
に、多数の関係機
関・団体及び利用者
の意見を聴取し、業
務運営上参考となる
事項を取りまとめた
上、これを参考に当
該地域の実情に応じ
た業務運営を行うた
め、全国の地方事務
所（地方裁判所本庁
所在地に設置される
事務所をいう。以下
同じ。）単位で平成
２１年度内に１回以
上、地方協議会を開
催する。

※２１年度におけ
る内部監査におい
ては、①内部統制
の整備状況並びに
組織レベルの業務
業務処理、会計処
理の両面から点検
する、②改善を要
する点が判明した
場合には直ちに対
象部門に指摘する
とともに、理事長
に報告し、措置を
求める、③内部監
査において明らか
になる推奨すべき
事項・改善すべき
事項等をまとめ、
全国的レベルで業
務改善に役立て
る、④監事監査、
法人監査との連携
に努めるなどを実
施方針とし、対象
事務所としては本
部のほか、地方事
務所については23
か所程度（支部・
出張所を含む）、
地域事務所につい
ては５事務所程度
を予定した。

○地方協議会開催回数（全国合計）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

56回 74回 85回 86回
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

4

③ 　支援センターの業務
運営の公正・中立性及
び関係機関・団体との
連携協力関係の確保が
重要であることを踏ま
え、本部又は地方事務
所において、支援セン
ターの運営に関し、利
用者その他の関係者の
意見を聴いて参考とす
るための地方協議会そ
の他の会議等を設ける
場合には、その人選に
ついて特段の配慮をす
る。

③ 　本部又は地方事務
所において、支援セ
ンターの運営に関
し、利用者その他の
関係者の意見を聴い
て参考とするための
地方協議会その他の
会議等を設ける場合
には、支援センター
の公正・中立性及び
関係機関・団体との
連携協力関係の確保
の観点から、その人
選について特段の配
慮をする。

③ 地方協
議会等
の出席
者の人
選につ
いての
配慮状
況

Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　地方協議会の開催に当たっては、地元自治体
や裁判所、検察庁、弁護士会等の関係機関・団
体をはじめ、犯罪被害者団体等の利用者側団体
等からも出席を求めて意見を聴取するなどし
た。
　また、支援センター本部においては、今後も
より一層利用者本位の姿勢で業務運営を行うた
め、法律家以外の各界の有識者から、利用者で
ある国民の立場に立った幅広い意見を聴取し、
今後の業務運営に生かすことを目的として、平
成20年に顧問会議を設置し、平成21年度におい
ては、平成21年10月27日及び同22年３月８日に
それぞれ開催し、常勤弁護士の活動による関係
機関との連携強化の在り方や情報提供業務の在
り方，中期計画などについて意見を聴取した。

※実績報告書（21年度）　28ページ参照

A 　地方協議会については，サービ
スの提供者側である地方自治体や
各種士業団体等の関係機関・団体
のみならず，サービスの利用者側
である犯罪被害者団体等の出席も
求めるなど，出席者に偏りのない
よう配慮がなされている。また，
一層利用者本位の姿勢で業務運営
を行うために，法律家以外の各界
の有識者で構成される顧問会議を
設置して，昨年度に引き続き，年
度内に2回の会合を開催して業務に
関する意見聴取を行ったことも評
価できる。顧問会議での議論を基
に，更なる業務運営の活性化を期
待するとともに，今後も，より幅
広い層の利用者から，より偏りな
く，より的確に意見を聴取するた
めの取組が期待される。

4

地方協
議会等
の出席
者の人
選につ
いての
配慮状
況

自己
評価
：Ａ

　地方事務所において、地方協議会を開催する
に当たっては、地元自治体、裁判所、検察庁、
弁護士会等の関係機関・団体をはじめ、犯罪被
害者団体等の利用者側団体等からも出席を求め
て意見を聴取するなど、支援センターの公正・
中立性及び関係機関・団体との連携協力関係の
確保の観点から出席者の人選にも配慮した。
　また、支援センター本部においては、今後も
より一層利用者本位の姿勢で業務運営を行うた
め、法律家以外の各界の有識者から、利用者で
ある国民の立場に立った幅広い意見を聴取し、
今後の業務運営に生かすことを目的として、平
成20年４月10日に顧問会議を設置した。これま
でに合計４回開催し、広報活動の在り方、情報
提供業務の在り方，民事法律扶助業務の在り方
などについて意見を聴取した。

※実績報告書（第１期）　８ページ参照

A 　地方協議会の人選については，サー
ビスの提供者側である地方自治体や各
種士業団体等の関係機関・団体のみな
らず，サービスの利用者側である犯罪
被害者団体等の出席も求めて意見を聴
取している。また，より一層利用者本
位の姿勢で業務運営を行うため，法律
家以外の者を含む各界の有識者で構成
される顧問会議を本部に設置し，業務
に関する意見聴取を行っていることは
評価できる。
　地方協議会等を設ける際の人選につ
いては，支援センターの公正・中立性
及び関係機関・団体との連携協力関係
の確保の観点から特段の配慮がなされ
ていると評価できる。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

5

④ ④ ④ 契約弁
護士・
司法書
士及び
常勤弁
護士の
確保に
向けた
取組状
況

Ｈ１８
：Ｂ
Ｈ１９
：Ｂ
Ｈ２０
：Ｂ
Ｈ２１
(自己)
：Ｂ

B

5

契約弁
護士・
司法書
士及び
常勤弁
護士の
確保に
向けた
取組状
況

自己
評価
：Ｂ

B  常勤弁護士の確保
・常勤弁護士の確保
のために、日本弁護
士連合会、単位弁護
士会、司法研修所等
の関係機関の協力を
得て、常勤弁護士の
業務内容、採用情報
などについて、司法
修習生、弁護士、司
法試験合格者、法科
大学院生等に対する
説明を行う。
・常勤弁護士につい
ては、実務経験年数
が１０年未満の者の
任期を３年、実務経
験年数が１０年以上
の者の任期を２年と
し、それぞれ２回ま
で更新可能とするこ
とを基本としつつ、
最初の任期を１年と
して、司法修習修了
直後の者等から常勤
弁護士を採用する。

　各事業年度において，既登録弁護士
に対する採用案内の送付，常勤弁護士
が講師となる就職説明会の開催，司法
試験合格発表会場における広報活動の
実施，地方事務所における選択型実務
修習の受入れなどの活動は行われてい
る。採用する常勤弁護士の質にも考慮
したことは評価できるが，結果として
平成21年度末時点で確保した常勤弁護
士の人数は200名にとどまっており，
必ずしも十分とは言えない。また，採
用された弁護士の実務経験年数のバラ
ンスにも課題が残っている。第２期中
期目標期間においては，認知度の向上
に対応した利用増加や司法過疎地域の
解消を図るためにも，採用する常勤弁
護士の質にも十分配慮しつつ，確実に
所要の常勤弁護士を採用できるよう，
更なる採用活動の充実強化が期待され
る。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

　各事業年度において、日本弁護士連合会、単
位弁護士会、司法研修所、法科大学院、司法試
験予備校等の協力を得て、司法修習生、弁護
士、法科大学院生、司法試験合格者等を対象と
して、常勤弁護士の業務内容、意義・魅力、採
用情報等に関する説明会を全国で実施した上、
各地の地方事務所において司法修習生を対象と
した就職説明会を実施した。また、平成１９年
度以降の各事業年度において、一定の法曹経験
を有する弁護士からの応募者も確保するため、
日本弁護士連合会の協力を得て、法曹経験が概
ね10年以下であり、60歳未満の既登録弁護士約
1万4000名ないし２万名に対して常勤弁護士の
採用案内や応募書類を送付し、応募を促す取組
みを行った。また、常勤弁護士の採用に当たっ
ては、支援センターの職員としてのみならず、
弁護士としての素養を見極め、より良い人材を
確保するという観点から、日本弁護士連合会か
ら常勤弁護士としての適性に関する意見を徴し
た上、支援センターの採用面接において、他者
とのコミュニケーション能力などを審査し、採
用を行った。
　常勤弁護士については、任期付採用とし、そ
の報酬については実務経験年数等において同等
の裁判官・検事の給与を参考とした。

※実績報告書（第１期）　９・10ページ参照

　本部又は地方事務
所において、支援セ
ンターの運営に関
し、利用者その他の
関係者の意見を聴い
て参考とするための
地方協議会、運営諮
問委員会等を設ける
場合には、支援セン
ターの公正・中立性
及び関係機関・団体
との連携協力関係の
確保の観点から、そ
の人選について特段
の配慮をする。

　総合法律支援の中核
を担う支援センターの
体制整備のため、常勤
弁護士の確保ととも
に、契約弁護士・司法
書士の幅広い確保に努
める。
　支援センターの業務
が、多様な分野に及ぶ
こと等を考慮し、常勤
弁護士の採用に当たっ
ては、幅広い人材の中
から、適時的確な人員
配置その他支援セン
ターの業務の円滑で効
率的な運営に適応で
き、総合法律支援への
取組に意欲的な人材の
確保を図るとともに、
支援センターの業務に
専従することが支援セ
ンターの目的である総
合法律支援の担い手と
しての法曹の能力の涵
養にも資することにか
んがみ、その実務経験
年数をも考慮する。
　常勤弁護士について
は任期付採用とし、そ
の報酬については実務
経験年数において同等
の裁判官・検事の給与
を参考にする。

　総合法律支援の中
核を担う支援セン
ターの体制整備のた
め、契約弁護士・司
法書士の幅広い確保
に加えて、常勤弁護
士の確保に努める。
　常勤弁護士の採用
に当たっては、適時
的確な人員配置その
他支援センターの業
務の円滑で効率的な
運営に適応でき、総
合法律支援への取組
に意欲的な人材の確
保を図るとともに、
支援センターの業務
に専従することが支
援センターの目的で
ある総合法律支援の
担い手としての法曹
の能力の涵養にも資
することにかんが
み、その実務経験年
数をも考慮する。
　常勤弁護士につい
ては任期付採用と
し、その報酬につい
ては実務経験年数に
おいて同等の裁判
官・検事の給与を参
考にする。

　平成21年４月１日から同22年３月末までの間
に、日本弁護士連合会、単位弁護士会、司法研
修所、法科大学院、司法試験予備校等の協力を
得て、合計29回余りにわたり、司法修習生、弁
護士、法科大学院生、司法試験合格者等を対象
として、常勤弁護士採用案内のパンフレットや
募集要項等を配布するとともに、常勤弁護士の
業務内容、意義・魅力、採用情報等に関する説
明会を実施した。特に、平成19年度より司法修
習を終了した新人弁護士を常勤弁護士として採
用する新制度を導入したことから、支援セン
ターの常勤弁護士に強い関心を持つ司法修習生
に常勤弁護士の業務の実態を実感できる機会を
提供すべく、支援センターの各地の地方事務所
において、常勤弁護士も講師として参加する形
で、合計９回にわたり、司法試験合格者及び司
法修習生を対象とした就職説明会を実施した。
　また、より早い段階から常勤弁護士への関心
を促すべく、司法試験合格発表会場において、
常勤弁護士の採用案内等を配布する広報活動を
行ったほか、司法研修所選択型実務修習に参加
し、各地の支援センターの事務所に28回にわた
り司法修習生を受け入れ、常勤弁護士等の業務
を直接体験してもらうことにより、その業務へ
の理解が深められるようにした。さらに、平成
21年度からは、全国の法科大学院からのエクス
ターンシップの申込みを広く受け付け、各地の
法律事務所へのエクスターンシップの受け入れ
をより活発にすることにより、支援センターの
業務内容及び常勤弁護士についての理解を深め
てもらい、今後の支援センターの常勤弁護士及
び契約弁護士の増員を図るため、各地の支援セ
ンターの法律事務所において、合計30回にわた
り全国15校の法科大学院生を受け入れ、常勤弁
護士等の業務を直接体験してもらう機会を設け
た。
　このほか、一定の法曹経験を有する弁護士か
らの応募者も確保するため、日本弁護士連合会
の協力を得て、法曹経験が概ね10年以下であ
り、60歳未満の既登録弁護士約２万名に対して
常勤弁護士の採用案内や応募書類を送付し、応
募を促す取組を行った。
　支援センターのホームページにおいても、常
勤弁護士の業務内容、採用情報等を掲載し、電
話や電子メールによる常勤弁護士志望者からの
問い合わせに対し、個別の説明も行っている。

※実績報告書（21年度）　29～31ページ参照

　昨年度から引き続き，既登録弁
護士に対する採用案内の送付，常
勤弁護士が講師となる就職説明会
の開催や，司法試験合格発表会場
における広報活動の実施，地方事
務所における選択型実務修習の受
入れなどの活動を行っているが，
説明会の回数は昨年度よりも減少
している。採用する常勤弁護士の
質にも考慮したことは評価できる
が，結果として採用人数66名（昨
年度からの上乗せ確保人数49名）
にとどまっており，十分とは言え
ない。今後も，認知度の向上に対
応した利用増加や司法過疎地域の
解消を図るためにも，採用する常
勤弁護士の質にも配慮しつつ，確
実に所要の常勤弁護士を採用でき
るよう，更なる採用活動の充実強
化が期待される。

○常勤弁護士の採用等実績 （単位：人）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

常勤弁護士数 24 96 151 200

うち赴任組 24 57 100 149

うち養成中 0 39 51 51

対前年度増分 24 73 59 66

対前年度減分 0 1 4 17

（注）常勤弁護士数は、各年度末現在の在籍者数である。
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評価
(案)

評価の
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6

　弁護士のみならず司
法書士その他の隣接法
律専門職者のサービス
をより身近に受けられ
るようにするために、
弁護士会・日本弁護士
連合会及び司法書士
会・日本司法書士会連
合会その他隣接法律専
門職者団体との連携の
強化を図るとともに、
連携関係を確保する関
係機関・団体の範囲の
拡大と連携の強化を図
る。

① 　地方事務所単位
で、平均６８以上の
相談窓口設置機関・
団体と連携・協力関
係を構築する。

① 相談窓
口設置
機関・
団体と
の連
携・協
力関係
の構築
状況

Ｈ１８
：Ａ
Ｈ１９
：Ａ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　各地方事務所において、関係機関・団体数に
して全国合計7,372件、各地方事務所平均147.4
件、窓口数にして全国合計24,638件、各地方事
務所平均492.8件のデータを登載した。

※実績報告書（21年度）　31ページ参照

A 　各地方事務所における関係機
関・団体の登録数は，平均約147件
を超え，中期計画及び年度計画は
達成しており，その点は評価でき
る。しかし、連携関係の構築とい
いながらも、当初予定した関係機
関と法テラスとの具体的な連携に
はいたっていない感がある。相談
窓口設置機関・団体との連携・協
力関係の構築について，更なる努
力が望まれる。

6

相談窓
口設置
機関・
団体と
の連
携・協
力関係
の構築
状況

自己
評価
：Ａ＋

　各地方事務所において、全国平均148.7の相
談窓口設置機関・団体と連携・協力関係を構築
した。

※実績報告書（第１期）　10・11ページ参照

A 　各地方事務所において，中期目標期
間を通じ，平均68件以上の相談窓口機
関・団体との連携・協力関係を構築す
るという中期計画を大きく上回る平均
約148.7件の相談窓口機関・団体と連
携・協力関係を構築している。実質的
な相談窓口設置機関・団体との連携・
協力関係の構築状況については，良好
であると評価できる。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

7

② 　関係機関との連携
の在り方に関する実
情を踏まえて、連携
関係の強さを表す連
携指数（※）を平成
１８年度から平成２
１年度までの間に上
昇させる。

（※）連携指数
　例えば、連携の度
合いを１～４に分類
し、
（各関係機関の連携
指数の総和）÷（関
係機関の総数×４）
×１００

② 関係機
関・団
体との
連携強
化・連
携先の
範囲拡
大に向
けた取
組状況

Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

Ａ

7

関係機
関・団
体との
連携強
化・連
携先の
範囲拡
大に向
けた取
組状況

自己
評価
：Ａ

Ａ
or
Ｂ

　地方事務所単位で
平均６８以上の相談
窓口設置機関・団体
との連携・協力関係
の構築

　連携指数の上昇
・内閣官房司法制度
改革推進室及び法務
省と連携し、総合法
律支援関係省庁等連
絡会議を開催するな
どして、中央レベル
での連携・協力関係
構築に関する理解を
求める。
・各地方事務所にお
いて、地方協議会を
開催するなどして、
地方レベルでの連
携・協力関係構築に
関する理解を求め
る。
・相談窓口設置機
関・団体との連携・
協力関係につき、
「転送」「予約」を
増加させることによ
り、連携指数(注）の
上昇に努める。
（注） 連携指数につ
いては、以下の計算
式により算出するこ
ととする。
（「紹介」窓口数×
１＋「取次」窓口数
×３＋「転送」窓口
数×５＋「予約」窓
口数×８）÷窓口総
数

１　中央レベルでの連携・協力関係の構築
  平成21年７月15日、内閣官房司法制度改革推
進室が開催した総合法律支援関係省庁等連絡会
議において、法務省と連携し、出席した16の関
係省庁等に対し、連携・協力関係構築に関する
理解をお願いした。
  また、内閣官房司法制度改革推進室と連携し
て、同会議に出席した関係省庁を対象に、同年
９月から10月の間、計３回に分けて法テラス
コールセンター見学・説明会を実施（９省庁合
計46名が参加）した。
  その結果、情報提供業務への理解が深まり、
連携・協力関係を強化することができた。
２　地方協議会の開催
　全国の地方事務所、支部において、平成21年
度中に合計86回の地方協議会を開催し、関係機
関・団体等との連携の確保・強化を図った。
３　連携指数
 　左記計算式に基づき算出した連携指数は、
平成18年度は1.76、平成19年度は1.98、平成20
年度は1.93、平成21年度は1.92となっている。

※実績報告書（21年度）　31～33ページ参照

　中央レベル，地方レベルのいず
れにおいても，関係機関・団体と
の連携・協力関係を深める取組が
なされている。昨年度に続いて，
連携指数は前年度から若干低下し
たが，その原因は，指数の計算に
おいて分母となる相談窓口設置機
関の登録総数を増加させる一方
で，質の向上という観点から登録
内容の見直しを進め，取次先や転
送先として適切でない窓口を登録
から外したことにあり，実質的に
見れば連携関係は向上していると
評価できる。連携・協力関係の更
なる向上のため，連携指数以外
に，情報提供業務に対する関係機
関・団体の理解の深まりを客観的
に測定する手法の確立に向けた検
討も期待される。

 (2) 情報提供・関係機関
連携強化

Ａ　中央レベル，地方レベルのいずれ
においても，関係機関・団体との連携
強化・連携先の範囲拡大に向けた取組
がなされている。平成19年度をピーク
に，連携指数は低下傾向にあるが，そ
の原因は，連携指数の計算において分
母となる相談窓口設置機関の登録総数
を増加させる一方で，質の向上という
観点から登録内容の見直しを進め，取
次先や転送先として適切でない窓口を
登録から外したことにあり，実質的に
見れば，中期目標期間を通じて連携関
係は向上していると評価できる。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

Ｂ　中央レベル，地方レベルのいずれ
においても，関係機関・団体との連携
強化・連携先の範囲拡大に向けた取組
がなされたことは評価できる。平成18
年度と平成21年度の各連携指数を比較
すれば，その数値は上昇しているが，
平成19年度をピークに連携指数は低下
傾向にある。この点は実態に即した見
直しであるとされるものの、なお他の
関係機関等において連携指数が増加し
ている旨の客観的データは十分でな
い。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

　支援センターと相談窓口設置機関・団体との
連携方法には，ⅰ）紹介、ⅱ）取次、ⅲ）転
送、ⅳ）予約の段階があり、ⅰ）からⅳ）にな
るにつれ、利用者の負担が減り、緊密な連携方
法といえる。
連携指数の算出方法は，以下のとおりとした。
（「紹介」窓口数×１＋「取次」窓口数×３＋
「転送」窓口数×５＋「予約」窓口数×８）÷
窓口総数

１．中央レベルでの連携・協力関係の構築
　内閣官房司法制度改革推進室が中期計画期間
中に毎年開催した総合法律支援関係省庁等連絡
会議において、法務省と協力し、出席した16の
関係省庁等に対し、連携・協力関係構築に関す
る理解を求めた。
　また、内閣官房司法制度改革推進室と連携し
て、同会議に出席した関係省庁を対象に、平成
20年度は計4回（8省庁合計62名が参加）、平成
21年度は計3回（9省庁合計46名が参加）、法テ
ラスコールセンター見学・説明会を実施した。
その結果、情報提供業務への理解が深まり、連
携・協力関係を強化することができた。
２．地方協議会の開催
　全国の地方事務所では、毎年１回以上、地方
協議会を開催し、関係機関・団体等との連携の
確保・強化を図った。
３．連携指数
　上記計算式に基づき算出した連携指数は、平
成18年度から平成21年度までの間に0.16上昇し
た。

※実績報告書（第１期）　11・12ページ参照

 (2) 情報提供・関係機関連携
強化

 (2) 情報提供・関係機関連携
強化

○連携・協力関係を構築した相談窓口設置機関・団体数（平均）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

143.3 151.5 152.5 147.4

○連携指数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

1.76 1.98 1.93 1.92

4/30



評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

8

① 　民事法律扶助の担い
手となる弁護士・司法
書士が少ない地域を含
め、その受任者の確保
態勢の全国的に均質な
確保を図る。

　① 　受任者の確保態勢
を全国的に均質に確
保するため、民事法
律扶助の担い手とな
る弁護士・司法書士
が少ない地域につい
て、常勤弁護士の常
駐若しくは巡回又は
契約弁護士・司法書
士の確保を行う。

　① 　平成21年度までに常勤弁護士を配置した支援
センターの事務所は、合計78か所であり、その
うち、同年度に常勤弁護士を新たに配置又は増
員した地方事務所及び支部は35か所、地域事務
所は20か所である。各地の支援センター法律事
務所には、それぞれ１ないし５名の常勤弁護士
を常駐させている。
　なお、島根地方事務所及び旭川地方事務所に
配置した常勤弁護士においては、民事法律扶助
の担い手となる弁護士が特に少ない地域である
松江地方裁判所西郷支部、旭川地方裁判所稚内
支部、名寄支部、留萌支部、紋別支部を巡回
し、民事法律扶助事件又は国選弁護事件を取り
扱った。
　また、平成21年度末時点で、契約弁護士数は
13,401人（前年度比13.5％増）、契約司法書士
数は5,090人（前年度比9.0％増）であり、弁護
士、司法書士ともに契約数は前年度末より増加
している。ただし、受任・受託件数の少ない契
約弁護士・司法書士も少なくなく、今後は、１
名当たりの受任・受託件数の増加が課題であ
る。

※実績報告書（21年度）　33・34ページ参照

Ｂ

8

全国的
に均質
な受任
者確保
態勢の
確保に
向けた
契約弁
護士・
司法書
士及び
常勤弁
護士の
確保・
配置等
に関す
る取組
状況

自己
評価
：Ｂ

　平成21年度までに全国78か所の支援センター
の事務所に常勤弁護士を配置し、各地の支援セ
ンター法律事務所にそれぞれ１ないし５名の常
勤弁護士を常駐させている。また、島根地方事
務所及び旭川地方事務所に配置した常勤弁護士
においては、民事法律扶助の担い手となる弁護
士が特に少ない地域である松江地方裁判所西郷
支部、旭川地方裁判所稚内支部、名寄支部、留
萌支部、紋別支部を巡回し、民事法律扶助事件
を取り扱った。
　平成21年度末における契約弁護士・司法書士
数は、弁護士が13,401人、司法書士が5,090人
であり、弁護士・司法書士ともに契約数は増加
しているが、受任・受託件数の少ない契約弁護
士・司法書士も少なくなく、今後は、１名当た
りの受任・受託件数の増加が課題である。

※実績報告書（第１期）　12ページ参照

Ｂ 　平成21年度末までに78箇所の事務所
に常勤弁護士を配置し，このうち51箇
所に複数名の常勤弁護士を配置してい
る。また，民事法律扶助の担い手が少
ない地域に近隣の事務所の常勤弁護士
を巡回させるなどの取組を行っている
ことや，契約弁護士，契約司法書士の
数も順調に増加していることは評価で
きる。しかしながら，常勤弁護士の配
置がなお十分とは言い難いことに加
え、各地において受任・受託件数の少
ない契約弁護士・司法書士が少なから
ず存在するという状況は改善されてい
ない。全国的に均質な民事法律扶助
サービスの実現に向けた取組は十分で
あったとは言えない。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

9

② 　民事法律扶助のニー
ズを的確に反映した事
業計画を立案できるよ
う、利用者に対するア
ンケート調査等を実施
するなどして、民事法
律扶助のニーズの把握
に努める。

　② 　民事法律扶助の
ニーズを的確に反映
した事業計画を立案
できるよう、利用者
等に対するアンケー
ト調査を実施する。

　② 民事法
律扶助
のニー
ズを把
握する
ために
実施し
たアン
ケート
調査結
果を事
業計画
に反映
するた
めの検
討に関
する取
組状況

Ｈ１９
：Ａ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　平成21年９月末に最終的な調査結果を取りま
とめ、平成22年３月に冊子として製本した報告
書を関係機関等に配布した（なお、同報告書は
同年４月に当支援センターのホームページに掲
載して国民にも公表し、広範な研究や提言等へ
の活用を図った。）。
  また、取りまとめた調査結果に基づく新たな
事業計画策定のため、平成22年１月25日、２月
26日、３月30日の計３回、最高裁判所、法務
省、日本弁護士連合会及び日本司法書士会連合
会、調査を担当した研究者及びセンター職員に
より、調査結果分析の検討会を実施し、今後の
取り組みの方向性などについての意見交換を
行った。

※実績報告書（21年度）　34ページ参照

Ａ 　昨年度に実施したアンケート調
査の結果を取りまとめて公表した
上，その結果を反映した事業計画
を策定するため，本年度内に複数
回にわたって検討会を開催し，今
後の取組について意見交換を行っ
たことは評価できる。今後は，検
討会の人選や回数について工夫し
ながら，調査結果の分析を更に進
め，その結果を踏まえた業務運営
計画の企画・立案が期待される。

9

民事法
律扶助
のニー
ズを把
握する
ための
アン
ケート
調査の
実施に
向けた
取組状
況及び
その結
果を事
業計画
に反映
するた
めの検
討に関
する取
組状況

自己
評価
：Ａ＋

　平成20年秋に「法律扶助のニーズ及び法テラ
ス利用状況に関する調査」を実施した。調査対
象は、①無作為抽出方法による全国20歳以上の
者3,000人、②東京・大阪・京都の路上（ホー
ムレス）及び自立支援施設における262人、③
扶助を利用した者1,229人である。調査及び分
析結果については平成22年３月に冊子として製
本して研究者や関係機関等に配布した。（な
お、同報告書は同年４月に支援センターのホー
ムページに掲載して国民に公表し、広範な研究
や提言への活用を図った。）また、平成21年度
以降、今回の調査で明らかになった法的ニーズ
を的確に反映し、支援センターへの利用へつな
がるような事業計画策定に向け検討を開始し
た。

※実績報告書（第１期）　12・13ページ参照

Ａ 　平成20年度にアンケート調査を実施
しているが，その方法は，対象者属性
ごとに十分なサンプル数を確保し，面
談調査を実施するなど信頼性の高いも
のと評価できる。平成21年度にはその
結果を取りまとめて公表を行った上，
その結果を反映した事業計画を策定す
るため，同年度内に複数回にわたって
検討会を開催し，今後の取組について
意見交換を行っており，民事法律扶助
のニーズ把握に向けた取組は十分で
あったと言える。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

 (3) 民事法律扶助

　受任者の確保態勢
を全国的に均質に確
保するため、民事法
律扶助の担い手とな
る弁護士・司法書士
が少ない地域につい
て、常勤弁護士の常
駐若しくは巡回又は
契約弁護士・司法書
士の確保を行う。

全国的
に均質
な受任
者確保
態勢の
確保に
向けた
契約弁
護士・
司法書
士及び
常勤弁
護士の
確保・
配置等
に関す
る取組
状況

Ｈ１８
：Ｂ
Ｈ１９
：Ｂ
Ｈ２０
：Ｂ
Ｈ２１
(自己)
：Ｂ

　新たに常勤弁護士を配置又は増
員した55箇所を含む計78箇所の事
務所に常勤弁護士を配置し，常勤
弁護士を複数名配置する事務所を
増加させ，また，民事法律扶助の
担い手が少ない地域に近隣の事務
所の常勤弁護士を巡回させるなど
の取組を行っていることや，契約
弁護士，契約司法書士の数も順調
に増加していることは評価でき
る。しかしながら，各地において
受任・受託件数の少ない契約弁護
士・司法書士がなお少なからず存
在するという状況の改善は不十分
である。支援センターにおいて，
契約弁護士・司法書士ごとの受任
件数の把握も必ずしも十分とは言
い難い。今後も，より多くの常勤
弁護士を確保してゼロワン地域に
常駐させるとともに，既存の契約
弁護士・司法書士の受任・受託件
数の増加を図り，全国的に均質な
民事法律扶助サービスの実現に向
けた更なる取組が期待される。

 (3) 民事法律扶助 (3) 民事法律扶助

　民事法律扶助の
ニーズに関し、利用
者に対して実施した
アンケート等の調査
の結果を取りまと
め、事業計画に反映
するための検討を開
始する。

○常勤弁護士を配置した支援センターの事務所の総数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

事務所の総数 22 56 71 78
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

10

　国選弁護事件の受け
手となる弁護士が少な
い地域を含め、捜査・
公判を通じ一貫した弁
護人確保態勢の全国的
に均質な確保を図る。

　 　捜査・公判を通じ
一貫した弁護人確保
態勢を全国的に均質
に確保するため、捜
査・公判を通じ一貫
して弁護活動を担う
弁護士を確保すると
ともに、国選弁護事
件の受け手となる弁
護士が少ない地域に
ついて、常勤弁護士
を常駐させ、又は巡
回させる。

① 全国的
に均質
な弁護
人確保
態勢に
向けた
契約弁
護士の
確保に
関する
取組状
況

Ｈ１８
：Ｂ
Ｈ１９
：Ｂ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

Ａ 　弁護士に対する説明会を開催し
たり，独自の広報用資料や国選弁
護等関連業務の解説書の改訂版を
弁護士へ配布するなどの取組を行
い，昨年度の約57パーセントを上
回る，全国の弁護士の約61パーセ
ントに相当する数の国選弁護人契
約弁護士を確保した。平成21年度
には裁判員裁判制度が開始し，被
疑者国選弁護の対象事件の範囲が
拡大され，被疑者国選弁護事件の
指名通知請求件数が大幅に増加し
たが，現時点では特段の支障は生
じていないことがうかがえる。全
国的に均質な国選弁護サービスの
実現に向けた契約弁護士の確保状
況は良好と評価できる。

10

全国的
に均質
な弁護
人確保
態勢に
向けた
契約弁
護士の
確保に
関する
取組状
況

自己
評価
：Ａ

Ａ
or
Ｂ

11

② 全国的
に均質
な弁護
人確保
態勢に
向けた
常勤弁
護士の
確保・
配置に
関する
取組状
況

Ｈ２０
：Ｂ
Ｈ２１
(自己)
：Ｂ

　平成21年度までに常勤弁護士を配置した支援
センターの事務所は、合計78か所であり、その
うち、同年度に常勤弁護士を新たに配置又は増
員した地方事務所及び支部は35か所、地域事務
所は20か所である。各地の支援センター法律事
務所には、それぞれ１ないし５名の常勤弁護士
を常駐させている。

※実績報告書（21年度）　35・33ページ参照

Ｂ 　新たに49名の常勤弁護士を確保
したこと，常勤弁護士が配置され
た78箇所の事務所中，51箇所に複
数の常勤弁護士を配置済みである
ことは評価できるが，裁判員制度
の実施及び被疑者国選弁護の対象
事件の拡大への確実かつ十分な対
応という観点からは十分とは言え
ない。また，中堅・ベテラン弁護
士の確保のための取組も十分とは
言えない。今後も，全国的に均質
な刑事弁護サービスの実現のた
め，常勤弁護士の確保に向けた更
なる取組が望まれ，新人弁護士の
確保に取り組むとともに，中堅・
ベテラン弁護士の確保のための取
組を一層推進すべきである。

11

全国的
に均質
な弁護
人確保
態勢に
向けた
常勤弁
護士の
確保・
配置に
関する
取組状
況

自己
評価
：Ｂ

　平成21年度までに全国78か所の支援センター
の事務所に常勤弁護士を配置し、各地の支援セ
ンター法律事務所にそれぞれ１ないし５名の常
勤弁護士を常駐させている。また、国選弁護事
件の担い手のなる弁護士が特に少ない地域であ
る岐阜地方裁判所御嵩支部については、平成19
年６月に可児地域事務所を開設するまでの間，
御嵩支部に近接する岐阜地方事務所に配置した
常勤弁護士が同支部を巡回して国選弁護事件を
取り扱った。同様に、国選弁護事件の担い手と
なる弁護士が特に少ない地域である旭川地方裁
判所稚内支部、名寄支部、留萌支部、紋別支部
については、平成21年度まで、旭川地方事務所
に配置した常勤弁護士において巡回し、国選弁
護事件を取り扱った。

※実績報告書（第１期）　14ページ参照

Ｂ 　平成21年度末までに78箇所の事務所
に常勤弁護士を配置し，このうち51箇
所に複数名の常勤弁護士を配置してい
る。また，国選弁護事件の受け手が少
ない地域に近隣の事務所の常勤弁護士
を巡回させるなどの取組を行っている
ことは評価できるが，裁判員制度の実
施及び被疑者国選弁護の対象事件の拡
大への確実かつ十分な対応という観点
からは十分とは言えない。また，中
堅・ベテラン弁護士の確保のための取
組も十分とは言えない。今後も，全国
的に均質な刑事弁護サービスの実現の
ため，常勤弁護士の確保に向けた更な
る取組が望まれ，新人弁護士の確保に
取り組むとともに，中堅・ベテラン弁
護士の確保のための取組を一層推進す
べきである。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

　各地方事務所において、弁護士会主催の説明
会、研修会等に参加したり、支援センター主催
の説明会を実施したり、独自の広報用資料を作
成して配布するなどして、国選弁護関連業務の
内容、支援センターと一般契約弁護士との間の
契約内容について説明を行った。
　また、平成21年５月の国選弁護人の事務に関
する契約約款の改正に伴い、支援センター本部
で「国選弁護関連業務の解説」の改訂版を作成
し、各地方事務所において、弁護士会の協力を
得て、一般契約弁護士及び一般契約弁護士にな
ろうとする弁護士に対して同解説書を配布し
た。
　国選弁護人契約弁護士の人数は、平成21年４
月１日時点の15,556名から平成22年４月１日時
点の17,620名に増加しており、後者は、全国の
弁護士の約61％に相当する。
　国選付添関連業務についても、各地方事務所
において、弁護士会主催の説明会、研修会等に
参加するなどして、業務の内容等について説明
を行った。また、「国選付添関連業務の解説」
を、各地方事務所において配布した。

※実績報告書（21年度）　17・18、34・35ペー
ジ参照

 (4) 国選弁護人確保

　契約弁護士獲得の
ために、各地におい
て、弁護士会の協力
を得て、弁護士に対
する説明会を実施す
る。

　常勤弁護士を採用
し、国選弁護事件の
受け手となる弁護士
が少ない地域に常駐
させる。

Ａ　弁護士に対する説明会を開催した
り，独自の広報用資料や国選弁護等関
連業務の解説書を弁護士へ配布するな
どの契約弁護士の確保に向けた取組は
十分評価できる。国選弁護人契約弁護
士数は，第１期中期目標期間を通じて
増加し，全弁護士中に占める割合も大
きく増加し、平成22年度初めの時点で
全国の弁護士の約61％に達した。平成
21年度には裁判員裁判制度が開始し，
被疑者国選弁護の対象事件の範囲が拡
大され，被疑者国選弁護事件の指名通
知請求件数が前年度の8倍強と大幅に
増加したが，特段の支障は生じていな
いことがうかがえる。全国的に均質な
国選弁護サービスの実現に向けた契約
弁護士の確保状況は良好と評価でき
る。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

Ｂ　弁護士に対する説明会を開催した
り，独自の広報用資料や国選弁護等関
連業務の解説書を弁護士へ配布するな
どの契約弁護士の確保に向けた取組を
行っていること，平成22年度初めの時
点で全国の弁護士の約61パーセントに
相当する数の国選弁護人契約弁護士を
確保したこと，被疑者国選弁護事件の
指名通知請求件数の大幅増加を受けて
も特段の支障が生じていないことは評
価できる。しかしながら，裁判員制度
や被疑者国選弁護事件に確実かつ十分
に対応していくためには十分とまでは
言えず，今後も，全国的に均質な刑事
弁護サービスの実現のため，契約弁護
士の確保に向けた更なる取組が必要で
ある。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

　各地方事務所において、弁護士会主催の説明
会、研修会等に参加したり、支援センター主催
の説明会を実施するなどして、国選弁護等関連
業務の説明を行った。
  また、国選弁護・国選付添に関する諸規定の
仕組み、契約締結の方法、指名通知の方法、報
酬基準の考え方及びその具体的な内容、報酬及
び費用の算定並びに支払方法等について記載し
た解説書である「国選弁護関連業務の解説」及
び「国選付添関連業務の解説」を支援センター
で作成して、一般契約弁護士及び一般契約弁護
士になろうとする弁護士に対して配布した。
　国選弁護人契約弁護士数は、平成18年10月２
日時点の8,427名から平成22年４月１日時点の
17,620名に増加しており、全弁護士数中の割合
も、平成19年４月１日時点の約46％から平成22
年４月１日時点の約61％に増加した。
　また、国選付添人契約弁護士数は、平成19年
11月７日時点の654名から平成22年４月１日時
点の5,675名に増加した。

※実績報告書（第１期）　13・14ページ参照

 (4) 国選弁護人確保　(4)　国選弁護人確保

○国選弁護人契約弁護士数（含むスタッフ弁護士）

平成18年
　10月２日現在

平成19年
　４月１日現在

平成20年
　４月１日現在

平成21年
　４月１日現在

平成22年
　４月１日現在

8,427 10,733 13,427 15,556 17,620

○国選付添人契約弁護士数（含むスタッフ弁護士数）

平成19年
　11月７日現在

平成20年
　４月１日現在

平成21年
　４月１日現在

平成22年
　４月１日現在

654 2,922 4,473 5,675
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

　地方裁判所支部管轄
単位で実働弁護士がい
ないか１名しかいない
地域の解消に優先的に
取り組むこととし、実
働弁護士が複数いる地
域との距離・交通の
便、法律サービスの需
要の程度等を考慮しつ
つ、日弁連等とも連携
協力しながら、必要な
地域において支援セン
ターの常勤弁護士によ
る法律サービスの提供
体制の整備を図る。

① ① 日弁連
等との
連携協
力の
下、実
質的ゼ
ロワン
地域解
消に向
けた取
組状況

自己
評価
：Ｂ

Ｂ

② ② 　松江地方裁判所西郷支部、旭川地方裁判所稚
内支部、名寄支部、留萌支部、紋別支部は、上
記(ⅰ)及び(ⅱ)の基準に適合する司法過疎地域
であることから、常勤弁護士が巡回して民事法
律扶助事件を中心とする法律サービスを提供す
ることとし、上記地裁支部に近接する島根地方
事務所及び旭川地方事務所に配置した常勤弁護
士が巡回することにより、民事法律扶助事件、
国選弁護事件等を取り扱っている。

※実績報告書（21年度）　35～37ページ参照

Ｂ

 (5) 司法過疎対策

　司法過疎対策として、地方裁判所支部管轄単
位で実働弁護士による司法サービスの提供がよ
り乏しい地域の解消に優先的に取り組む必要が
あることから、司法過疎地域事務所は、(ⅰ)地
方裁判所支部管轄単位で実働弁護士がいないか
１名しかおらず、(ⅱ)当該地裁支部から公共交
通機関を用いて長時間を要することなく移動で
きる範囲内に地裁本庁又は２名以上の実働弁護
士が事務所を開設している地裁支部が存在しな
い地域を優先とし、加えて、（ⅲ）地裁支部単
位で実働弁護士１人当たりの人口が非常に多数
である地域のうち、（ⅳ）当該地裁支部から公
共交通機関を用いて長時間を要することなく移
動できる範囲内に地裁本庁又は多数の実働弁護
士が事務所を開設している地裁支部が存在しな
い地域において、(ⅴ)当該地裁支部管内の人
口、民事・刑事の事件数、単位弁護士会・地方
自治体等地域関係機関の支援体制等を考慮して
設置することとした。
　平成21年度までに常勤弁護士を配置した支援
センターの事務所は、合計78か所であり、その
うち司法過疎地域事務所は26か所である。司法
過疎地域事務所のうち、平成21年度に新設され
たのは、４か所である。
　いずれの司法過疎地域事務所においても、常
勤弁護士１ないし２名が常駐し、民事法律扶助
事件、国選弁護事件等のほか、有償で一般事件
全般を幅広く取扱い、地域住民の法的ニーズに
応えている。

12

 (5) 司法過疎対策

　司法過疎対策として、地方裁判所支部管轄単
位で実働弁護士による司法サービスの提供がよ
り乏しい地域の解消に優先的に取り組む必要が
あることから、司法過疎地域事務所は、(ⅰ)地
方裁判所支部管轄単位で実働弁護士がいないか
１名しかおらず、(ⅱ)当該地裁支部から公共交
通機関を用いて長時間を要することなく移動で
きる範囲内に地裁本庁又は２名以上の実働弁護
士が事務所を開設している地裁支部が存在しな
い地域に優先的に設置し、加えて、（ⅲ）地裁
支部単位で実働弁護士１人当たりの人口が非常
に多数である地域のうち、（ⅳ）当該地裁支部
から公共交通機関を用いて長時間を要すること
なく移動できる範囲内に地裁本庁又は多数の実
働弁護士が事務所を開設している地裁支部が存
在しない地域において、(ⅴ)当該地裁支部管内
の人口、民事・刑事の事件数、単位弁護士会・
地方自治体等地域関係機関の支援体制等を考慮
して設置した。
　平成21年度までに合計78か所の支援センター
の事務所に常勤弁護士を配置したが、このうち
司法過疎地域事務所は26か所である。いずれの
司法過疎地域事務所においても、常勤弁護士１
ないし２名が常駐し、民事法律扶助事件、国選
弁護事件等のほか、有償で一般事件全般を幅広
く取り扱い、地域住民の法的ニーズに応えた。

※実績報告書（第１期）　14～16ページ参照

　中期目標期間を通じて司法過疎地域
事務所を設置した結果，平成21年度末
までに26箇所の司法過疎地域事務所が
設置されたほか，司法過疎地域の近隣
の地方事務所に配置された常勤弁護士
による巡回サービスも行われており，
実質的ゼロワン地域及びそれに次ぐ司
法過疎地域の解消に向けた努力がなさ
れている。また，平成21年度末の時点
で，26箇所の司法過疎地域事務所のう
ち13箇所に複数の常勤弁護士が配置さ
れるなどの取組がなされ，実質的ゼロ
ワン地域及びそれに次ぐ司法過疎地域
の解消に一定の成果を上げていること
は評価できるが，実質的ゼロワン地域
はいまだに残っており，その解消のめ
どが立ったとまではいえない。実質的
ゼロワン地域及びそれに次ぐ司法過疎
地域の解消のための更なる取組が期待
される。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

12

日弁連
等との
連携協
力の
下、実
質的ゼ
ロワン
地域解
消に向
けた取
組状況

Ｈ１８
：Ｂ
Ｈ１９
：Ｂ
Ｈ２０
：Ｂ
Ｈ２１
(自己)
：Ｂ

　新たに４箇所の司法過疎地域事
務所を設置したこと，司法過疎地
域の近隣の地方事務所に配置され
た常勤弁護士による巡回サービス
を継続していること，26箇所の司
法過疎地域事務所のうち13箇所に
複数の常勤弁護士を配置している
こと等の取組がなされ，実質的ゼ
ロワン地域及びそれに次ぐ司法過
疎地域の解消に一定の成果を上げ
ていることは評価できるが，実質
的ゼロワン地域はいまだに残って
おり，その解消のめどが立ったと
まではいえない。今後も引き続
き，実質的ゼロワン地域の解消の
ための取組が期待される。

　地方裁判所支部管
轄単位で実働弁護士
がいないか１名しか
いない地域のうち、
当該地裁支部から公
共交通機関を用いて
長時間を要すること
なく移動できる範囲
内に地裁本庁又は２
名以上の実働弁護士
が事務所を開設して
いる地裁支部が存在
する地域を除外した
「実質的ゼロワン地
域」において、法律
サービスの需要も考
慮しつつ、日本弁護
士連合会、単位弁護
士会、地方公共団体
その他関係機関とも
連携協力しながら、
支援センターの常勤
弁護士による法律
サービスの提供が可
能な体制を整備す
る。

 (5) 司法過疎対策

　地方裁判所支部
（以下「地裁支部」
という。）管轄単位
で実働弁護士がいな
いか１名しかおら
ず、当該地裁支部か
ら公共交通機関を用
いて長時間を要する
ことなく移動できる
範囲内に地方裁判所
本庁又は２名以上の
実働弁護士が事務所
を開設している地裁
支部が存在しない地
域を優先とし、加え
て、地裁支部単位で
実働弁護士１人当た
りの人口が非常に多
数である地域のう
ち、当該地裁支部か
ら公共交通機関を用
いて長時間を要する
ことなく移動できる
範囲内に地裁本庁又
は多数の実働弁護士
が事務所を開設して
いる地裁支部が存在
しない地域におい
て、当該地裁支部管
内の人口・事件数等
を考慮しつつ、地域
事務所を設置し、常
勤弁護士を常駐させ
る。

　上記①の地域に近
接する地方事務所等
に配置する常勤弁護
士を巡回させること
により、同地域にお
いて、法律サービス
を提供するための具
体的な方策を企画・
立案し、実施する。

○地域事務所の設置実績

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

地域事務所数 10 19 26 30

　うち扶助国選 4 4 4 4

　うち司法過疎 6 15 19 22

　うち新基準４号 0 0 3 4

対前年度増分 10 9 7 4

対前年度減分 0 0 0 0
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

① 　地方事務所単位
で、平均１２以上の
犯罪被害者支援関係
機関・団体と連携・
協力関係を構築す
る。

①

② 　関係機関との連携
の在り方に関する実
情を踏まえて、連携
関係の強さを表す連
携指数（※）を平成
１８年度から平成２
１年度までの間に上
昇させる。
（※）連携指数
　例えば、連携の度
合いを１～４に分類
し、
（各関係機関の連携
指数の総和）÷（関
係機関の総数×４）
×１００

○連携指数
　犯罪被害者支援を行っている関係機関、窓口
について連携指数を算出したところ、平成21年
5月現在では全地方事務所合計で1.73、平成22
年5月現在では1.74を示し、連携関係が向上し
ている。

（注） 連携指数については、以下の計算式に
より算出することとする。
（「紹介」窓口数×１＋「取次」窓口数×３＋
「転送」窓口数×５＋「予約」窓口数×８）÷
窓口総数

※実績報告書（21年度）　37ページ参照

（連携指数）
　平成18年度から平成21年度までの間、連携指
数は毎年度連続して上昇しており、関係機関と
の連携強化は着実に図られている。
 

※実績報告書（第１期）　16・17ページ参照

　協議会への参加など様々な取組を通
じ、関係機関との連携関係の強さを表
す連携指数は、平成18年度から同21年
度に1.67から1.74に上昇させ、計画目
標の達成が図られた。

  犯罪被害者支援に関する情報の提供や、犯罪
被害者支援に精通した弁護士の紹介などの業務
を円滑に行うためには、各地において犯罪被害
者支援を行っている機関・団体との連携・協力
関係を構築することが必要であることから、各
地方事務所において、各都道府県警察等が事務
局となっている「被害者支援連絡協議会」
（注）に加盟するなどし（現在、同協議会が開
催されていない１県を除く49地方事務所で加盟
済み。）、同協議会やその構成員である機関・
団体等が出席する会合等において、犯罪被害者
支援業務についての説明を行うなど、１人でも
多くの方々に支援センターが実施している犯罪
被害者支援業務を知っていただけるよう周知を
図ったほか、実務担当者間で連携方法等に関す
る協議の場を設けるなど、法的支援を必要とす
る犯罪被害者の方々に対する速やかな支援セン
ターの案内・紹介体制確保のため、連携・協力
関係の構築・強化に取り組んだ。
　また、各地方事務所において、警察、検察を
始めとする関係機関と協議・意見交換を行い、
犯罪被害者の方々へのリーフレット等の配布依
頼をするなど、支援センターが担う業務内容の
周知に努めた。
　このような活動と並行して、犯罪被害者週間
には、関係機関とともに街頭で啓発・広報活動
を行い、リーフレット等の配布、ポスターのパ
ネル展示、啓発パレードへの参加、あるいはイ
ベントにブースを設置するなどした。
  このように、協議会等への参加と併せて、イ
ベントなどに参加若しくは共同で開催するなど
して、連携・協力関係の構築に努めた。
　
（注） 各都道府県警察等が事務局となり、弁護士会、
地方検察庁、民間犯罪被害者支
　　 援団体、医師会、臨床心理士会、県や市の相談機
関等を構成メンバーとして設置

     されている。

　地方事務所におい
て、犯罪被害者支援
を行う機関・団体の
連絡協議会に参加す
るなどして、連携・
協力関係の構築・強
化を図る。

Ａ＋　全国49箇所の地方事務所におい
て被害者支援連絡協議会に加盟した結
果，中期計画を大きく上回り，全国平
均で約20の犯罪被害者支援関係機関・
団体との連携・協力関係が構築されて
いる。連携指数についても，平成18年
度から平成21年度までの間，一貫して
上昇を続けている。単に被害者支援連
絡協議会に参加するのみならず，実務
担当者間で連携方法等に関する協議の
場をもうけるなどの工夫を行い，連
携・協力関係の確保・増強が着実に図
られ、実績を上げている。また，契約
弁護士獲得のため，各地方事務所にお
いて，積極的に説明会を実施してお
り、契約弁護士数も大幅に増加してい
る。以上を踏まえ、犯罪被害者支援関
係機関・団体との連携・協力関係構
築・強化に向けた取組状況は特に優れ
ていると評価できる。

Ａ　全国49箇所の地方事務所において
被害者支援連絡協議会に加盟した結
果，中期計画を上回り，全国平均で約
20の犯罪被害者支援関係機関・団体と
の連携・協力関係が構築されている。
連携指数についても，平成18年度から
平成21年度までの間，一貫して上昇を
続けている。また，契約弁護士獲得の
ため，各地方事務所において，積極的
に説明会を実施している。犯罪被害者
支援関係機関・団体との連携・協力関
係構築・強化に向けた取組は十分であ
ると認められる。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

A+
or
Ａ

（連携・協力関係の構築等）
　各都道府県警察等が事務局となっている「被
害者支援連絡協議会（※）」に、平成21年度ま
でに、49地方事務所において同協議会（上記協
議会が設置されていない１県を除く）に加盟
し、協議会の構成員である関係機関 ・団体等
に対し、支援センターの業務内容に対する理解
を深めてもらうよう、支援センターが実施して
いる犯罪被害者支援業務の周知を図った。
　また、犯罪被害者週間における各種啓発活動
に積極的に参画するなどし、実務担当者間で連
携方法等に関する協議の場を設けるなど工夫を
し、法的支援を必要とする犯罪被害者の方々に
対し、速やかに支援センターを案内・紹介して
もらうための連携・協力関係の確保・強化を着
実に図ってきた。

（※）被害者支援連絡協議会の加盟機関数は、
全国平均で約20となっており、本協議会への加
盟により、「平均12以上の犯罪被害者支援関係
機関・団体との連携・協力関係の構築」は着実
に図られた。

（弁護士会に対する説明会の実施）
　各地方事務所において、弁護士会の協力を得
て、弁護士会主催の説明会・研修会等への参
加、地方事務所が主催する説明会、地方事務
所・弁護士会共催による説明会の実施等によ
り、被害者国選弁護関連業務の内容、支援セン
ターと一般契約弁護士との間の契約内容につい
て説明等を行い、多くの契約弁護士確保のため
の取組みを行った。
 　また、支援センター本部においても、山形
で開催された日本弁護士連合会主催の「犯罪被
害者支援全国経験交流集会」に講師として出席
し、被害者参加人のための国選弁護制度の運用
状況の説明、被害者参加弁護士契約締結への要
請等を行ったり、日本弁護士連合会との協議の
場で当該制度の運用状況等の説明を行なった。
　その結果、当該制度の施行時(平成20年12月
１日)には1,547名であった契約弁護士数は、平
成22年４月１日現在で2,219名となっている。

　各地方事務所が被害者支援連絡
協議会に加盟し，その構成員であ
る機関・団体等を中心にリーフ
レットを配布し，実務担当者間で
の協議の場を設ける等の努力を続
けている。犯罪被害者週間には共
同で街頭広報活動を行う等の活動
にも取り組んでいる。連携指数も
上昇を続けており，関係機関・団
体との連携・協力関係は着実に強
化されている。

13

犯罪被
害者支
援関係
機関・
団体と
の連
携・協
力関係
構築・
強化に
向けた
取組状
況

自己
評価
：Ａ＋

犯罪被
害者支
援関係
機関・
団体と
の連
携・協
力関係
構築・
強化に
向けた
取組状
況

Ｈ１８
：Ａ
Ｈ１９
：Ａ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

Ａ

13

　犯罪被害者の支援に
資するサービス提供機
関が必ずしも法的紛争
解決に関わるものに限
られないことに留意
し、連携関係を確保す
る犯罪被害者支援関係
機関・団体の範囲の拡
大及び連携の強化を図
る。

 (6) 犯罪被害者支援  (6) 犯罪被害者支援 (6) 犯罪被害者支援

○連携指数の推移

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

1.67 1.72 1.73 1.74
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

14

② 契約弁
護士の
確保に
向けた
取組状
況

Ｈ２１
(自己)
：Ａ

Ａ
or
Ｂ

　各地方事務所において、被害者参加人のため
の国選弁護制度の施行前から、制度の円滑な導
入を図るため、弁護士会と複数回にわたり協議
を重ね、制度施行後は、各地方事務所におい
て、弁護士会の協力を得て、弁護士会主催の説
明会・研修会等への参加、地方事務所主催の説
明会、地方事務所・弁護士会共催による説明会
の実施等により、被害者国選弁護関連業務の内
容、支援センターと一般契約弁護士との間の契
約内容について説明等を行なうことにより、多
くの契約弁護士確保のための取組を行った。
　また、支援センター本部においても、山形で
開催された日本弁護士連合会主催の「犯罪被害
者支援全国経験交流集会」に講師として出席
し、被害者参加人のための国選弁護制度の運用
状況の説明、被害者参加弁護士契約締結への要
請等を行うとともに、日本弁護士連合会との協
議の場で当該制度の運用状況等の説明を行なっ
た。
  その結果、当該制度の施行時（平成20年12月
１日）には1,547名であった契約弁護士数は、
平成22年4月1日現在で2,219名となっている。

※実績報告書（21年度）　38ページ参照

Ａ　地方事務所において，関係機
関との協議を重ね，弁護士に対し
て被害者国選弁護関連業務の内容
等について説明する機会を設けた
り，本部においても，日本弁護士
連合会主催の集会に講師として出
席し，被害者参加国選弁護士契約
締結の要請を行うなどの積極的な
取組を行ったことは評価できる。
契約弁護士数が昨年度の制度施行
時と比較して43.4％増と大幅に増
加していることからも，契約弁護
士の確保に向けた取組状況は良好
と評価できる。

Ｂ　地方事務所において，関係機
関との協議を重ね，弁護士に対し
て被害者国選弁護関連業務の内容
等について説明する機会を設けた
り，本部においても，日本弁護士
連合会主催の集会に講師として出
席し，被害者参加国選弁護士契約
締結の要請を行うなどの取組を
行っている。契約弁護士数も増加
しているが，全国の弁護士数に占
める割合は低く，被害者国選弁護
制度の円滑な運用のためには十分
とまでは言えない。今後も，契約
弁護士獲得に向けた更なる取組が
望まれる。

契約弁護士獲得のた
めに、各地におい
て、弁護士会の協力
を得て、弁護士に対
する説明会を実施す
る。
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

① 効率的
かつ円
滑な業
務運営
に向け
た取組
状況

Ｈ１８
：Ａ
Ｈ１９
：Ａ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　支援センターは、平成18年10月の業務開始時
から、効率的かつ円滑な業務運営を行うため、
業務内容に応じて様々な雇用形態を導入してい
るほか、常勤職員の給与体系については、国家
公務員の給与構造改革に準じた給与規程を策定
するなどして、適正な人事配置及び人件費管理
に努めている。
　また、物品等の調達（システム調達、常勤弁
護士採用に伴う宿舎・物品等の調達、司法過疎
地域等の事務所・物品等の調達等）について
は、その必要性、内容及び数量等を十分精査す
るとともに、契約手続についても、競争性、透
明性及び公正性を高めるため、原則として一般
競争入札及び企画競争等の競争的手法によるこ
ととし、いわゆる少額随意契約による場合で
も、複数の業者から見積書を徴するなどして、
より安価な金額で契約することにより、経費を
効率化し、一般管理費の節減を図った（なお、
支援センターにおける平成21年度の契約の状況
については、実績報告書のとおりである。）。

※実績報告書（21年度）　38・39ページ参照

Ａ 　業務内容に応じた弾力的で多様
な雇用形態を導入しているほか，
常勤職員の給与については，国家
公務員の給与構造改革に準じた給
与規程を策定し，採用・昇級・昇
格にも公正なルールを適用するな
ど，適正な人員配置及び人件費管
理が引き続き行われている。
　物件費等についても，競争性を
高めるため，一般競争入札及び企
画競争等の競争的手法によること
を原則としており，いわゆる少額
随意契約による場合も，より安価
な金額で契約することを心がけて
いる。全体的に，効率的かつ円滑
な業務運営に向けた取組は良好と
評価できる。

効率的
かつ円
滑な業
務運営
に向け
た取組
状況

自己
評価
：Ａ

　支援センターは、平成18年10月の業務開始時
から、効率的かつ円滑な業務運営を行うため、
業務内容に応じて様々な雇用形態を導入してい
るほか、常勤職員の給与体系については、国家
公務員の給与構造改革に準じた給与規程を策定
するなどして、適正な人事配置及び人件費管理
に努めた。
　支援センターの業務・システムは、準備段階
（平成１７年度）において、一般競争入札によ
り、効率的な調達を行っている。中期目標期間
における当該業務・システムの追加開発に当
たっては、改修項目の緊急性、必要性、相当性
及び費用対効果等について検討を行い、真に必
要と認められる改修項目のみを実施した。
  また、当該業務・システムに係る運用支援業
務及びアプリケーション保守業務において、業
務内容全般の見直し及び作業内容の切り分けを
行い、運用支援業務について随意契約から一般
競争入札とした。こうした取組みにより、シス
テム調達において経費の効率化を図った。
  そのほか、業務運営に係る各種契約について
も、効率的かつ円滑な業務運営が行われるよ
う、適時適切な点検及び見直しを行った。

Ａ

　また、支援センター
における業務・システ
ムについては、「独立
行政法人等の業務・シ
ステム最適化実現方
策」の趣旨を踏まえ、
システム調達に当た
り、一般競争入札等の
競争的手法の導入によ
り経費の効率化を図
る。

　また、支援セン
ターにおける業務・
システムについて
は、「独立行政法人
等の業務・システム
最適化実現方策」の
趣旨を反映するた
め、システム調達に
当たり、一般競争入
札等の競争的手法の
導入により、経費の
効率化を行う。

　業務開始時から，業務内容に応じた
弾力的で多様な雇用形態を導入してい
るほか，常勤職員の給与体系について
は，国家公務員の給与構造改革に準じ
た給与規程を策定し，採用・昇級・昇
格にも公正なルールを適用するなど，
中期目標期間を通じ，適正な人員配置
及び人件費管理が行われている。ま
た，常勤弁護士制度の導入により，民
事法律扶助及び国選刑事弁護につき，
その時々の需要の動向に応じた機動的
かつ柔軟な対応等による事件処理の合
理化・効率化が図られている。
　業務・システム調達等の物品の調達
についても，その内容，必要性，緊急
性等を十分精査するとともに，競争
性，透明性を高めるため，一般競争入
札及び企画競争等の競争的手法による
ことを原則としており，いわゆる少額
随意契約による場合も，より安価な金
額で契約することにより，経費を効率
化し，一般管理費の節減を心がけてい
る。全体的に，効率的かつ円滑な業務
運営に向けた取組は良好と評価でき
る。一般競争入札等の適用の拡大に向
けて引き続き適時適切な点検及び見直
しが行われることが期待される。ま
た，「もの」の有効利用による物件費
の合理化・効率化への取組を行うこと
も期待される。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

14

 (1) 総括

２　業務運営の効率化に関する目
標を達成するためとるべき措置

 (1) 総括

２　業務運営の効率化に関す
る目標を達成するためとるべ
き措置
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　支援センターは、
・国の責務において
実施すべき情報提供
業務、民事法律扶助
業務、国選弁護人確
保業務等を一体的に
遂行することによ
り、人的・物的体制
の合理化・効率化
・常勤弁護士制度の
導入により、民事法
律扶助及び国選刑事
弁護につき、その
時々の需要の動向に
応じた機動的かつ柔
軟な対応等による事
件処理の合理化・効
率化
・業務内容に応じた
柔軟な雇用形態の採
用及び「国家公務員
の給与構造改革」の
趣旨を踏まえた適切
な給与体系の検討に
より、経費の合理
化・効率化
をそれぞれ図ること
等を予定している。
　支援センターが新
規に体制を整備する
法人であることから
すれば、効率化に係
る上記各取組につい
ては、中期計画期間
中に効率化係数に基
づいて段階的に実施
するものではなく、
可能なものはすべて
支援センターの設
立・業務開始当初か
ら実施すべきもので
ある。
　そこで、支援セン
ターにおいては、そ
の設立・業務開始時
において、効率化に
係る上記各取組を実
施することにより、
平成１８年度におけ
る総経費について、
上記各取組を行わな
かった場合に必要と
なる総経費に比して
２０％程度削減する
ほか、業務運営全般
の適時適切な点検・
見直しにより、効率
的かつ円滑な業務運
営を行う

　総合法律支援の充
実のための措置と提
供するサービスその
他の業務の質の向上
との均衡に十分配慮
しながら、以下の各
業務ごとにおける効
率化目標を達成する
ほか、業務運営体制
の適時適切な点検・
見直しにより、効率
的かつ円滑に業務を
遂行する。

　新たな国の施策であ
る総合法律支援の実施
及び体制整備の中核を
担う新設の法人である
ことから、その設立・
業務開始時において可
能な限りの効率化を反
映させた業務運営体制
の整備（「国家公務員
の給与構造改革」の趣
旨を踏まえた適切な給
与体系の検討を含
む。）を図った上で、
その業務が国民の権
利・利益に直接かかわ
る極めて公共性・公益
性の高いものであるこ
とにかんがみ、総合法
律支援の充実を図りつ
つ、サービスの質の向
上とともに、以下に掲
げる各業務における効
率化に関する目標を達
成するほか、業務運営
全般につき、適時適切
な点検・見直しによ
り、効率的かつ円滑な
業務運営を図る。

３　業務運営の効率化に関する事
項
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

② 　業務運営の効率化
により、一般管理費
（人件費を除く。）
の節減を行う。

　物品等の調達において、各調達ごとに、その
内容、必要性、緊急性及び数量等を十分精査す
るとともに、契約手続についても、競争性、透
明性及び公正性を高めるため、原則として一般
競争入札及び企画競争等の競争的手法によるこ
ととした。
  また、いわゆる少額随契による場合でも、複
数の業者から見積書を徴するなどして、より安
価な金額で契約することにより、経費を効率化
し、一般管理費の節減を図った。

③ 　総合法律支援の充
実のための措置と提
供するサービスその
他の業務の質の向上
との均衡に十分配慮
しながら、以下の各
業務ごとにおける効
率化目標を達成する
ほか、業務運営体制
の適時適切な点検・
見直しにより、効率
的かつ円滑に業務を
遂行する。

  業務運営については、平成21年度における裁
判員制度の開始や被疑者国選弁護対象事件の大
幅拡大に対応するため、所要の常勤弁護士及び
その他の職員を確保する必要があったことか
ら、常勤弁護士の確保業務をより効率的に推進
するため、常勤弁護士推進本部を設置するな
ど、適時適切な業務運営体制の見直しを図った
ほか、所要の職員を採用して、体制を整備し
た。

※実績報告書（第１期）　17～20ページ参照

16

① 　電話による情報提供
業務につき一元化する
などの方法により、情
報提供業務の効率的遂
行を図る。

① 　情報提供業務の効
率的遂行を図るべ
く、全国の利用者に
対する電話による情
報提供業務を一元的
に行うコールセン
ターを設置し、その
電話による情報提供
業務を集中的に遂行
する。

① コール
セン
ターに
おける
情報提
供業務
の効率
的遂行
に向け
た取組
状況

Ｈ１８
：Ａ
Ｈ１９
：Ａ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　東京都に設置したコールセンターにおいて、
電話・メールによる情報提供を一元的・集中的
に行った。運営は民間業者に委託し、平成21年
度の契約内容は、平成20年度の実績から、年間
受付件数を電話377,267件（前年度比約138％
増）、メール24,574件（前年度比約150％増）
と推定してその件数に応じた要員を配置しつ
つ、その他の諸経費について見直したことによ
り平成20年度契約金額より低額にするなど、必
要な業務量に応じた効率的な業務運営を行っ
た。
　また、平成21年度は、平成20年度に引き続き
専門評価会社によるコールセンターの品質評価
を行い、コールセンターの運営状況について、
第三者による客観的な評価を受けて業務運営の
見直しを検討するなど、コールセンター運営の
さらなる効率化に努めた。

※実績報告書（21年度）　39ページ参照

Ａ 　コールセンターにおいて電話・
メールによる情報提供を一元的・
集中的に実施している。対前年度
比で増加することが見込まれた業
務量に応じてオペレーター等の配
置を行いつつも，その他の諸経費
を見直し，外部委託費の総額を前
年度よりも低額に抑えるなど，
サービスの質を低下させずにより
低コストで同等のサービスの提供
を行うという観点からも適切な取
組がなされた。
　また，昨年度に引き続き，専門
評価会社によるコールセンターの
品質調査を実施し，コールセン
ターの運営状況について第三者か
らの客観的な評価を受けて業務運
営の見直しを検討している。全体
として，効率的な業務運営を行っ
ていると評価できる。

15

コール
セン
ターに
おける
情報提
供業務
の効率
的遂行
に向け
た取組
状況

自己
評価
：Ａ＋

　平成18年10月２日の業務開始時から東京都に
設置したコールセンターにおいて、電話・メー
ルによる情報提供を一元的・集中的に行ってい
る。運営は民間業者に委託しているが、契約の
際に前年度の実績から業務量を推定してその件
数に応じた要員を配置しつつ、その他の諸経費
について見直しを行い、契約金額の低減に努め
るなど効率的な業務運営を図った。
また、平成20年度及び平成21年度には専門業者
によるコールセンターの品質評価を行い、コー
ルセンターの応対品質や全体的な運営状況につ
いて、現状の利用者満足度からだけでは把握で
きない、第三者による客観的な評価を得て、そ
れらの結果を業務に反映させるための研修やオ
ペレーター等に対する指導を行うよう指示する
など、当センターとして一定の品質の維持・向
上に努めた。

※実績報告書（第１期）　20・21ページ参照

A 　コールセンターにおいて電話・メー
ルによる情報提供を一元的・集中的に
実施している。中期目標期間中に増加
した業務量に応じてオペレーター等の
配置を行いつつも，その他の諸経費を
見直し，外部委託費の総額を全体に低
額に抑えるなど，サービスの質を低下
させずにより低コストで同等のサービ
スの提供を行うという観点からも適切
な取組がなされた。
　また，平成20年度及び平成21年度に
おいては，専門評価会社によるコール
センターの品質調査を実施し，コール
センターの運営状況について第三者か
らの客観的な評価を受けて業務運営の
見直しを行うなど，全体として，効率
的な業務運営を行っていると評価でき
る。以上を踏まえ，中期目標を達成し
たと評価する。

 (2) 情報提供・犯罪被害者支
援・関係機関連携強化

 (2) 情報提供・犯罪被害者支
援・関係機関連携強化

　コールセンターに
おける効率的な情報
提供
　東京都に設置した
コールセンターにお
いて、業務量に応じ
た要員を配置するな
どして電話による情
報提供を集中的・効
率的に行う。

 (1) 情報提供・犯罪被害
者支援・関係機関連携強化

○契約件数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

96件 11件 38件 41件

うち企画競争 － 2件 5件 5件

170件 86件 99件 146件

うち事務所・宿舎

賃貸借契約
76件 60件 74件 112件

 競 争 契 約

 随 意 契 約
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）
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② 　連携関係を有する関
係機関・団体における
情報提供の拡充（アク
セスポイント機能の充
実）を図ることによっ
て、支援センターにお
ける情報提供に関する
業務量を軽減するべ
く、関係機関・団体が
支援センターにおいて
集約整理した情報
（データベース）を活
用して自ら情報提供を
行う態勢の促進を図
る。

　② 　関係機関・団体に
対し、業務マニュア
ルの配付や研修の実
施等の方法により、
データベースの利用
方法の周知徹底と積
極的活用を促進す
る。

② 関係機
関・団
体デー
タベー
スの利
用方法
の周知
徹底及
び積極
的活用
の促進
へ向け
た取組
状況

Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　内閣官房司法制度改革推進室が平成21年７月
15日に開催した総合法律支援関係省庁等連絡会
議において、法務省と協力し、出席した16の関
係省庁等に対し、関係機関・団体データベース
の利用方法の周知徹底及び積極的な活用に関す
る理解を求めた。
　また、全地方事務所等が開催した地方協議会
において、関係機関・団体データベースの利用
方法の周知徹底及び積極的な活用に関する理解
を求めた。

※実績報告書（21年度）　39・40ページ参照

Ａ 　中央における総合法律支援関係
省庁等連絡会議の場や，地方にお
ける地方協議会の場において，関
係機関等に対し，関係機関・団体
のデータベースの積極的活用に関
する理解を求める取組がなされて
いる。

16

関係機
関・団
体デー
タベー
スの利
用方法
の周知
徹底及
び積極
的活用
の促進
へ向け
た取組
状況

自己
評価
：Ａ＋

　平成19年1月30日から支援センターのホーム
ページ上において、関係機関・団体データベー
スを利用することができるようにし、併せてそ
の操作方法をホームページに公開した。
　そのうえで、内閣官房司法制度改革推進室が
年に1回開催している総合法律支援関係省庁等
連絡会議において、法務省と連携し、出席した
16の関係省庁等に対し、関係機関・団体データ
ベースの利用方法の周知徹底及び積極的な活用
に関する理解を求めた。
　また、全地方事務所等が開催した地方協議会
において、関係機関・団体データベースの利用
方法の周知徹底及び積極的な活用に関する理解
を求めた。

※実績報告書（第１期）　21ページ参照

Ａ 　ホームページ上に関係機関・団体
データベースの利用方法を掲示した
り，中央における総合法律支援関係省
庁等連絡会議の場や，地方における地
方協議会の場において，関係機関等に
対し，関係機関・団体のデータベース
の積極的活用に関する理解を求める取
組がなされている。関係機関・団体
データベースの利用方法の周知徹底及
び積極的活用への促進に向けた取組は
第１期中期目標期間としては十分であ
ると評価できる。今後は，関係機関・
団体によるデータベースの利用実績の
増加という成果に向けて更なる取組が
期待される。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

　所要の常勤弁護士を
確保し、これらの者が
業務に専念して十分に
事件処理を行うことの
できる環境を整備する
とともに、複数事件の
包括的な委託の活用な
どにより、業務処理の
効率化を図る。

　業務処理の効率化
を図るため、
・所要の常勤弁護士
を確保する。

① 　常勤弁護士を安定的に採用するためには、司
法研修所教官、法科大学院教員等法曹養成指導
者の理解・協力を得ることが重要であることか
ら、各法科大学院の協力を得て、法科大学院教
員等に対し、支援センターの業務内容を掲載し
たリーフレット、常勤弁護士採用案内のパンフ
レット等を配布するとともに、口頭での説明を
実施した。
　また、常勤弁護士の意義、業務内容、実像等
に対する理解を広め、常勤弁護士採用のための
基盤整備に資するため、日本弁護士連合会、単
位弁護士会等の関係機関に対し、平成18～20年
度に採用した常勤弁護士が支援センターの常勤
弁護士を志望した理由等を執筆した文集を
1,500部以上配布した。

常勤弁
護士の
確保に
向けた
取組状
況

自己
評価
：Ｂ

Ｂ

② 　平成21年４月１日から同22年３月末までの間
に、日本弁護士連合会、単位弁護士会、司法研
修所、法科大学院、司法試験予備校等の協力を
得て、合計29回余りにわたり、司法修習生、弁
護士、法科大学院生、司法試験合格者等を対象
として、常勤弁護士採用案内のパンフレットや
募集要項等を配布するとともに、常勤弁護士の
業務内容、意義・魅力、採用情報等に関する説
明会を実施した。特に、平成19年度より司法修
習を終了した新人弁護士を常勤弁護士として採
用する新制度を導入したことから、支援セン
ターの常勤弁護士に強い関心を持つ司法修習生
に常勤弁護士の業務の実態を実感できる機会を
提供すべく、支援センターの各地の地方事務所
において、常勤弁護士も講師として参加する形
で、合計9回にわたり、司法試験合格者及び司
法修習生を対象とした就職説明会を実施した。

※実績報告書（21年度）　40、29・30ページ参
照

常勤弁
護士の
確保に
向けた
取組状
況

Ｈ１８
：Ｂ
Ｈ１９
：Ｂ
Ｈ２０
：Ｂ
Ｈ２１
(自己)
：Ｂ

Ｂ 　中期目標を通じ，多数回にわたって
説明会を開催したり，既登録弁護士へ
採用案内を送付するなど常勤弁護士の
採用活動を活発に行ったこと，常勤弁
護士が講師となる就職説明会の開催
や，司法試験合格発表会場における広
報活動の実施，地方事務所における選
択型実務修習の受入れなど工夫を凝ら
した活動を行ったことや，法科大学院
からのエクスターンシップの受入れを
活発化させるなどの取組を行ったこと
は評価できるが，結果として，平成21
年度末において常勤弁護士の確保人数
は200名にとどまっており，いまだ十
分とはいえない。今後，確実に所要の
常勤弁護士を確保できるよう，更なる
採用活動の充実強化が期待される。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

　常勤弁護士を安定的に採用するためには、司
法研修所教官、法科大学院教員等法曹養成指導
者の理解・協力を得ることが重要であることか
ら、各法科大学院の協力を得て、法科大学院教
員等に対し、支援センターの業務内容を掲載し
たリーフレット、常勤弁護士採用案内のパンフ
レット等を配布するとともに、口頭での説明を
実施した。また、常勤弁護士の意義、業務内
容、実像等に対する理解を広めるため、日本弁
護士連合会、単位弁護士会等の関係機関に対
し、平成18～20年度に採用した常勤弁護士が支
援センターの常勤弁護士を志望した理由等を執
筆した文集を配布し、常勤弁護士採用のための
基盤を整備した。
　また、各事業年度において、日本弁護士連合
会、単位弁護士会、司法研修所、法科大学院、
司法試験予備校等の協力を得て、司法修習生、
弁護士、法科大学院生、司法試験合格者等を対
象として、常勤弁護士の業務内容、意義・魅
力、採用情報等に関する説明会を平成18年度は
40回、同19年度は35回、同20年度は44回、同21
年度は29回余りにわたり全国で実施した上、各
地の地方事務所において、司法修習生を対象と
した就職説明会を平成19年度は８回、同20年度
は12回、同21年度は９回余りにわたり実施し
た。また、平成21年度からは、全国の法科大学
院からのエクスターンシップの申込みを広く受
け付け、各地の法律事務所へのエクスターン
シップの受け入れをより活発にすることによ
り、支援センターの業務内容及び常勤弁護士に
ついての理解を深めてもらい、今後の支援セン
ターの常勤弁護士及び契約弁護士の増員を図る
ため、各地の支援センターの法律事務所におい
て、合計30回にわたり全国15校の法科大学院生
を受け入れ、常勤弁護士等の業務を直接体験し
てもらう機会を設けた。

※実績報告書（第１期）　21・23ページ参照
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　昨年度に引き続き，説明会を開
催したり，既登録弁護士へ採用案
内を送付するなど常勤弁護士の採
用活動を活発に行ったこと，常勤
弁護士が講師となる就職説明会の
開催や，司法試験合格発表会場に
おける広報活動の実施，地方事務
所における選択型実務修習の受入
れなど工夫を凝らした活動を行っ
たことや，法科大学院からのエク
スターンシップの受入れを活発化
させるなどの取組を行ったことは
評価できるが，結果として新たな
確保人数が49名にとどまってお
り，十分とはいえない。今後，確
実に所要の常勤弁護士を確保でき
るよう，更なる採用活動の充実強
化が期待される。

　常勤弁護士確保の
ために、弁護士会等
の関係機関の協力を
得て、司法修習生、
弁護士、司法試験合
格者、法科大学院生
等に対する説明会を
実施する。

 (2) 民事法律扶助・国選
弁護人確保・犯罪被害者支

　常勤弁護士採用の
ための基盤を整備す
るため、司法研修所
等の関係機関に対
し、支援センターの
業務内容や常勤弁護
士の意義などに関す
る説明を行う。

18

　関係機関・団体
データベースの活用
等
・内閣官房司法制度
改革推進室及び法務
省と連携し、総合法
律支援関係省庁等連
絡会議を開催するな
どして、中央レベル
で、関係機関・団体
データベースの利用
方法の周知徹底及び
積極的な活用に関す
る理解を求める。
・地方事務所におい
て、地方協議会を開
催するなどして、地
方レベルで、関係機
関・団体データベー
スの利用方法の周知
徹底及び積極的な活
用に関する理解を求
める。

 (3) 民事法律扶助・国選弁護
人確保

 (3) 民事法律扶助・国選弁護
人確保
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

19

・常勤弁護士に対す
る事件の配点や担当
事件の管理について
所要の配慮措置を講
ずることにより、常
勤弁護士が業務に専
念し十分に活動でき
る環境を整備する。

③ A 　数名の常勤弁護士が任期満了に
より退職することが予定されてい
たことから，円滑に退職及び引継
ぎができるよう環境を整備したほ
か，きめ細かな対応をした。すな
わち，有償事件の取扱いに関して
規程を改正したほか，退職時にお
ける預り金及び費用の取扱いに関
するルールを新たに定めた。ま
た，昨年度から引き続き，業務内
容の変化に応じた業務マニュアル
の改訂・配布や，本部において常
勤弁護士からの問い合わせに対応
する相談体制の整備，他の常勤弁
護士や経験豊富な専門家弁護士を
加えたメーリングリストの整備な
どを行っており，常勤弁護士が業
務に専念し得る環境整備が図られ
ている。

18

常勤弁
護士が
業務に
専念し
十分活
動でき
る環境
整備に
関する
具体的
方策の
検討・
立案及
び実施
状況

自己
評価
：Ａ

A常勤弁
護士が
業務に
専念し
十分活
動でき
る環境
整備に
関する
具体的
方策の
検討・
立案及
び実施
状況

Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　常勤弁護士が事件処理等を行うに当たり、
「常勤弁護士支援メーリングリスト」を整備し
て、法曹同士のネットワーク・支援体制を整備
し、常勤弁護士間の情報交換の場を提供すると
ともに、日本弁護士連合会の協力を得て、民事
事件、刑事事件を始め、各分野の専門家である
弁護士等がアドバイザリースタッフとして同
メーリングリストに参加し、常勤弁護士からの
質問に対して適時適切なアドバイスを行ってい
るほか、常勤弁護士が業務に専念し十分に活動
できるようにするため、法律事務所に勤務する
事務職員のスキルアップを図り、同事務職員を
対象にした業務研修を実施した。また、常勤弁
護士の業務手順を解説したマニュアルを作成
し、必要に応じて改訂を重ねた上、法テラス法
律事務所における会計処理に関する書式集も作
成して、各常勤弁護士に配布するとともに、本
部常勤弁護士総合企画課において、常勤弁護士
からの業務に関する問合せを常時受け付けるな
どした。
　さらに、常勤弁護士が任期満了に伴って異動
する際の事務処理を円滑に行えるようにするた
め、異動時における受任事件の引継ぎに関する
ルールを定め、Q＆Aを作成して、常勤弁護士に
対し、想定される事例ごとに詳細な対応方法を
示すなどしたほか、任期更新を行わず退職する
常勤弁護士に向け、常勤弁護士が退職時におい
て受任している有償事件の取扱いに関して、常
勤弁護士等の採用及び職務に関する規程を改正
し、さらには、事務連絡を発出して、退職時に
おいて受任している有償事件の取扱いに関する
ルール並びに退職時における預り金及び費用の
取扱いに関するルールを定めるなどした。
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　常勤弁護士が配置
された地方事務所に
おいて、常勤弁護士
が業務に専念し十分
に活動できる環境を
整備するための配慮
措置に関する具体的
な方策を検討・立案
し、実施する。

　本部において，常勤弁護士からの問
い合わせに対応する相談体制を整えた
上，「常勤弁護士メーリングリスト」
を整備して常勤弁護士が他の常勤弁護
士や各分野の専門家弁護士から適時適
切なアドバイスを受けられる場を提供
したり，常勤弁護士の業務手順を解説
したマニュアルを作成・配布したり，
必要に応じて事務連絡を発出して業務
に関するルールを策定するなど，常勤
弁護士が業務に専念して十分に活動で
きる環境の整備に関する具体的方策の
検討・立案及び実施に関する取組は十
分になされていると評価できる。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

　平成21年度は、平成18年度に採用した常勤弁
護士が３年間の任期を満了する年度に当たり、
任期更新を行わず退職する常勤弁護士が数名予
定されていたことから、常勤弁護士が退職時に
おいて受任している有償事件の取扱いに関し
て、常勤弁護士等の採用及び職務に関する規程
を改正したほか、事務連絡を発出して、退職時
において受任している有償事件の取扱いに関す
るルールに加え、退職時における預り金及び費
用の取扱いに関するルールを定めた。
　また、平成21年度は、常勤弁護士が業務に専
念し十分に活動するために、法律事務所に勤務
する事務職員が法テラス法律事務所内の事務を
円滑に処理できるよう、法テラス法律事務所に
勤務する事務職員を対象にした業務研修を実施
するとともに、常勤弁護士の業務手順を解説し
たマニュアルを改訂し、法テラス法律事務所に
おける会計処理に関する書式集を改めて、各常
勤弁護士に配布するとともに、支援センター本
部常勤弁護士総合企画室において、常勤弁護士
からの業務に関する問い合わせを受け付けてい
る。
　さらに、常勤弁護士が事件処理等を行うに当
たり、法曹同士のネットワーク・支援体制を整
備するため、「常勤弁護士支援メーリングリス
ト」を整備することにより、常勤弁護士間の情
報交換の場を提供するとともに、日本弁護士連
合会の協力を得て、民事事件、刑事事件を始
め、各分野の専門家である弁護士等がアドバイ
ザリースタッフとして同メーリングリストに参
加し、常勤弁護士からの質問に対し、適時適切
なアドバイスを行っている。

※実績報告書（21年度）　40・41ページ参照
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

④ A 常勤弁
護士又
は内定
者に対
する実
務研修
の実施
状況

自己
評価
：Ａ

A

・複数事件の包括的
な委託の契約締結に
努める。

⑤ 　国選弁護人契約
における一括契約
について説明資料
を作成し、弁護士
に対する説明の際
などに活用する。

A A

⑥ 　一括契約に基づ
く事件処理の実務
運用について、裁
判所、検察庁、弁
護士会等関係機関
との間で協議を行
う。

包括的
な委託
の契約
締結に
向けた
取組状
況

Ｈ１９
：Ａ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　支援センター本部において、一括契約につい
ても説明した解説書である「国選弁護関連業務
の解説」の改訂版を作成し、地方事務所を通じ
て、全国の一般契約弁護士及び一般契約弁護士
になろうとする弁護士に配布し、一括契約の増
加に努めた。
　また、各地方事務所においては、対応する裁
判所、弁護士会等と協議し、一括国選弁護人契
約に関する事件の配点方法について確認した。
　支援センターとの間で一括国選弁護人契約を
締結している弁護士数は、平成21年４月１日時
点で合計5,022名であったところ、同22年４月
１日時点では5,603名であり、増加した。
　ただし、平成21年4月から同22年3月までの間
に、一括国選弁護人契約に基づき報酬算定がな
された事件の件数は合計65件であり、前年度の
合計304件に比べて減少した（なお、即決事件
の算定件数は、平成20年度は4,553件、同21年
度は3,934件である。また、即決事件中の被疑
者国選からの継続事件の件数は、平成20年度は
２件、同21年度は970件である。)。
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　様々な取組の結果，支援セン
ターとの間で一括国選弁護人契約
を締結している弁護士数は，前年
度に比べて増加した。なお，一括
契約に基づく国選弁護人の指名通
知件数は前年度に比べて著しく減
少したが，この原因は，即決事件
数自体が減少したこと及び即決事
件の中で被疑者国選事件からの継
続事件が占める割合が大きく増加
したことによるものと思われ，支
援センターの帰責性は認められな
い。

包括的
な委託
の契約
締結に
向けた
取組状
況

自己
評価
：Ａ

　一括契約についても説明した解説書である
「国選弁護関連業務の解説」を作成し、一般契
約弁護士及び一般契約弁護士になろうとする弁
護士に配布するなどして、一括契約の増加に努
めた。また、各地方事務所において、対応する
裁判所、弁護士会等と協議し、一括国選契約弁
護士の配点方法を確認した。
　一括契約を締結している弁護士数は、平成18
年10月２日時点の3,006名から平成22年４月１
日時点の5,603名に増加した。
　他方、一括契約に基づく報酬算定がなされた
件数（対象となった事件の実件数）は、平成18
年度（ただし、同年10月２日以降の約半年間）
が104件、平成19年度が531件、平成20年度が
304件、平成21年度が65件と推移している。
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　常勤弁護士又は内
定者に対する支援セ
ンター本部主催の実
務研修を年に２回以
上実施する。

常勤弁
護士又
は内定
者に対
する実
務研修
の実施
状況

Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　各法テラス法律事務所へ赴任した常勤弁護士
については、日ごろの実務において学ぶ必要が
あると実感しているテーマを常勤弁護士から提
出させ、そのテーマに関する知識・技術を身に
付けられるような研修を実施するとともに、法
曹三者の視点を取り入れた研修を実施してい
る。
　また、裁判員裁判が平成21年5月から実施さ
れているところ、裁判員裁判においては、これ
までの刑事弁護とは異なる技術が必要とされる
部分があることにかんがみ、裁判員裁判への対
応に主眼を置いた参加型の研修を実施した。
  司法修習終了直後に採用した新人常勤弁護士
に対しては、他の常勤弁護士に比して、より綿
密な指導・育成が必要であることから、特に、
支援センター本部における集合研修について
は、平成21年９月又は同22年１月から１年間の
任期に合わせ、任期満了時には常勤弁護士とし
ての基本的な素養を獲得できるよう、継続的な
内容とした通年の研修スケジュールにより研修
を実施している。
　平成20年度からは、常勤弁護士の増加によ
り、支援センター本部（東京）における一括研
修だけでは、精緻な研鑽を積むことが困難にな
りつつあることから、ブロック別研修を導入
し、全国を７つのブロックに分け、各地の実情
を反映した内容とするため、各地で勤務する常
勤弁護士に業務において必要と感じる研修を企
画させ、それぞれ研修を実施することにより、
地方の実情等も反映したより緻密な研修を実現
した。なお、常勤弁護士の業務は一般の弁護士
とは異なる点があることから、先輩常勤弁護士
から後輩常勤弁護士への技術・経験の伝承、常
勤弁護士相互の意見交換も有益であり、ゼミ形
式の科目を取り入れたブロック別研修も多く、
常勤弁護士間の技術・経験の共有を図ってい
る。

※実績報告書（21年度）　41・42ページ参照

　常勤弁護士又は内定者に対する
本部主催の実務研修については，
法曹経験のある常勤弁護士を対象
とした内定者業務研修１回及び業
務研修等４回，新人常勤弁護士を
対象とした新任業務研修，定期基
礎研修，赴任前業務研修を開催し
ており，年２回以上の実務研修が
なされている。
　研修メニューを多様化させ，全
国一律の一括研修のみならず，地
方の実情等をも反映した，より精
緻な研修を行うためのブロック別
研修を導入するなど，きめの細か
い研修が実施されている。
　司法修習終了直後の新人常勤弁
護士に対しても，通年の研修スケ
ジュールに基づく研修を行い，常
勤弁護士としての基本的な素養の
獲得を可能にしている。このよう
な実践的な研修内容を作成してい
る努力は評価できる。引き続き新
人常勤弁護士向けの研修メニュー
の充実が期待される。

　各支援センター法律事務所で勤務する常勤弁
護士については、日ごろの実務において学ぶ必
要があると実感しているテーマを提出させ、そ
のテーマに関する知識・技術を身に付けられる
ような研修を実施するとともに、法曹三者の視
点を取り入れた研修を実施した。また、裁判員
裁判が平成21年5月から実施されているとこ
ろ、裁判員裁判においては、これまでの刑事弁
護とは異なる技術が必要とされる部分があるこ
とにかんがみ、裁判員裁判への対応に主眼を置
いた参加型の研修を実施した。
　司法修習終了直後に採用した新人常勤弁護士
に対しては、他の常勤弁護士に比して、より綿
密な指導・育成が必要であることから、支援セ
ンター本部における集合研修については、１年
間の養成期間に合わせ、期間満了時には常勤弁
護士としての基本的な素養を獲得できるよう、
継続的な内容の通年研修を実施した。
　平成20年度からは、常勤弁護士の増加によ
り、支援センター本部における一括研修だけで
は、精緻な研鑽を積むことが困難になりつつあ
ることから、ブロック別研修制度を導入し、全
国を７つのブロックに分け、各地の実情を反映
した内容とするため、各地で勤務する常勤弁護
士に業務において必要と感じる研修を企画さ
せ、それぞれ研修を実施することにより、地方
の実情等も反映したより緻密な研修を実現し
た。なお、常勤弁護士の業務は一般の弁護士と
は異なる点があることから、先輩常勤弁護士か
ら後輩常勤弁護士への技術・経験の伝承、常勤
弁護士相互の意見交換も有益であるため、多く
のブロック別研修においてゼミ形式の科目を取
り入れ、常勤弁護士間の技術・経験の共有を
図った。

※実績報告書（第１期）　23・24ページ参照

19

　常勤弁護士又は内定者に対する本部
主催の実務研修については，法曹経験
のある常勤弁護士を対象とした内定者
業務研修及び業務研修等，新人常勤弁
護士を対象とした新任業務研修，定期
基礎研修，赴任前業務研修を開催して
おり，年２回以上の実務研修がなされ
ている。研修メニューを多様化させ，
全国一律の一括研修のみならず，地方
の実情等をも反映した，より精緻な研
修を行うためのブロック別研修を導入
するなど，きめの細かい研修が実施さ
れている。司法修習終了直後の新人常
勤弁護士に対しても，通年の研修スケ
ジュールに基づく研修を行い，常勤弁
護士としての基本的な素養の獲得を可
能にしている。このような実践的な研
修内容を作成している努力は評価でき
る。常勤弁護士又は内定者に対する実
務研修の実施についての取組は十分で
ある。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

　様々な取組の結果，支援センターと
の間で一括国選弁護人契約を締結して
いる弁護士数は，中期目標期間を通じ
て増加した。なお，一括契約に基づく
国選弁護人の指名通知件数は，平成19
年度をピークに減少に転じているが，
この原因は，即決事件数自体が減少し
たこと及び即決事件の中で被疑者国選
事件からの継続事件が占める割合が大
きく増加したことなどによると思わ
れ，支援センターの帰責性は認められ
ない。包括的な委託の契約に向けた取
組は十分であると評価する。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

22

　司法過疎地域におけ
る事務所については、
支援センターの業務の
補完性（民業圧迫の回
避）と効果的・効率的
な業務運営の観点をも
踏まえ、設置の要否を
検討することとし、設
置された後も、当該事
務所について同様の観
点から適時適切に見直
しを図る。

　支援センターの業
務の補完性（民業圧
迫の回避）及び効果
的・効率的な業務運
営の観点をも踏ま
え、司法過疎地域に
事務所を設置するに
際しては、当該地域
の法律事務取扱業務
量、地域の要望・支
援、採算性等の要素
を総合勘案して、必
要な地に設置するこ
ととし、設置された
後も、当該事務所に
ついて同様の観点か
ら適時適切に見直し
を行う。

司法過
疎地域
におけ
る地域
事務所
の設置
へ向け
た取組
状況

Ｈ１８
：Ａ
Ｈ１９
：Ｂ
Ｈ２０
：Ｂ
Ｈ２１
(自己)
：Ｂ

　平成21年度までに常勤弁護士を配置した支援
センターの事務所は合計78か所であり、そのう
ち司法過疎地域事務所は26か所である。司法過
疎地域事務所のうち、平成21年度に新設された
のは、(ｱ)長崎県の平戸地域事務所、(ｲ)熊本県
の高森地域事務所、(ｳ)青森県の八戸地域事務
所、(ｴ)高知県の中村地域事務所の４か所であ
る。

※実績報告書（21年度）　43、35・36ページ参
照

Ｂ 　４箇所の司法過疎地域事務所を
新たに設置したことや，26箇所の
司法過疎地域事務所のうち13箇所
において複数の常勤弁護士の配置
を了したことは評価できるが，い
まだに実質的ゼロワン地域は残っ
ており，その解消のめどが立った
とまではいえない。支援センター
の業務の補完性や，効果的・効率
的な業務運営の観点を踏まえつつ
も，更なる事務所設置に向けた取
組が望まれる。

21

司法過
疎地域
におけ
る地域
事務所
の設置
に向け
た取組
状況

自己
評価
：Ｂ

Ｂ 　中期目標期間を通じ，26箇所の司法
過疎地域事務所を設置し，うち13箇所
の司法過疎地域事務所には複数の常勤
弁護士の配置を了したこと，設置後も
適宜見直しを行っていることは評価で
きるが，いまだに実質的ゼロワン地域
は残っており，その解消のめどが立っ
たとまではいえない。第２期中期目標
期間においても，支援センターの業務
の補完性や，効果的・効率的な業務運
営の観点を踏まえつつも，更なる事務
所設置に向けた取組が望まれる。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

 (4) 司法過疎対策  (3) 司法過疎対策

　上記１(5)の地域に
おいて、当該地裁支
部管内の人口・事件
数、単位弁護士会、
地方自治体等による
支援体制等を総合勘
案し、必要な地に地
域事務所を設置する
こととする。

 (4) 司法過疎対策

　司法過疎対策として、地方裁判所支部管轄単
位で実働弁護士による司法サービスの提供がよ
り乏しい地域の解消に優先的に取り組む必要が
あることから、司法過疎地域事務所は、(ⅰ)地
方裁判所支部管轄単位で実働弁護士がいないか
１名しかおらず、(ⅱ)当該地裁支部から公共交
通機関を用いて長時間を要することなく移動で
きる範囲内に地裁本庁又は２名以上の実働弁護
士が事務所を開設している地裁支部が存在しな
い地域を優先とし、加えて、（ⅲ）地裁支部単
位で実働弁護士１人当たりの人口が非常に多数
である地域のうち、（ⅳ）当該地裁支部から公
共交通機関を用いて長時間を要することなく移
動できる範囲内に地裁本庁又は多数の実働弁護
士が事務所を開設している地裁支部が存在しな
い地域において、(ⅴ)当該地裁支部管内の人
口、民事・刑事の事件数、単位弁護士会・地方
自治体等地域関係機関の支援体制等を考慮して
設置した。
　平成21年度までに合計78か所の支援センター
の事務所の常勤弁護士を配置し、このうち司法
過疎地域事務所は26か所設置した。設置された
後も、各司法過疎地域事務所を設置した地裁支
部管内の人口、民事・刑事の事件数、単位弁護
士会・地方自治体等関係機関の支援体制等を考
慮し、常駐する常勤弁護士の数を増減するなど
して見直しを行った。

※実績報告書（第１期）　24・25ページ参照
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

① 　利用者にとって身近
で利用しやすいものと
するべく、情報提供の
質・量の向上を図る。

① 　情報データベース
及びＦＡＱデータ
ベースの情報量を平
成１８年度から平成
２１年度までの間に
２０％以上増大す
る。
　インターネットに
よる提供情報量の増
大と検索機能・使い
やすさの向上を両立
させる。
　利用者から適宜の
方法によりアンケー
ト調査を行い、満足
度５段階評価で平均
４以上の満足度の高
い評価を得る。

① 情報提
供の
質・量
の向上
に向け
た取組
状況

Ｈ１８
：Ａ
Ｈ１９
：Ｂ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

A 情報提
供の
質・量
の向上
に向け
た取組
状況

自己
評価
：Ａ

（情報量の増大）
　業務開始日の平成18年10月２日には約1,500
問だったＦＡＱが、その後コールセンターに寄
せられた問い合わせの分析、オペレーターに対
するアンケート調査の結果等を踏まえＦＡＱを
随時更新しており、平成22年３月31日までに開
始時の倍以上となる約3,400問までに増加し
た。このうち約750問をホームページで公開し
ている。この他、裁判員制度について、ＦＡＱ
の見直し・更新を行うなど、同制度の円滑な実
施と、制度の周知・協力にも努めた。

Ａ
or
Ｂ

（検索機能の向上）
　ＦＡＱ、関係機関・団体情報をデータベース
に追加投入した際には、検索スピードが落ちて
いないかを支援センター職員がモデルケースに
基づき実際に検索するテストを実施するなどし
て、検索スピードを維持した。また、裁判員制
度などの特定分野のＦＡＱ情報が増加した場合
には、ＦＡＱ分類を細分化して容易に検索でき
るようにするなど、使い勝手の良さを維持し
た。

　業務開始以降コールセンターに寄せられた問
い合わせを分析するとともに、オペレーターに
対するアンケート調査の結果等を踏まえＦＡＱ
を随時更新・増加しており、平成21年度におい
ては、このうち約750問をホームページで公開
している。
　平成21年度においても、ＦＡＱ、関係機関・
団体情報をデータベースに追加投入した際に
は、検索スピードが落ちていないかをモデル
ケースに基づき実際に検索するテストを実施す
るとともに、オペレーターに対して実際の問い
合わせ対応において情報の検索に時間がかかっ
ていないかについてアンケート調査を実施する
などして、検索スピードを維持した。また、裁
判員制度などの特定分野のＦＡＱ情報が増加し
た場合には、ＦＡＱ分類を細分化して容易に検
索できるようにするなど、使い勝手の良さを維
持した。
  平成21年度は、利用者の満足度をより客観
的・効果的に調査するため、平成19年７月から
継続して実施しているウェブによる利用者アン
ケート調査のほかに、一定の期間を設けて、
コールセンターの電話利用者と地方事務所の面
談利用者を対象にアンケート調査を行った。合
わせて、コールセンターの電話応対品質向上の
ため、専門評価会社による品質評価（通話モニ
タリング・ミステリーコール等）も実施したこ
とによって、業務の到達点・今後の課題を把握
することができた。
①コールセンターにおいては、平成22年２月１
日から同年２月27日までの間（期間中総受電件
数２万4,000件中1,773件回答。有効回答率
7.2％）、利用直後に満足度調査への協力を依
頼し、自動音声質問に対しプッシュボタンに
よって回答を選択するという方式でのアンケー
トを行い、その結果、５段階評価で4.4の満足
度を得た。
②地方事務所においては、平成21年10月１日か
ら同年12月28日までの間（総件数5,398件中
1,758件回答。有効回答率32.6％）、地方事務
所において面談による情報提供を受けた利用者
に、職員がアンケート用紙を渡して協力を依頼
するが、回答に当たっては職員の面前で記入す
るのではなく、無記名かつ封入した封筒には封
をするなど客観的な評価を得られるよう十分留
意した形式でアンケート調査を行い、その結
果、５段階評価で4.3の満足度の評価を得た。
③ウェブによる利用者アンケート調査における
平成21年度の評価は3.6であり、回答率も引き
続き低いことから、今後アンケート調査の実施
方法等についても、検証する必要がある。

※実績報告書（21年度）　43～45ページ参照

　昨年度から引き続き，ＦＡＱの
充実，ＦＡＱのホームページ上で
の公開，ＦＡＱの充実に伴う検索
速度低下の防止，専門評価会社に
よるコールセンターの品質調査
等，利用者のニーズを反映し，利
用者が必要とする情報を迅速に提
供するための取組がされている。
また，利用者の満足度やニーズを
把握するための調査についても，
昨年度から引き続き，ウェブによ
る利用者アンケート，コールセン
ターにおける自動音声質問を活用
したアンケート調査，地方事務所
における用紙封入型のアンケート
調査など，様々な手法で利用者の
声を把握する努力を行っている。
コールセンターにおける自動音声
質問を活用したアンケート調査で
は，内容的にも昨年度と同程度の
高い満足度評価を得ることができ
た。オペレーターの受け答えやＦ
ＡＱの充実など情報提供の質は高
いと感じられる。今後とも回答率
の向上及び調査の客観性の確保に
配慮して引き続き利用者の満足度
の客観的な把握に努めるととも
に、オペレーターごとの対応のば
らつきの解消など情報提供の質量
の向上に生かしていくことが期待
される。

2223

３　提供するサービスその他
の業務の質の向上に関する目
標を達成するためとるべき措

　ＦＡＱの充実等
・コールセンターに
寄せられる問い合わ
せを日常的に分析
し、よくある質問を
抽出した上、それに
対する答を作成す
る。
・コールセンターに
おいて稼働する者に
アンケートをするな
どして、質問頻度は
低いが作成すべき質
問についての答を作
成する。
・新聞記事等を日々
分析するなどして、
社会情勢や時事的事
項により問い合わせ
が増えそうな質問を
想定し、それに対す
る答を作成する。
・ＦＡＱ、関係機
関・団体情報の増大
によって検索の速度
が落ちることのない
よう、日常的に、検
索のスピードのテス
トを実施する。
・期間を設定し、
コールセンター及び
地方事務所の情報提
供窓口においてアン
ケート調査を実施
し、５段階評価で４
以上の満足度の評価
を得るように努める
とともに、その結果
を企画・構成面に反
映させる。

 (1) 情報提供  (1) 情報提供

４　提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項

３　提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する目標を達成
するためとるべき措置

 (1) 情報提供

Ａ　ＦＡＱの情報量は，平成18年度か
ら平成21年度までの間に65パーセント
増加しており，中期計画が設定した数
値を達成している。ＦＡＱの充実に伴
う検索速度低下の防止，専門評価会社
によるコールセンターの品質調査等，
利用者のニーズを反映し，利用者が必
要とする情報を迅速に提供するための
取組がなされており，情報提供量の増
大と検索機能・使いやすさの向上も両
立させている。
　また，利用者の満足度やニーズを把
握するための調査についても，ウェブ
による利用者アンケート，コールセン
ターにおける自動音声質問を活用した
アンケート調査，地方事務所における
用紙封入型のアンケート調査など，
様々な手法で利用者の声を把握する努
力を行っている。平成20年度及び平成
21年度に実施された，コールセンター
における自動音声質問を活用したアン
ケート調査では，両年とも，満足度５
段階で4.4の高評価を得ている。その
ほか地方事務所の面談利用者を対象に
した調査も行われるなど情報提供の
質・量の向上に向けた取組状況は十分
であるが、引き続きアンケートにおけ
る回答率の上昇及び客観化に向けた取
り組みを進めることが期待される。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

○ＦＡＱ増加数及び割合

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

ＦＡＱ数 2,072 2,823 3,351 3,420

増加割合 36% 62% 65%

（注）ＦＡＱ数は、各年度末の数である。

（注）増加割合は、平成18年度末との比較である。
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

Ｂ　　ＦＡＱの情報量は，平成18年度
から平成21年度までの間に65パーセン
ト増加しており，中期計画が設定した
数値を達成している。ＦＡＱの充実に
伴う検索速度低下の防止，専門評価会
社によるコールセンターの品質調査
等，利用者のニーズを反映し，利用者
が必要とする情報を迅速に提供するた
めの取組がなされており，情報提供量
の増大と検索機能・使いやすさの向上
も両立させている。今後は，ＦＡＱの
内容を不断に見直すなどして，利用者
がホームページ上で容易に必要とする
情報にたどり着けるような工夫をする
などの取組を期待する。
　また，利用者の満足度やニーズを把
握するための調査についても，ウェブ
による利用者アンケート，コールセン
ターにおける自動音声質問を活用した
アンケート調査，地方事務所における
用紙封入型のアンケート調査を行って
いる。平成20年度及び平成21年度に実
施された，コールセンターにおける自
動音声質問を活用したアンケート調査
の結果，５段階評価でそれぞれ4.4の
評価を得たことは評価できるが，調査
結果の客観性をより確保できるような
方法を検討するなどの工夫が期待され
る。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

（満足度）
利用者の満足度をより客観的に調査し、業務に
反映させるため、以下の利用者アンケートを実
施した。平成18年度にはコールセンター利用者
アンケートで10段階評価で9.2の評価を得た
が、この調査は、サービス提供者（対応したオ
ペレーター）がそのまま利用者に質問して聴取
する方法で客観性に問題があったため、その
後、①ウェブ・アンケート調査、②コールセン
ターにおける自動音声応答アンケート調査、③
地方事務所における面談アンケート調査をそれ
ぞれ行った。
①ウェブ・アンケート調査
　平成19年度から、ウェブによる利用者アン
ケートを実施した結果は、以下のとおりであっ
た。
　・平成19年度 ５段階評価で3.6
　　　　　（有効回答率約0.2％）
　・同　20年度 　同　評価で3.6
　　　　　（有効回答率約0.2％）
　・同　21年度 　同　評価で3.6
　　　　　（有効回答率約0.1％）
②コールセンターにおける自動音声応答アン
ケート調査
　平成20年度から、電話によるコールセンター
利用直後に満足度調査への協力を依頼し、応諾
者の電話を調査会社が設置する自動音声アン
ケートシステムに電話を転送し、所定の設問に
プッシュトーンで回答してもらう形式の満足度
調査を行った結果は、以下のとおりである。
　・平成20年度　５段階評価で4.4
　　※期間：平成21年２月25日から
　　　　　　　　同年３月24日までの間
　　　有効回答率：7.7％
　・平成21年度　５段階評価で4.4
　　※期間：平成22年２月１日から
　　　　　　　　　　同月27日までの間
　　　有効回答率：7.2％
③地方事務所における面談アンケート調査
　平成20年度から、地方事務所において面談に
よる情報提供を受けた利用者に、職員がアン
ケート用紙を渡して協力を依頼し、回答してい
ただいた結果は、以下のとおりである。
　・平成20年度　５段階評価で4.4
　　※期間：平成20年10月１日から
　　　　　　　　同年12月26日までの間
　　　有効回答率：36.9％
　・平成21年度　５段階評価で4.3
　　※期間：平成21年10月１日から
　　　　　　　　同年12月28日までの間
　　　有効回答率：32.6％

※実績報告書（第１期）　25～27ページ参照
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

24

② 　情報を求めて訪れた
利用者すべてに対し
て、即日に質の高い情
報の提供に努める。

　② 　各地方事務所の情
報提供窓口に来訪し
た利用者のうち、法
的紛争解決に資する
情報又は犯罪被害者
支援に関する情報を
求めた者について
は、全員に対して、
即日中に情報を提供
する。

② 地方事
務所の
情報提
供窓口
に来訪
した利
用者に
対する
迅速な
情報の
提供に
向けた
取組状
況

Ｈ１９
：Ａ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　地方事務所で情報提供を行う窓口対応専門職
員として、主に消費生活相談資格者、裁判所・
法務局ＯＢ等を採用し、全地方事務所に相談窓
口等で稼動したことのある経験者を配置するこ
とによって、質の高い情報提供に努めた。ま
た、多くの地方事務所では、司法書士の協力も
得ている。
　そのほか、地方事務所の情報提供窓口では、
来訪した利用者に対し、即日中に情報提供を行
い、地方事務所で対応できない場合は他の関係
諸機関を紹介するなど迅速なサービス提供に努
めている。

※実績報告書（21年度）　45ページ参照

Ａ
or
Ｂ

23

地方事
務所の
情報提
供窓口
に来訪
した利
用者に
対する
迅速な
情報の
提供に
向けた
取組状
況

自己
評価
：Ａ＋

　地方事務所で情報提供を行う窓口対応専門職
員として、主に消費生活相談資格者、裁判所・
法務局ＯＢ等を採用し、全地方事務所に相談窓
口等で稼動したことのある経験者を配置するこ
とによって、質の高い情報提供に努めた。ま
た、多くの地方事務所では、司法書士の協力も
得ている。
　そのほか、地方事務所の情報提供窓口では、
来訪した利用者に対し、即日中に情報提供を行
い、支援センターで対応できない場合はコール
センターや他の関係諸機関を紹介するなど迅速
なサービス提供に努めている。

※実績報告書（第１期）　27ページ参照

Ａ
or
Ｂ

Ａ　すべての地方事務所において，消
費生活相談資格者等の窓口相談業務経
験者を配置して質の高い情報提供を可
能とする体制を整備し，予約優先性を
採用しつつも，予約なしに来訪した利
用者に対しても可能な限り即日中の情
報提供を行い，支援センターでは対応
できない場合には他の関係諸機関を紹
介するなど迅速なサービス提供に努め
ている。地方事務所の情報窓口に来訪
した利用者に対する迅速な情報提供に
向けた取組は十分である。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

Ｂ　　すべての地方事務所において，
消費生活相談資格者等の窓口相談業務
経験者を配置して質の高い情報提供を
可能とする体制を整備し，予約優先性
を採用しつつも，予約なしに来訪した
利用者に対しても可能な限り即日中の
情報提供を行っていることは十分評価
できるが，中期計画に定められた来訪
者全員に対する即日の情報提供は実現
できておらず，問題が残っている。ま
た，本人の希望を確認した上での対応
とはいえ，来訪した利用者に対して
コールセンターを紹介する等の対応は
適切とは言い難く，今後，そのような
事態の発生を可能な限り防止する方策
も検討すべきである。なお，今後は，
窓口相談業務経験者の質量ともの充実
に加え，窓口相談業務経験者が対応で
きない場合でも質の高い情報提供を行
えるよう，一般職員に対する研修を進
め，より効率的で質の高い業務運営が
なされることを期待する。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

Ａ　すべての地方事務所におい
て，消費生活相談資格者等の窓口
相談業務経験者を配置して質の高
い情報提供を可能とする体制を整
備し，予約優先性を採用しつつ
も，予約なしに来訪した利用者に
対しても可能な限り即日中の情報
提供を行い，支援センターでは対
応できない場合には他の関係諸機
関を紹介するなど迅速なサービス
提供に努めている。

Ｂ　すべての地方事務所におい
て，消費生活相談資格者等の窓口
相談業務経験者を配置して質の高
い情報提供を可能とする体制を整
備し，予約優先性を採用しつつ
も，予約なしに来訪した利用者に
対しても可能な限り即日中の情報
提供を行っていることは十分評価
できるが，中期計画に定められた
来訪者全員に対する即日の情報提
供は実現できておらず，問題があ
る。また，本人の希望を確認した
上での対応とはいえ，来訪した利
用者に対してコールセンターを紹
介する等の対応は適切とは言い難
く，今後，そのような事態の発生
を可能な限り防止する方策も検討
すべきである。なお，今後は，窓
口相談業務経験者の量的質的充実
を図るとともに，窓口相談業務経
験者が対応できない場合でも質の
高い情報提供を行えるよう，一般
職員に対する研修を進め，より効
率的で質の高い業務運営がなされ
ることを期待する。

　即日中の情報提供
・多様な法的トラブ
ル、新たな法律の制
定等に適切に対応す
ることができるよ
う、地方事務所の情
報提供窓口には、相
談窓口等で稼働した
ことのある経験者、
若しくはその資格を
有する者を配置す
る。
・地方事務所の情報
提供窓口に来訪する
利用者に対し、即日
中に対応する。
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

① 　迅速な援助を提供す
るという観点から、事
務処理方法の工夫等に
より、援助申込から代
理人選任までの期間の
短縮を図る。

① 　迅速な援助を提供
するという観点か
ら、援助審査の方法
を合理化すること
（これまでの合議制
方式の審査体制に代
えライン決裁方式を
活用する、遠隔地居
住の申込者について
書面審査を活用する
など）などにより、
援助申込みから代理
人選任までの期間を
平成１８年度と比較
して短縮する。

① 迅速で
充実し
た援助
の提供
に向け
た取組
状況

Ｈ１８
：Ｂ
Ｈ１９
：Ｂ
Ｈ２０
：Ｂ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　①一件の審査にかかる審査委員の人数につい
て、事案に応じて適正な範囲内でその数を減ら
すこと、②書面審査を活用することなどの試み
を行ってきたところ、①について平成21年度
は、原則２名の審査委員による審査が43地方事
務所、単独による審査については36地方事務
所、審査委員２名及び単独による審査の双方を
活用した審査が29地方事務所と、審査方法を合
理化して効率を図る方法が定着してきた。②に
ついては、すべての地方事務所において書面審
査が行われている。その他一部の地方事務所で
は夜間相談を導入した。
　しかし、援助実績の急増により、年間を通じ
た援助申込みから審査実施までの期間を昨年度
と比較すると、短縮されているのは13地方事務
所、ほぼ横ばいの状態にあるのが35地方事務所
であった。

Ｂ 迅速で
充実し
た援助
の提供
に向け
た取組
状況

自己
評価
：Ａ

B

② 　犯罪被害者からの援
助申込みに対し、より
迅速な援助開始、専門
的知見を有する弁護士
の選任などを通じて、
充実した援助の提供に
努める。

　② 　犯罪被害者からの
援助申込みに対し、
より迅速な援助開
始、専門的知見を有
する弁護士の選任な
どを通じて、充実し
た援助を提供する。

② 　犯罪被害者に対する平成21年度の法律相談援
助件数は3,307件で昨年度の約5.7倍、代理援助
件数は1,105件で昨年度の約６倍と、援助件数
は増えている。また、精通弁護士数は1,822名
のうち1,664名（294名増）が民事法律扶助の契
約弁護士であり援助提供の体制も充実してき
た。

※実績報告書（21年度）　45・46ページ参照

　犯罪被害者からの援助申込みについては、平
成18年度は半数近くの地方事務所で申込み実績
すらなかったが、平成20年度には全地方事務所
で援助実績があり、平成21年度には法律相談援
助が3,307件で前年度の約5.7倍、代理援助件数
が1,105件で前年度の約6倍と増加している。ま
た、平成21年度末における精通弁護士数は
1,822名のうち1,664名が民事法律扶助の契約弁
護士であり、専門的知見を有する弁護士の選任
など援助提供の体制も充実してきた。
　その他、改正刑事訴訟法等の施行に伴い、刑
事裁判の被告人に対し、損害賠償請求の申立て
を行うことのできる「損害賠償命令制度」が、
平成20年12月１日導入されたことにより、刑事
手続から民事手続までの一連の法的手続等にお
いて、経済的に苦しい犯罪被害者が適切に弁護
士による法的支援を受けることができるよう、
周知を図り、援助につながる利用者数が増加し
た。

※実績報告書（第１期）　28・29ページ参照

　全国の地方事務所において、①これまでの多
人数の審査委員による合議制審査を改め、少人
数の審査委員による審査(原則２名の審査委員
による審査、簡易な案件は単独審査)とする、
②審査の開催頻度を増加する、③書面審査を活
用する、という方法により、援助審査の合理化
を図ったことにより、相談待ち日数、申込みか
ら援助開始までの日数は事業開始当時に比べ、
相談件数・申込み件数の増加にもかかわらず大
幅に短縮した。
　年間を通じた援助申込みから審査実施までの
期間は、平成19年度は前年度に比してほぼ横ば
いで短縮までには至らず、平成20年度は６地方
事務所、平成21年度は13地方事務所が前年度よ
り短縮しているおり、中期目標期間を通して、
援助件数が毎年度増加しているにもかかわら
ず、援助申込みから審査実施までの期間は全体
としてほぼ横ばいを維持できている。相談待ち
日数については、平成20年度は６地方事務所、
平成21年度は13地方事務所が前年度に比して短
縮しており、同様に全体としてはほぼ横ばいで
ある。特に平成21年度については、前年度に比
べ、援助件数が急激に増加しているにもかかわ
らず、援助申込みから審査実施までの期間は全
体としてほぼ横ばいを維持できているが、短縮
されるまでには至らなかった。
　また、平成20年度からは、専門審査委員制度
を段階的に導入し、平成20年度は５地方事務
所、平成21年度には17地方事務所において運用
が開始され、審査当日の審査を充実させて、審
査の合理化を図る試みも実施した。

※実績報告書（第１期）　28ページ参照
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 (2) 民事法律扶助 (2) 民事法律扶助

　迅速な援助を提供
するという観点か
ら、法律相談援助の
相談枠を増加させる
こと及び援助審査の
方法を合理化するこ
となどにより、援助
申込みから代理人選
任までの期間を平成
２０年度と比較して
短縮する。

 (2) 民事法律扶助

　犯罪被害者からの
援助申込みに対し、
より迅速な援助開
始、専門的知見を有
する弁護士の選任な
どを通じて、充実し
た援助を提供する。

　中期目標期間を通じ，審査委員の少
人数化，審査の開催頻度の増加，書面
審査の活用等の各種方策が行われるな
ど援助審査の合理化が進捗している。
しかしながら，ごく一部とはいえ書面
審査に消極的な地方事務所が存在して
いることは否めない。中期目標期間を
通じ，援助申込みから審査実施までの
期間は短縮には至っていないが，援助
件数自体が大幅に増加したという事情
があったにも拘わらず横ばいで推移し
たことは評価できる。より迅速な援助
の提供が可能となるように，審査体制
の更なる合理化を含む，援助申込みか
ら法律相談援助を経て代理援助又は書
類作成援助が行われるまでの期間の短
縮へ向けた取組が期待される。犯罪被
害者からの援助申込みに関しては，精
通弁護士総数に占める民事法律扶助契
約弁護士の比率は上昇し，犯罪被害者
からの相談件数，援助件数も大幅に増
加しており，犯罪被害者に対する充実
した援助について中期目標期間内に大
きく改善されたことについては大変評
価できる。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

　審査委員の少人数化，書面審査
の活用等の各種方策が定着したも
のの，援助申込みから代理人選任
までの期間を短縮できたのは13地
方事務所にとどまり，全体的には
ほぼ横ばいという結果であった。
援助件数自体が大幅に増加したと
いう事情はあるが，このような事
情があったとしても，より迅速な
援助の提供が可能となるよう，審
査体制の更なる合理化を含む，援
助申込みから法律相談援助を経て
代理援助又は書類作成援助が行わ
れるまでの期間の短縮へ向けた取
組が期待される。しかし，年度計
画にあるとおり迅速な援助を提供
するという観点からも（センター
相談の相談枠の増加や、各地方事
務所における指定相談場所の積極
的な活用，契約弁護士数の少ない
事務所には新たに司法書士相談の
枠を設置する）などの取組が必要
である。すべての地方事務所で犯
罪被害者に対する援助実績をあげ
るなど，犯罪被害者に対する充実
した援助が着実に行われているこ
とについては評価できる。
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

26

③ 　契約弁護士・司法書
士を対象とする研修を
実施し、民事法律扶助
により提供される法的
サービスの質の向上を
図る。

　③ 　民事法律扶助によ
り提供される法的
サービスの質の向上
を図る観点から、各
地方事務所単位で、
各事業年度に１回以
上、契約弁護士・司
法書士を対象とする
研修を実施する。

③ 契約弁
護士・
司法書
士に対
する研
修の実
施状況

Ｈ２０
：Ｂ
Ｈ２１
(自己)
：Ｂ

　新規契約弁護士・司法書士を含めた契約弁護
士・司法書士に対する研修は各地方事務所ごと
に実施しているほか、地方事務所主催の研修会
に本部から職員を派遣したり、犯罪被害者支援
全国経験交流集会（山形市）及び日本弁護士連
合会主催の会員向け講習会、司法書士会の地方
会主催研修会に説明者や講師として職員が参加
するなどして、民事法律扶助制度の概要、制度
利用の際の留意点等について講義を実施した。
平成21年度に１回以上の研修を実施した地方事
務所は、40地方事務所であった。

※実績報告書（21年度）　46・47ページ参照

Ｂ 　昨年度を上回る40箇所の地方事
務所において契約弁護士，契約司
法書士に対する研修が行われ，う
ち16箇所では複数回の研修が実施
された。また，関係団体主催の研
修会等に本部から講師を派遣する
などしたが，すべての地方事務所
において継続的な研修がなされて
いるとまではいえない。サービス
の質の維持・向上のためには継続
的研修は欠かせないため，引き続
き，全事務所における体系的・計
画的な研修の実施体制の構築を推
し進めるとともに，利用者のニー
ズに対応した分野等における適時
適切な研修の実施体制の構築に向
けた取組がなされることが期待さ
れる。

25

契約弁
護士・
司法書
士に対
する研
修の実
施状況

自己
評価
：Ｂ

　各地方事務所において、「民事法律扶助業務
の解説」を配布したり、独自の印刷物を配布す
る等、新規契約弁護士・司法書士を含めた契約
弁護士・司法書士を対象とする研修を開催し
た。各年度内に１回以上の研修を実施した地方
事務所は、平成18年度19地方事務所（他22地方
事務所で弁護士会等主催の説明会に参加）、平
成19年度18地方事務所（他15地方事務所で弁護
士会等主催の説明会に参加）、平成20年度34地
方事務所、平成21年度40地方事務所であった。
　さらに、本部からも地方事務所での研修や日
弁連主催の講習会に講師を派遣しており、ま
た、各地方事務所でも弁護士会主催の説明会に
参加したり、独自の工夫を施して研修を行った
りして、質の向上を図る取組を行った。

※実績報告書（第１期）　29・30ページ参照

B
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④ 　平成２１年度補正
予算（第２号）によ
り追加的に措置され
た交付金について
は、「明日の安心と
成長のための緊急経
済対策」のために措
置されたことを認識
し、民事法律扶助に
充てるものとする。

④ 　平成２１年度補
正予算（第２号）
により追加的に措
置された交付金に
ついては、「明日
の安心と成長のた
めの緊急経済対
策」のために措置
されたことを認識
し、民事法律扶助
に充てるものとす
る。

補正予
算の趣
旨を認
識した
交付金
の使用
状況

　緊急経済対策経費としての追加的措置を受
け、日本弁護士連合会等の関係機関と連携・協
力し、年末年越し「雇用と生活」全国一斉緊急
総合相談会を実施する等、労働問題・多重債務
問題等に関する問題の解決を図った。

※実績報告書（21年度）　47ページ参照 26

補正予
算の趣
旨を認
識した
交付金
の使用
状況

　平成21年度においては、緊急経済対策経費と
しての追加的措置を受け、日弁連等の関係機関
と連携・協力し、年末年越し「雇用と生活」全
国一斉緊急総合相談会を実施する等、労働問
題・多重債務問題等に関する問題の解決を図っ
た。また、これら扶助制度の周知や相談会の実
施等によって、扶助による手続の遂行を求める
多重債務者等からの援助申込みの増加に対し、
可及的速やかに援助決定を行うに至った。

※実績報告書（第１期）　30ページ参照

28

① 　各地域ごとに、裁判
所、検察庁、警察及び
弁護士会との間で協議
の場を設けるなどし
て、迅速かつ確実に国
選弁護人の選任が行わ
れる態勢の確保を図
る。

① 　迅速かつ確実に国
選弁護人の選任が行
われる態勢の確保を
図るため、各地方事
務所単位で、裁判
所、検察庁、警察及
び弁護士会との間
で、各事業年度に１
回以上、定期的な協
議の場を設定する。

① 裁判
所，検
察庁及
び弁護
士会が
参加す
る定期
的な協
議の場
の開催
状況

Ｈ１８
：Ａ
Ｈ１９
：Ｂ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　支部を含むすべての地方事務所において関係
機関との協議が行われたほか、国選付添人の選
任態勢についても、すべての地方事務所におい
て関係機関との協議が行われており、協議を
行っていない地方事務所はない。
　協議の場を通じて、迅速かつ確実に指名通知
が行える当番制名簿による選任方法で、国選弁
護人の選任態勢の確保を図った地方事務所もあ
る。

※実績報告書（21年度）　48ページ参照

A 　国選弁護人・国選付添人の選任
態勢に関し，支部を含むすべての
地方事務所において関係機関との
定期的な協議が行われている。協
議の場を通じて，迅速かつ確実な
国選弁護人選任態勢確保に向けた
具体的な取組が行われている地方
事務所があることも評価できる。

27

裁判
所，検
察庁及
び弁護
士会が
参加す
る定期
的な協
議の場
の開催
状況

自己
評価
：Ａ

　支部を含むすべての地方事務所において、各
年度に１回以上、国選弁護人及び国選付添人の
選任態勢等について、関係機関との協議が行わ
れており、協議を行っていない地方事務所はな
い。
　協議の場を通じて、迅速かつ確実に指名通知
が行える当番制名簿による選任方法で、国選弁
護人の選任態勢の確保を図った地方事務所もあ
る。

※実績報告書（第１期）　30・31ページ参照

A 　支部を含むすべての地方事務所にお
いて，各事業年度に１回以上，国選弁
護人・国選付添人の選任態勢に関し，
関係機関との定期的な協議が行われて
いる。協議の場を通じて，迅速かつ確
実な国選弁護人選任態勢確保に向けた
具体的な取組が行われている地方事務
所があることも評価できる。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

　契約弁護士・司法書士を対象とする
研修を行った地方事務所の数は増加傾
向にあるが，平成21年度においても，
40箇所にとどまっており，全地方事務
所で研修が実施されるには至っていな
い。また，関係団体主催の研修会等に
本部から講師を派遣するなどの取組も
行っているが，すべての地方事務所に
おいて継続的な研修がなされていると
まではいえない。サービスの質の維
持・向上のためには体系的継続的研修
は欠かせないため，第２期中期目標期
間においては，全事務所における所要
の研修の実施体制の構築を推し進める
とともに，利用者のニーズに対応した
分野等における適時適切かつ実効的な
研修の実施体制の構築に向けた取組が
なされることが期待される。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

 (3) 国選弁護人確保 (3) 国選弁護人確保  (3) 国選弁護人確保

　民事法律扶助によ
り提供される法的
サービスの質の向上
を図る観点から、弁
護士会及び司法書士
会等の協力を得なが
ら、契約弁護士・司
法書士を対象とする
研修を実施する。

　地方事務所ごと
に、国選弁護人の選
任態勢に関する、裁
判所、検察庁、警察
及び弁護士会が参加
する定期的な協議の
場を平成２１年度に
１回以上設ける。
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

29

② 　裁判所からの指名通
知要請を受けてから裁
判所に候補を通知する
までの時間の短縮を図
る。

　② 　裁判所からの指名
通知要請を受けてか
ら裁判所に候補を通
知するまでの所要時
間の短縮を図るため
に、地方事務所ごと
に事件類型別の目標
時間を設定する。

② 指名通
知要請
を受け
てから
通知す
るまで
の設定
目標時
間の達
成状況

Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　支部を含むすべての地方事務所において、裁
判所・弁護士会と協議の上、指名通知の目標時
間を定めており、ほとんどの地方事務所・支部
における目標時間は、休日を含め、被疑者国選
については原則として数時間以内、遅くとも24
時間以内とし、被告人国選については原則とし
て24時間以内、遅くとも48時間以内とするもの
である。国選付添人の指名通知についても、多
くの地方事務所において、原則として数時間以
内、遅くとも48時間以内とする目標時間を定め
ている。
　被疑者国選弁護、被告人国選弁護、国選付添
人とも、支部を含むすべての地方事務所におい
て、おおむね所定の目標時間内に国選弁護人候
補者の指名通知が行われている。特に、被疑者
国選弁護においては、ほとんどの事件が指名通
知請求の当日中に指名通知に至っており、業務
時間外に指名通知請求がされたなどの事情から
当日中に指名通知に至らないものもあるが、約
99パーセントの事件で指名通知請求から24時間
以内に指名通知が行われている。

※実績報告書（21年度）　48・49ページ参照

Ａ 　支部を含むすべての地方事務所
において，指名通知請求を受けて
から通知するまでの目標時間を設
定し，おおむね所定の目標時間内
に国選弁護人及び国選付添人候補
者の指名通知に至っている。業務
時間外に指名通知請求がされたな
どの事情により当日中に指名通知
に至らないものについても，翌日
には指名通知が行われており，処
理時間の目安に沿った運用がなさ
れている。被告人国選弁護につい
いてはその達成率を客観的に評価
できるデータは存しないようであ
るが、すべての地方事務所におい
ておおむね所定の目標時間内に指
名通知が行われているものと認め
られる。

28

指名通
知要請
を受け
てから
通知す
るまで
の設定
目標時
間の達
成状況

自己
評価
：Ａ

　支部を含むすべての地方事務所において、裁
判所・弁護士会と協議の上、指名通知の目標時
間を定めており、ほとんどの地方事務所におけ
る指名通知請求を受けてから裁判所に候補を通
知するまでの目標時間は、被疑者国選について
は原則として数時間以内、遅くとも24時間以内
とし、被告人国選については原則として24時間
以内、遅くとも48時間以内とするものである。
また、国選付添人の指名通知についても、多く
の地方事務所において、原則として数時間以
内、遅くとも48時間以内とする目標時間を定め
ている。
  被疑者国選弁護、被告人国選弁護、国選付添
とも、おおむね目標時間内に指名通知が行われ
ている。被疑者国選弁護における休日の指名通
知業務についても、ほとんどの事件において当
日中に指名通知が行われており、業務時間外に
指名通知請求がされたなどの事情から当日中に
指名通知に至らないものについても、大部分は
24時間以内に指名通知が行われている。

※実績報告書（第１期）　31ページ参照

Ａ 　支部を含むすべての地方事務所にお
いて，事件類型別に，指名通知請求を
受けてから通知するまでの目標時間を
設定し，おおむね所定の目標時間内に
国選弁護人及び国選付添人候補者の指
名通知に至っている。業務時間外に指
名通知請求がされたなどの事情により
当日中に指名通知に至らないものにつ
いても，翌日には指名通知が行われて
おり，処理時間の目安に沿った運用が
なされている。被告人国選弁護におい
ては客観的な達成率のデータはないよ
うであるが，指名通知までの時間の短
縮の趣旨は図られていると認められ
る。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

30

③ 　国選弁護人契約弁護
士を対象とする研修を
実施するなどして、国
選弁護人としての活動
の充実を図る。

　③ 　国選弁護人として
の活動の充実を図る
観点から、各地方事
務所単位で各事業年
度に１回以上、国選
弁護人契約弁護士を
対象とする研修を実
施する。

③ 国選弁
護人契
約弁護
士に対
する研
修の実
施状況

Ｈ２０
：Ｂ
Ｈ２１
(自己)
：Ｂ

Ｂ 　国選弁護人契約弁護士に対し，
昨年度を上回る回数の説明会の実
施等の研修を行ったこと，弁護報
酬の不正請求事案の再発防止のた
めの制度の周知を行ったことは評
価できるが，形式的な内容にとど
まっており，十分なものとはいえ
ない。今後は，関係団体と協議す
るなどして，国選弁護活動の充実
を図るという観点から契約弁護士
の質の向上に向けた取組について
検討すべきである。

29

国選弁
護人契
約弁護
士に対
する研
修の実
施状況

自己
評価
：Ｂ

　支部を含むすべての地方事務所において、各
年度に研修を実施した。研修の方法としては、
一般契約弁護士及び一般契約弁護士になろうと
する弁護士への解説書の配布、支援センター主
催の説明会の実施、弁護士会主催の説明会への
参加などを行った。
  また、国選付添人契約弁護士を対象とする研
修についても、各地方事務所において解説書を
配布するほか、上記の説明会の機会を利用する
などの方法で実施した。
　なお、平成２０年に契約弁護士による被疑者
国選弁護事件の報酬の過大請求事案が発覚した
ことを受け、支援センターでは、関係機関と協
議の上、平成21年8月から、被疑者国選弁護人
が接見をした場合に疎明資料を提出してもらう
制度を導入するなど、再発防止のための措置を
講じた。
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Ｂ 　各地方事務所単位で，各事業年度
に，国選弁護人契約弁護士を対象とし
て，（削除）説明会を実施するなどの
方法で研修を行ったこと，弁護報酬の
不正請求事案の再発防止のための制度
の周知を行ったことは評価できるが，
その中身は形式的な内容にとどまって
おり，十分なものとはいえない。今後
は，関係団体と協議するなどして，国
選弁護活動の充実を図るという観点か
ら国選弁護人契約弁護士の質の向上に
向けた取組についても検討すべきであ
る。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

　支部を含むすべての地方事務所で年度計画に
基づく研修を実施した。研修の内容としては、
解説書を配布したものが55か所、センター主催
の説明会を実施したものが18か所、弁護士会主
催の説明会に参加する方法で実施したものが34
か所であった。支援センター主催の説明会とし
ては、事前に契約弁護士に解説書を配布した上
で、本所管内、各支部管内の契約弁護士に対し
て、本所と支部のそれぞれで説明会を行ったな
どの例がある。
　また、国選付添人契約弁護士を対象とする研
修についても、各地方事務所で解説書を配布し
たほか、上記の説明会等の機会を利用するなど
して研修を実施した。
　なお、前年度に、契約弁護士が被疑者国選弁
護事件の報酬請求において、被疑者との接見回
数を実際よりも多く申告することにより過大な
報酬を請求したという事案が発覚したことを受
け、支援センターでは、関係機関と協議の上、
平成21年8月から、被疑者国選弁護人が接見を
した場合に疎明資料を提出してもらう制度を導
入するなど、同種事案の再発防止のための措置
を講じるとともに、その旨を契約弁護士に周知
した。
　さらに、一部の地方事務所では、より直接的
に国選弁護活動の充実に向けた内容の研修も
行った。

※実績報告書（21年度）　49・50ページ参照

　地方事務所ごと
に、平成２１年度に
１回以上、国選弁護
人契約弁護士を対象
とする研修を実施す
る。

　地方事務所ごと
に、事業年度の当初
において、裁判所か
らの指名通知要請を
受けてから裁判所に
候補を通知するまで
の手続類型別の目標
時間を設定し、事業
年度末において、そ
の達成度合いを検証
する。
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

① ① 　地方事務所の窓口
対応専門職員に犯罪
被害者支援に精通し
ている職員を配置す
る。

① ① 　全国10か所の地方事務所（東京、神奈川、埼
玉、川越、千葉、京都、兵庫、愛知、広島、札
幌）には、民間犯罪被害者支援団体の電話相談
等経験者や、警察出身者などを犯罪被害者支援
担当の窓口対応専門職員として配置し、犯罪被
害者等からの来所及び電話による問い合わせに
対し、二次的被害を与えないよう心情に十分配
慮して対応した。また、上記以外の地方事務所
及び上記地方事務所で犯罪被害者支援担当が配
置されない曜日・時間帯については、犯罪被害
者支援担当以外の窓口対応専門職員が犯罪被害
者等からの問い合わせに対応している。これら
の職員についても、犯罪被害者への二次的被害
を防止するため、犯罪被害者等の心情や各地方
事務所における対応事例を踏まえた対応の留意
点など、犯罪被害者支援に関する研修を行っ
た。

Ａ Ａ

　職員に対し、犯罪
被害者支援に関する
研修を実施する。

② ②

30

　平成21年度における犯罪被害者支援業務研修
等の内容は、下記のとおり。
(ｱ)　担当職員研修（日時：平成21年11月5、6
　　日　場所：本部会議室）
　【内容】
　　「被害者参加制度の運用状況」、「日本
　　弁護士連合会犯罪被害者支援委員会の取
　　組」、「被害者参加を経験して」、「犯
　　罪被害者支援業務実務運用上の留意
　　点」、「犯罪被害者支援センターとの連
　　携について」
(ｲ)  担当職員意見交換会（日時：平成21年11
　　月6日　場所：本部会議室）
　　①内容　犯罪被害者支援業務の実務手順
　　　　　等に関する留意点を再確認すると
　　　　　ともに、犯罪被害者等への対応方
　　　　　法、関係機関・団体等との連携方
　　　　　法等について意見交換を行い、問
　　　　　題意識の共有化を図った。
　　②方法　下記のテーマについて、６つの
　　　　　グループに分かれて検討・協議を
　　　　　した後、各グループごとに集約し
　　　　　た意見を発表し、これについて質
　　　　　疑応答、意見交換を行なった。
　【テーマ】
　  「被害者国選弁護関連業務」、「関係機
　　関との連携の在り方」、 「被害者対応
　　時の留意点」、「支援センター内におけ
　　る業務間連携の在り方」、「現行業務の
　　改善すべき点」等
(ｳ)　地方事務所窓口対応専門職員研修
     地方事務所ごとに、平成19、20年度に実
　 施した担当職員研修の講義内容を収めた
　 ＤＶＤや(ｱ)に係る研修資料、当該事務所
　 における対応事例等を用いて研修を実施し
　 た。
(ｴ)　コールセンターオペレーターが提供する
　 サービスの質の向上に向けた取組犯罪被害
　 者の心情に十分に配慮した懇切・丁寧かつ
　 適切な情報提供を行うため、日常の業務に
　 おいて、被害者等の対応に際して生じた苦
　 情内容、精通弁護士紹介・取次に関する留
　 意点等について分析するなどし、問題点や
　 改善すべき点をコールセンターオペレー
　 ターにフィードバックした。
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　各地方事務所において犯罪被害
者支援に精通した窓口対応専門職
員を適切に配置している。また，
コールセンターのオペレーターを
含むその他の職員に対しても，犯
罪被害者支援に関する研修を適切
に行っている。その結果，改善前
７０％台だった受電率が９０％台
に上昇したことは評価できる。

被害者
の心情
に配慮
した適
切な情
報提供
の実施
に向け
た取組
状況

Ｈ１８
：Ａ
Ｈ１９
：Ａ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　各地方事務所において犯罪被害者支
援に精通した窓口対応専門職員を適切
に配置している。また，コールセン
ターのオペレーターを含むその他の職
員に対しても，犯罪被害者支援に関す
る研修を適切に行ったことで，平成２
１年度には受電率も９０％台に上昇し
ている。被害者の心情に配慮した適切
な情報提供の実施に向けた取組は十分
である。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

被害者
の心情
に配慮
した適
切な情
報提供
の実施
に向け
た取組
状況

自己
評価
：Ａ

　犯罪被害者に対し、
被害を受けたときから
の時間の長短を問わ
ず、その心情に十分配
慮した懇切丁寧かつ迅
速な情報提供に努め
る。

 (4) 犯罪被害者支援  (4) 犯罪被害者支援

　地方事務所の窓口
対応専門職員に犯罪
被害者支援に精通し
ている職員を配置す
る。
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　窓口対応専門職員
及び一般職員に対
し、犯罪被害者支援
に関する研修を実施
する。

 (4) 犯罪被害者支援

（地方事務所の職員の配置）
　犯罪被害者等からの情報提供のニーズが高い
地方事務所に、民間犯罪被害者支援団体の電話
相談等経験者や、警察出身者などによる犯罪被
害者支援担当の窓口対応専門職員を配置して、
犯罪被害者等からの来所及び電話による問い合
わせに対し、二次的被害を与えないよう心情に
十分配慮して対応した。
　また、上記以外の地方事務所及び上記地方事
務所で犯罪被害者支援担当が配置されない曜
日・時間帯については、犯罪被害者支援担当以
外の窓口対応専門職員が犯罪被害者等からの問
い合わせに対応した。
　これらの職員についても、犯罪被害者への二
次的被害を防止するため、犯罪被害者等の心情
や各地方事務所における対応事例を踏まえた対
応の留意点など、犯罪被害者支援に関する研修
を行い、その心情に十分配慮した懇切丁寧かつ
迅速な情報提供のための体勢の構築を着実に
図った。

（窓口対応専門職員等に対する研修の実施）
　主に犯罪被害者支援に関する知識・技能等の
習得、地方事務所における犯罪被害者支援業務
を行なう上で生じる問題点等に関する検討・協
議等を内容とした研修を実施し、地方事務所間
における問題意識の共有、犯罪被害者支援業務
の全国的な均質化、地方事務所全体における犯
罪被害者支援の質の向上等を図ってきた。
　また、コールセンターオペレーターに対して
も、同様に被害者の心情に配慮した電話対応へ
の留意点や問い合わせ対応における課題、刑事
手続等の制度等についての研修を実施した。

※実績報告書（第１期）　32・33ページ参照
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

32

② 　支援センターの具体
的な業務の在り方につ
いて、犯罪被害者など
やその支援に携わるも
のの意見を聴取する機
会を設ける。

　② 　犯罪被害者支援に
関し、犯罪被害者や
その支援に携わる者
の意見を聴取する機
会を地方事務所単位
で各事業年度に１回
以上設ける。

③ Ａ

31

犯罪被
害者及
びその
支援者
の意見
聴取に
関する
取組状
況

自己
評価
：Ａ＋

　犯罪被害者支援業務に関する関係機関・団体
等から意見・要望を聴取し、今後の業務のあり
方等の参考にするため、各地方事務所におい
て、関係機関等に対しアンケートに基づく意見
聴取を各年度ごとに実施した。
　犯罪被害者支援連絡協議会への加盟、関係機
関・団体等との連携を着実に図ってきたことな
どにより、関係機関・団体等における支援セン
ターが行う犯罪被害者支援業務に関する認知度
は着実に上昇している。

※実績報告書（第１期）　33～35ページ参照

A+
or
Ａ

　被害者参加人のための国選弁護制度に関する
業務については、当該制度と民事法律扶助等の
各種援助制度を連携又は組み合わせることによ
り、犯罪被害者が経済的に困っている場合で
も、被害直後から刑事手続、民事手続までの一
連の法的手続等に関し弁護士の援助を受けるこ
とが可能であることを踏まえ、精通弁護士の紹
介に加え、被害者参加人のための国選弁護制度
及び民事法律扶助制度等の更なる周知に努めて
いく必要がある。
　連携（紹介・取次等）状況に関する調査結果
については、支援センターから紹介（取次含）
を受けたという利用者の数は2,631名（前年度
1,340名）であり、逆に関係機関等から支援セ
ンターを紹介（取次含）したことがある利用者
の数は11,651名（前年度8,473名）であったこ
とから、関係機関との連携がより密なものと
なっている。

※実績報告書（21年度）　52・53ページ参照

Ａ＋　各地方事務所において，各事業
年度に１回以上，犯罪被害者及びその
支援者からの意見・要望を聴取し，今
後の業務の質の向上を図るため，関係
機関・団体等に対してアンケート調査
を実施した。その結果，ほとんどの項
目で毎年認知度の上昇が認められ，支
援センターに対する要望や期待も一層
具体的なものとなっている。犯罪被害
者及びその支援者の意見聴取に関する
取組は，特に優れていると評価でき
る。

Ａ　各地方事務所において，各事業年
度に１回以上，犯罪被害者及びその支
援者からの意見・要望を聴取し，今後
の業務の質の向上を図るため，関係機
関・団体等に対してアンケート調査を
実施した。その結果，ほとんどの項目
で毎年認知度の上昇が認められ，支援
センターに対する要望や期待も一層具
体的なものとなっている。その意味
で，犯罪被害者の支援者の意見聴取に
関する取組は，特に優れていると評価
できる。次期中期目標期間において
は，更に実際の犯罪被害者からの意見
聴取など犯罪被害者のニーズの把握に
向けた取組が進められることが期待さ
れる。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

　犯罪被害者支援業務に関する関係機関・団体
等から意見・要望を聴き、今後の業務の在り方
等の参考にするため、下記要領でアンケート調
査を実施した。
１  実施時期：平成22年2月～3月
２　回答機関・団体数：1,286
　（弁護士会，地方検察庁、都道府県警察、
　都道府県庁福祉主管課，女性相談セン
　ター、児童相談所、精神保健福祉セン
　ター、民間支援団体等）
３　聴取項目
　　「支援センターが犯罪被害者支援業務を
　行っていることの周知状況」､「支援セン
　ターの犯罪被害者支援業務内容に関する周
　知状況」､「支援センターとの連携（紹介・
　取次等）状況」､「支援センターに対する被
　害者等からの意見」等
　
　支援センターが犯罪被害者支援業務を行っ
ていることに関する調査結果については、
93.5％の関係機関・団体において認知されて
いた（前年度91.9％）。
　各業務の具体的内容に関する認知度の調
査は以下の通りで、いずれも着実に認知度
は高まっている。
①犯罪被害者支援ダイヤル
　　犯罪被害者ダイヤルの設置を知っていた
　こと 82.9％（前年度82.7％）
②犯罪被害者支援に関する制度や支援窓口に
　ついての紹介
　・刑事手続の流れや各種支援制度等の紹介
　　をしていること 83.2％（同73.7％）
　・各機関・団体で行っている支援内容や利
　　用方法等の案内をしていること
　　80.1％（同69.8％）
③精通弁護士の紹介
　・無料で紹介後は、原則として弁護士費用
　　は有料となること 77.1％(同66.3％)
　・犯罪被害者等の経済状況等に応じて弁護
　　士費用にかかる援助制度を利用できるこ
　　と 72.7％（同65.0％）
④国選被害者参加弁護士の選定に関する業務
　・国選被害者参加弁護士の候補を指名し、
　　裁判所へ通知する業務を行っていること
　　49.5％（同40.4％）
　・被害者参加人の意見を聴いて、国選被害
　　者参加弁護士の候補を指名すること
　　43％（同34.7％）

　犯罪被害者支援に
関し、犯罪被害者や
その支援に携わる者
の意見を聴取する機
会を地方事務所単位
で平成２１年度に１
回以上設ける。

犯罪被
害者及
びその
支援者
の意見
聴取に
関する
取組状
況

Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　犯罪被害者及びその支援者から
の意見・要望を聴取し，今後の業
務の質の向上を図るため，すべて
の地方事務所において，関係機
関・団体等に対してアンケート調
査を実施した。その結果，すべて
の項目で前年度より高い認知度が
示され，支援センターに対する要
望や期待も一層具体的なものと
なっている。引き続き関係機関・
団体等における支援センターの業
務の周知徹底を図るとともに，実
際の犯罪被害者からの意見聴取に
努めることを期待する。

○回答機関・団体（※）数の推移

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

1,289 1,376 1,254 1,286

※弁護士会、地方検察庁、都道府県警察、都道府県庁福祉主管課、女性相談

　センター、児童相談所、精神保健福祉センター、民間支援団体等

○主な認知度結果の推移

１　支援センターが犯罪被害者業務を行なっていること

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

90.1% 91.4% 91.9% 93.5%

２　犯罪被害者支援ダイヤルの設置について知っていること

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

69.7% 76.9% 82.7% 82.9%

３　犯罪被害者支援に関する制度や支援窓口の紹介を行っていること

平成18年度 平成19年度 平成20年度

80.3% 81.2% 87.8%

平成21年度

下記3-1、3-2に特化（※）

※当該紹介業務の具体的内容（3-1、3-2）の認知度の方がより重要

　であることをかんがみたもの。

3-1　刑事手続の流れや各種支援制度等の紹介をしていること

平成20年度 平成21年度

73.7% 83.2%

平成20年度 平成21年度

69.8% 80.1%

3-2　各機関・団体で行っている支援内容や利用方法等の案内
　 をしていること

４　精通弁護士の紹介を行っていることについて知っているもの

平成18年度 平成19年度 平成20年度

68.0% 72.2% 81.2%

平成21年度

下記4-1、4-2に特化（※）

※当該紹介業務の具体的内容（4-1、4-2）の認知度の方がより重要

　であることをかんがみたもの。

4-1　無料で紹介後は、原則として弁護士費用は有料となること

平成20年度 平成21年度

66.3% 77.1%

平成20年度 平成21年度

65.0% 72.7%

4-2　犯罪被害者等の経済状況等に応じて弁護士費用にかかる
　 援助制度を利用できること

平成18年度 平成19年度 平成20年度

13.0% 15.2% 18.1%

平成21年度

下記5-1に特化（※）

※関係機関等の利用者で支援センターの紹介を受けた数の増加が、連携のバ
　ロメーターとして、より重要な指標と思料したもの。人数の増加に関して

　は、5-1のとおり。

５　支援センターの紹介により関係機関・団体を利用した犯罪
  被害者等があったもの

5-1　支援センターから紹介（取次含）を受けたという利用者の数

平成20年度 平成21年度

1,340人 2,631人

６　利用者に対して支援センターを紹介したことがあるもの

平成18年度 平成19年度 平成20年度

23.4% 29.7% 39.5%
※関係機関等の利用者に対し支援センターを紹介した数の増加が、連携のバ
　ロメーターとして、より重要な指標と思料したもの。人数の増加に関して

　は、6-1のとおり。

平成21年度

下記6-1に特化（※）

平成20年度 平成21年度

8,473人 11,651人

6-1　関係機関等から支援センターを紹介（取次含）したこと
　 がある利用者の数
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33

③ 　犯罪被害者支援に精
通している弁護士を紹
介する体制の整備と拡
充を図る。

　③ 　各地方事務所単位
において、犯罪被害
者支援に精通してい
る弁護士を確保す
る。

④ 精通弁
護士の
確保及
び犯罪
被害者
への適
切な紹
介に関
する取
組状況

Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

④ Ａ 　精通弁護士の名簿登載数及びそ
の紹介件数は順調に増加してお
り，精通弁護士の確保及び犯罪被
害者への紹介業務は適切に遂行さ
れている。今後は，統計データ等
を指標として犯罪被害者の総数を
把握し，それとの対比で業務の効
果測定を行う仕組みを構築するな
ど業務の質の向上に向けた努力が
引き続き期待される。

32

精通弁
護士の
確保及
び犯罪
被害者
への適
切な紹
介に関
する取
組状況

自己
評価
：Ａ

　犯罪被害者支援に精通している弁護士（以下
「精通弁護士」という。）を紹介する体制の整
備と拡充を図るべく、各地方事務所において、
精通弁護士の確保に取り組んできたところ、そ
の結果、下記のとおり、精通弁護士名簿搭載者
数、及び精通弁護士紹介数は着実に増加してい
る。

※実績報告書（第１期）　35・36ページ参照

Ａ 　中期目標期間を通じ，精通弁護士の
名簿登載数及びその紹介件数は順調に
増加しており，精通弁護士の確保及び
犯罪被害者への適切な紹介に関する取
組は適切に遂行されている。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

  地方事務所長は、弁護士会会長から、以下の
ⅰ）又はⅱ）に該当する弁護士を犯罪被害者支
援に精通している弁護士として推薦を受け、こ
れを基に精通弁護士名簿を作成している。同名
簿には、平成22年4月1日現在、全国で1,839名
（同19年3月31日現在1,185名、同20年3月1日現
在1,261名、同21年4月1日現在1,570名）が登載
されており、各弁護士会の協力を得ながら着実
に増加している。
ⅰ）　下記の犯罪被害者等支援に関連する業
　　務のいずれかを経験したことのある弁護
　　士
　　・犯罪被害者等の依頼により行う法律事
　　　務
    ・弁護士会又は犯罪被害者支援団体によ
　　　り行われる犯罪被害者等支援活動
ⅱ）　日本弁護士連合会、弁護士会又は全国
　　被害者支援ネットワーク加盟の犯罪被害
　　者支援団体の実施する犯罪被害者支援に
　　関する研修を複数受講した弁護士犯罪被
　　害者やそのご家族からの問い合わせに応
　　じ、全国の地方事務所で合計898件の精通
　　弁護士の紹介を行った。
　（平成20年度の紹介件数は696件、19年度は
　　590件、18年度は97件）

※実績報告書（21年度）　53・54ページ参照

　地方事務所単位に
おいて、犯罪被害者
支援に精通している
弁護士を確保すると
ともに、犯罪被害者
に対し適切に紹介を
行う。

○精通弁護士名簿搭載者数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

1,185人 1,261人 1,570人 1,839人

○精通弁護士紹介件数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

97人 590人 696人 898人
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34

④ 　損害賠償による被
害回復を求める犯罪
被害者に対しては、
資力に乏しい場合の
民事法律扶助制度の
利用に関する適切か
つ積極的な助言を徹
底する。

⑤ 犯罪被
害者に
対する
適切な
情報提
供等の
支援へ
向けた
取組状
況

Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

⑤ 　コールセンターにおいては、相談者に民事法
律扶助制度や日本弁護士連合会委託援助制度を
説明するとともに、地方事務所に取り次ぐ際に
は、利用希望の情報を取次依頼書に記載するな
ど、統一した対応が行えるよう配慮している。
　取次ぎを受けた地方事務所においては、精通
弁護士が民事法律扶助の契約弁護士であるか否
かを精通弁護士名簿等で確認し、被害者の経済
状況に応じ、適切に弁護士に取り次ぐ態勢を整
えている。
　また、職員研修等においては、被害者参加人
のための国選弁護制度の施行に伴い、損害賠償
命令申立てに係る民事法律扶助、日本弁護士連
合会委託援助（犯罪被害者法律援助）との連携
の在り方等について、各地方事務所における具
体的事例による検討等を行った。
　なお、平成22年４月１日現在における被害者
参加弁護士契約弁護士数（2,219名）のうち、
民事法律扶助契約を締結している弁護士は
2,039名（約92％）、日本弁護士連合会委託援
助契約を締結している弁護士は1,850名（約
83％）となっている。

※実績報告書（21年度）　54ページ参照

Ａ 　資力に乏しい犯罪被害者が民事
法律扶助制度や日弁連委託援助事
業を適切に利用できるよう，犯罪
被害者支援にかかわる職員の研修
を行ったり，コールセンターと地
方事務所間において適切かつ円滑
に情報を引き継ぐなどの連携強化
に取り組んでいる上，民事法律扶
助契約を締結している精通弁護士
に取り次ぐなどのきめ細やかな対
応がなされており，犯罪被害者に
対する情報提供等の支援状況は全
体として良好と評価できる。今後
は，実際の利用者から意見や要望
を聴取し，それを業務に反映し，
犯罪被害者に対するより適切な情
報提供等の支援が行えるような態
勢を構築するなどの取組も期待さ
れる。

犯罪被
害者に
対する
適切な
情報提
供等の
支援へ
向けた
取組状
況

自己
評価
：Ａ

Ａ

35

⑥ ⑥ Ｂ

（国選被害者参加弁護士契約弁護士に対する研
修の実施）
　各地方事務所において、業務解説書等の配
布、被害者参加人のための国選弁護制度の運用
状況の説明等を実施した。
　また、隔月で開催している支援センター本部
犯罪被害者支援課と日本弁護士連合会との協議
において、被害者参加人のための国選弁護制度
の運用状況に関する説明を行なった。

※実績報告書（第１期）　36・37ページ参照

　国選被害者参加弁護士契約弁護
士に対し，解説書の配布，説明会
の実施等の研修を行い，また日本
弁護士連合会との協議において，
被害者参加人のための国選弁護制
度の運用状況に関する説明を行っ
たが，形式的な内容にとどまって
おり，十分なものとはいえない。
平成２１年度は被害者参加制度の
施行から間もない時期であったこ
とから研修の回数・内容が不十分
なものにとどまったという事情が
あったにせよ，今後は，関係団体
と協議するなどして，契約弁護士
が提供するサービスの質の向上に
向けた具体的な取組についても検
討するように求める。

  各地方事務所における実施状況は下記のとお
りである。
・　業務解説書等を配布したもの　38か所
・　地方事務所において、被害者参加人のた
　めの国選弁護制度の運用状況の説明等を
　実施したもの　７か所
・　弁護士会主催の説明会に出席し、被害者
　参加人のための国選弁護制度の運用状況
　の説明等を実施したもの　11か所
　また、隔月で開催している支援センター本部
犯罪被害者支援課と日本弁護士連合会との協議
において、被害者参加人のための国選弁護制度
の運用状況に関する説明を行なった。

※実績報告書（21年度）　55ページ参照
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国選被
害者参
加弁護
士に対
する研
修の実
施状況

Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　資力に乏しい犯罪
被害者が、民事法律
扶助制度や日弁連委
託援助を利用できる
よう、適切かつ積極
的な情報提供等を行
う。

　地方事務所ごと
に、平成２１年度に
１回以上、国選被害
者参加弁護士契約弁
護士を対象とする研
修を実施する。

　資力の乏しい犯罪被
害者が民事法律扶助制
度を適切に活用し、損
害賠償請求による被害
回復を行えるように適
切な情報提供に努め
る。

④ 　資力に乏しい犯罪被害者が民事法律
扶助制度や日弁連委託援助事業を適切
に利用できるよう，犯罪被害者支援に
かかわる職員の研修を行ったり，コー
ルセンターと地方事務所間において適
切かつ円滑に情報を引き継ぐなどの連
携強化に取り組んでいる上，民事法律
扶助契約を締結している精通弁護士に
取り次ぐなどのきめ細やかな対応がな
されている。
　また，国選被害者参加弁護士契約弁
護士に対し，業務解説書を配布したほ
か，説明会を実施するなどの研修も行
われている。
　全体として，犯罪被害者に対する情
報提供等の支援状況は良好と評価でき
る。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

（被害者参加制度及び損害賠償命令制度等の適
切な情報提供等）
　犯罪被害者等に対し、被害者参加制度、被害
者参加人のための国選弁護制度及び損害賠償命
令制度等の新制度について、できる限り平易な
言葉を使用したＦＡＱ、犯罪被害者支援リーフ
レットを作成し、全国の地方事務所から関係機
関等を通じ、相談者にリーフレットの適宜配布
を依頼するなどして、周知の徹底を図った。
　また、上記各制度施行前後に、ほとんどの地
方事務所において、関係機関等による協議会や
フォーラム、各種啓発活動に参加するなどの取
り組みを行い、上記各制度の周知を図るととも
に、ホームページ上においても、上記各制度の
概要を掲載し、制度利用に必要な書類がダウン
ロードできるようにするなど工夫をすること
で、制度に係る情報入手・利用に関する利便性
を図ってきた。
　併せて、コールセンターのオペレーターに上
記各制度を周知するとともに、事案に応じて地
方事務所へ転送・取次等の対応ができるよう対
応チャート・ポンチ絵を作成し、研修等を通じ
て、具体的な事例においてどのように運用され
るのかなどについて説明等を行い、関係機 関
や弁護士との連携のもと、迅速・円滑に対応で
きている。
（民事法律扶助、日本弁護士連合会委託援助制
度の情報提供等）
　損害賠償による被害回復を求める犯罪被害者
に対し、資力に乏しい場合の民事法律扶助制度
の利用の適切かつ積極的な助言の徹底を図るた
め、コールセンターにおいては、相談者に民事
法律扶助制度や日本弁護士連合会委託援助制度
を説明するとともに、地方事務所に取り次ぐ際
には、利用希望の情報を取次依頼書に記載する
など統一した対応を行えるよう配慮した。
　また、地方事務所においては、精通弁護士が
民事法律扶助の契約弁護士であるか否かを精通
弁護士名簿等で確認し、被害者の経済状況に応
じ、適切に弁護士に取り次ぐ態勢を整えた。
　さらに、被害者参加人のための国選弁護制
度、損害賠償命令申立てに係る民事法律扶助、
日本弁護士連合会委託援助との連携が重要であ
るため、研修等において、図表を用いた説明や
具体的な事例による検討等を行うなど、理解・
協力関係を深めながら制度を重畳的に活用し、
被害者の負担をより少なくできる運用が図れ
た。
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36

　常勤弁護士の限りあ
る業務量の中で可能な
限り利用者のニーズに
即したサービスを提供
するべく、司法過疎地
域における事務所に配
置された常勤弁護士の
民事法律扶助業務・国
選弁護業務・有償事件
受任業務の合理的な配
分を図る。

　常勤弁護士の限り
ある業務量の中で可
能な限り利用者の
ニーズに即したサー
ビスを提供するべ
く、司法過疎地域に
おける事務所に配置
された常勤弁護士の
民事法律扶助業務・
国選弁護業務・有償
事件受任業務の合理
的な配分を行う。

　常勤弁護士の限られた労力を、司法過疎地域
の利用者のニーズに即してバランスよく法律
サービス提供に用いるため、民事法律扶助事
件・国選弁護事件・４号有償事件の配分につい
ての目安を定めた上、地域の実情に応じて、事
件を受任することとしている。
　平成21年度までに司法過疎対策として設置し
た26か所の地域事務所における受任事件数の内
訳は、平均すれば、受任事件全体の3.5割程度
が４号有償事件、４割程度が民事法律扶助事
件、2.5割程度が国選弁護・付添事件である
が、各々を見れば、設置された地域の需要に応
じ、その内訳は様々である。

※実績報告書（21年度）　55ページ参照

Ａ 　司法過疎地域事務所に配置され
た常勤弁護士が利用者のニーズに
応じたサービスを提供できるよ
う，受任事件の配分について合理
的な目安を定めた上で，地域の実
情に応じた柔軟な各種事件の受任
が行われている。常勤弁護士の熱
意のある行動と地域に常駐する常
勤弁護士だからこそできる地域の
実情に適合したサービス提供がな
されていることがうかがわれ，こ
れらの点は評価できる。今後も適
切に目安の見直しを行い，常勤弁
護士がその能力を十分に発揮さ
せ，利用者のニーズに応えていけ
るような体制の維持が期待され
る。

34

司法過
疎地域
におけ
る利用
者の
ニーズ
に応じ
た常勤
弁護士
による
サービ
ス提供
の在り
方の検
討及び
その実
施状況

自己
評価
：Ａ

　常勤弁護士の限られた労力を、司法過疎地域
の利用者のニーズに即してバランスよく法律
サービス提供に用いるため、民事法律扶助事
件・国選弁護事件・４号有償事件の配分につい
ての目安を定めた上、地域の実情に応じて、事
件を受任することとした。平成21年度までに司
法過疎対策として設置した26か所の地域事務所
における受任事件数の内訳は、平均すれば、受
任事件全体の3.5割程度が４号有償事件、４割
程度が民事法律扶助事件、2.5割程度が国選弁
護・付添事件であったが、各々の地域の需要に
応じて受任したため、地域事務所によってその
内訳は様々であった。

※実績報告書（第１期）　37・38ページ参照

Ａ 　中期目標期間を通じ，司法過疎地域
事務所に配置された常勤弁護士が利用
者のニーズに応じたサービスを提供で
きるよう，受任事件の配分について合
理的な目安を定めた上で，地域の実情
に応じた柔軟な各種事件の受任が行わ
れている。常勤弁護士の熱意のある行
動と地域に常駐する常勤弁護士だから
こそできる地域の実情に適合したサー
ビス提供がなされていることがうかが
われ，これらの点は評価できる。今後
も適切に目安の見直しを行い，常勤弁
護士がその能力を十分に発揮させ，利
用者のニーズに応えていけるような体
制の維持が期待される。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

37

　地方事務所単位で、
関係機関との連携を強
化するための協議の開
催を図る。

　地方事務所単位
で、連携関係にある
すべての関係機関と
平成１９年度以降各
事業年度に１回以上
（裁判所・検察庁・
弁護士会との間では
２回以上）、連携の
現状と強化の方策等
に関する協議を行
う。

地方事
務所単
位での
関係機
関・団
体との
連携強
化に向
けた取
組状況

Ｈ１８
：Ａ
Ｈ１９
：Ａ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　全地方事務所において、平成21年度中に少な
くとも１回、地方協議会を開催したことによ
り、支援センターの業務等に対する理解・協力
が一層深まり、平成21年度のコールセンターの
認知媒体における関係機関の件数は80,297件
（前年度比約26％増）であり、関係機関との連
携が強化された。

※実績報告書（21年度）　55ページ参照

Ａ 　すべての地方事務所において，
平成21年度中に少なくとも１回，
地方協議会を開催し，情報提供業
務等，支援センターの業務におけ
る個別事例の解決方法を説明する
ことで，関係機関に支援センター
との連携の現状に具体的なイメー
ジを付与するとともに，多重債務
問題，家事問題，消費者問題等に
ついて，分野別に連携の構築や強
化の方策等について意見交換を
行った。それにより，関係機関の
理解・協力が一層深まり，平成21
年度のコールセンターの認知媒体
における関係機関の件数が増加
（前年度比26％増）するなど，連
携関係が強化された。

35

地方事
務所単
位での
関係機
関・団
体との
連携強
化に向
けた取
組状況

自己
評価
：Ａ＋

　全地方事務所において、年度中に少なくとも
１回、地方協議会を開催したことにより、支援
センターの業務等に対する理解・協力が一層深
まり、コールセンターの認知媒体における関係
機関の件数が、平成19年度は36,218件、平成20
年度は63,776件、平成21年度は80,297件と年々
増加するなど、関係機関との連携が強化され
た。

※実績報告書（第１期）　38・39ページ参照

Ａ 　すべての地方事務所において，事業
年度に１回以上，地方協議会を開催
し，情報提供業務等，支援センターの
業務における個別事例の解決方法を説
明することで，関係機関に支援セン
ターとの連携の現状について具体的な
イメージを付与するとともに，多重債
務問題，家事問題，消費者問題等につ
いて，分野別に連携の構築や強化の方
策等について意見交換を行った。それ
により，関係機関の理解・協力が一層
深まり，コールセンターの認知媒体に
おける関係機関の件数が年々大幅に増
加するなど，連携関係が強化された。
地方事務所単位での関係機関・団体と
の連携強化に向けた取組は，十分であ
る。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

 (5) 司法過疎対策

 (6) 関係機関連携強化

 (5) 司法過疎対策

 (6) 関係機関連携強化  (6) 関係機関連携強化

　地方事務所単位
で、連携関係にある
関係機関と、連携の
現状と強化の方策等
に関する協議を行う
よう努める。

　常勤弁護士が配置
された上記１(5)の地
域事務所において、
利用者のニーズに即
したサービスを提供
するべく、常勤弁護
士の民事法律扶助業
務・国選弁護業務・
国選被害者参加事件
受任業務・有償事件
受任業務の合理的な
配分を行うための具
体的な方策を企画・
立案し、実施する。

 (5) 司法過疎対策

司法過
疎地域
におけ
る利用
者の
ニーズ
に応じ
た常勤
弁護士
による
サービ
ス提供
の在り
方の検
討及び
その実
施状況

Ｈ１８
：Ａ
Ｈ１９
：Ａ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

○コールセンターの認知媒体における関係機関の占める件数

平成19年度 平成20年度 平成21年度

件　数 36,218 63,776 80,297

対前年度比 - 176.1% 125.9%
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

５　財務内容の改善に関する事項

38

　補助金・寄付金の自
己収入増加に努める。

36

補助
金・寄
付金の
自己収
入増加
に向け
た取組
状況

自己
評価
：Ａ

　寄附金収入は前年度から減少し
たが，前年度から引き続いて寄附
募集の広報活動を積極的に行った
り，「更生寄附」や「法テラス・
サポーターズクラブ」といった新
たな寄附金受入制度を開始するな
ど自己収入の増加に向けた多様な
取組を行ったことは評価できる。
新たな寄附金受入制度は，寄付金
額はまだ大きな金額には至ってい
ないが，その宣伝に努めることに
より，法テラスの周知に寄与する
と考えられるので，この点でも評
価できる。

　平成21年度における寄附金収入は約１億
5,000万円であった。
　平成21年度における取組としては、前年度に
引き続き、広報誌やホームページに寄附金募集
の案内を掲載するなどしたほか、前年度から検
討・準備を行っていた新たな寄附金の受入制度
を開始し、寄附金等の自己収入の受入れを図っ
た。
　新たな寄附金の受入制度としては、罪を犯し
て保護観察中の方や仮釈放を許された方の改
善・更生に資するための寄附の受入制度である
「更生寄附」を、平成21年11月から開始し、広
報誌等に案内を掲載したほか、法務省を通じて
全国の保護観察所、保護司等への周知を行っ
た。また、個人・法人を問わず広く一般の方か
ら寄附を集めるための仕組として、「法テラ
ス・サポーターズクラブ」を同年12月に創設
し、入会の申込み、寄附の受入れを開始した。
なお、同サポーターズクラブの申込みに当たっ
ては、ホームページからも行えるようにするな
どの工夫を図った。
　他方、地方公共団体からの補助金について
は、160万円余りにとどまった。

※実績報告書（21年度）　10・11ページ参照

A Ａ　広報物やホームページに寄附金募
集の案内を掲載したり，契約弁護士や
検察官にしょく罪寄附を紹介するチラ
シを配布するなど積極的な広報活動を
行っている上，「更生寄附」や「法テ
ラス・サポーターズクラブ」といった
新たな寄附金受入制度を開始してい
る。また，補助金の自己収入増加を図
るため，複数の地方公共団体に対し，
総合法律支援法の趣旨を説明するなど
して協力を求めている。寄附金収入に
ついては，平成21年度に前年度から減
少し，補助金収入については，平成19
年度から減少が続いているが，自己収
入増加に向けた多様な取組を積極的に
行っていると評価できる。
　以上を踏まえ，中期目標を達成した
と評価する。

Ｂ　広報物やホームページに寄附金募
集の案内を掲載したり，契約弁護士や
検察官にしょく罪寄附を紹介するチラ
シを配布するなどの広報活動を行って
いる上，「更生寄附」や「法テラス・
サポーターズクラブ」といった新たな
寄附金受入制度を開始している。ま
た，補助金の自己収入増加を図るた
め，複数の地方公共団体に対し，総合
法律支援法の趣旨を説明するなどして
協力を求めている。しかしながら，寄
附金収入については，平成21年度には
前年度から減少し，補助金収入につい
ては，平成19年度から減少が続いてい
る。寄附金については，景気の悪化な
ど外部環境の影響によるところが大き
いとはいえ，引き続き自己収入の増加
に向けた努力を重ねることが期待され
る。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

補助
金・寄
付金の
自己収
入増加
に向け
た取組
状況

Ｈ１８
：Ｂ
Ｈ１９
：Ｂ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

 (1) 総括 Ａ
or
Ｂ

　寄附金の自己収入増加を図るため、広報物や
ホームページに寄附金募集の案内を掲載すると
ともに、寄附金の大部分を占める被疑者・被告
人からのしょく罪寄附を増加させるため、契約
弁護士や検察官に対し、しょく罪寄附を紹介す
るチラシを配布するなどして周知に努めたほ
か、罪を犯して保護観察中の方や仮釈放を許さ
れた方の更生に資するための寄附を受入れ制度
である「更生寄附」及び個人・法人を問わず広
く一般の方から寄附を集めるための仕組である
「サポーターズクラブ」を新規に創設した。
　また、補助金の自己収入増加を図るため、複
数の地方公共団体に対し、総合法律支援法第９
条の趣旨を説明するなどして理解と協力が得ら
れるよう努めた。

※実績報告書（第１期）　39ページ参照

○寄附金・補助金の実績 （単位：円）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

寄附金 57,984,814 132,465,693 180,944,364 150,625,349

補助金 0 2,530,000 1,920,000 1,630,000

合　計 57,984,814 134,995,693 182,864,364 152,255,349
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標
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度）

39

　償還を要すべき者の
滞納率を引き下げるこ
となどにより、償還金
収入の確保に努める。

37

① 　有償事件の受任等に
よる自己収入額を増加
させる。

② 　地方公共団体その他
関係機関・団体からの
財政的支援（例えば、
事務所の無償又は廉価
な借料での貸与等）の
獲得に努める。

　これまで、地方公共団体その他関係機関・団
体から財政的支援を受けた実績としては、佐渡
地域事務所において、佐渡市役所から事務所を
使用賃借した例がある。
　今後は、地方公共団体その他関係機関・団体
との連携を深め、支援センターの業務に対する
理解・協力をより一層仰ぎ、更なる財政的支援
の獲得に努めたい。

※実績報告書（第１期）　40・41ページ参照

Ａ　初期滞納者や長期未収納者に
対する督促を充実させるなどの工
夫を行い，前年度を上まわる償還
金収入を得ることができたこと，
償還金収入の確保へ向けた取組は
着実に進んでいることは評価でき
る。

Ｂ　初期滞納者や長期未収納者に
対する督促を強化し，償還金収入
額が増加したことは認められる
が，平成21年度中に書類作成援助
及び代理援助件数が大幅に増加
し，立替金債権自体が増加したこ
とを考慮すると，督促強化による
効果を過大評価することはできな
い。支援センターとして償還金の
回収率の改善に努めていることは
理解できるものの，償還金収入確
保に向けた更なる工夫と努力を行
う必要がある。加えて，あるべき
償還率を算定し，償還業務の客観
的な評価を可能にするシステムを
早急に構築する必要がある。

償還金
収入の
確保に
向けた
取組状
況

自己
評価
：Ｂ

　平成21年度までに常勤弁護士を配置した支援
センターの事務所は合計78か所であり、そのう
ち、同年度に常勤弁護士を新たに配置又は増員
した地方事務所及び支部は35か所、地域事務所
は20か所である。各地の支援センター法律事務
所には、それぞれ１ないし５名の常勤弁護士を
常駐させている。

※実績報告書（21年度）　35・36ページ参照

　有償事件のニーズが大きい実質
的ゼロワン地域及びそれに次ぐ司
法過疎地域４箇所に司法過疎地域
事務所を新設したが，司法過疎地
域事務所全体での有償事件処理に
よる事業収益は前年度から減少し
ている上，地方公共団体等からの
財政的支援の獲得実績はなく，全
体としてはまだまだ努力の余地が
ある。

38

　不良債権の増大化などを受け，平成
20年度における業務実績評価の際，当
委員会として，支援センターに対し，
償還金収入の確保に向けた課題につ
き，早急に，目に見える形で実効性の
ある対策を講じることを強く要請した
ところであるが，平成21年度には，支
援センターにおいて，初期滞納者や中
長期滞納者に対する督促を充実させる
などの工夫を行い，平成20年度を相当
上回る償還金収入を確保したことは認
められるが，平成21年度中に書類作成
援助及び代理援助件数が大幅に増加
し，立替金債権も増大したことを考慮
すると，平成21年度における償還金収
入額の増加のうち，督促強化等による
効果がどの程度あったのかは不明であ
ると言わざるを得ない。中期目標期間
を通じて、支援センターとして償還金
の回収率の改善に努めていることは理
解できるものの，償還金収入確保に向
けた更なる工夫を行う必要がある。次
期中期目標期間においては、償還率の
向上ないし滞納率の引き下げを客観的
に検証できるようなシステムを構築す
ることも課題である。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

司法過
疎事務
所にお
ける自
己収入
の増加
及び地
方公共
団体等
からの
財政支
援獲得
に向け
た取組
状況

自己
評価
：Ｂ

 (2) 民事法律扶助

 (3) 司法過疎対策

40

Ａ
or
Ｂ

Ｂ

償還金
収入の
確保に
向けた
取組状
況

Ｈ２０
：Ｂ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

司法過
疎事務
所にお
ける自
己収入
の増加
及び地
方公共
団体等
からの
財政支
援獲得
に向け
た取組
状況

Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ｂ

　初期滞納者に対する督促を充実させるため、
平成21年度からコンビニ督促の回数を、初回及
び３か月連続滞納者から初回、１か月、２か月
及び３か月連続滞納者に増やしたところ、初回
及び３か月連続滞納者からの償還金2億1,592万
5,833円に対し、初回、１か月、２か月及び３
か月連続滞納者からの償還金は5億926万9,832
円という成果が得られた。
　また、長期未収納者（滞納1年以上34,538
件）に対し手紙による督促を実施したところ、
4,269人（12.3％）が償還を再開し約7,400万円
の償還を得ることができた。
　これらの取組の結果、平成21年度の償還金は
97億3,381万2,492円となり、同20年度（83億
8,172万4,557円）と比較すると13億5,208万
7,935円増加した。

※実績報告書（21年度）　16ページ参照

　有償事件のニーズが大きい実質的ゼ
ロワン地域及びそれに次ぐ司法過疎地
域に司法過疎地域地方事務所26箇所を
もうけた結果，平成20年度には有償事
件受任による事業収益約４億円を計上
することができたものの，平成21年度
においては，地域事務所数が増えたに
もかかわらず，事業収益額が減少して
いる。この点は民事法律扶助事件の増
加や過払い案件の減少などを理由とす
るものと考えられるが，自己収入の増
加に向けた取組はなお十分であるとは
言えない。地方公共団体等からの財政
的支援の獲得実績も乏しく，全体とし
てはまだまだ努力の余地がある。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

B

B

　初期滞納者に対する督促が有効であることか
ら、平成21年度はコンビニ督促の回数を、初回
及び3か月連続滞納者から初回、１か月、２か
月及び３か月連続滞納者に増やしたところ、初
回及び３か月連続滞納者からの償還金約2億
1,592万5,833円に対し、初回、１か月、２か月
及び３か月連続滞納者からの償還金は5億926万
9,832円という成果が得られた。また、長期未
収納者（滞納1年以上34,538件）に対し督促を
実施したところ、4,269人から7,400万の償還を
得ることができた。その他、各地方事務所にお
いても、各地の実情に応じて償還率を向上させ
るために適切な督促を行った。これらの結果、
平成21年度は97億3,381万2,492円（前年度より
13億5,208万7,935円増）の償還金収入を得た。
　また、電話督促態勢の整備に向けた費用対効
果予測のため、外部委託業者による電話による
入金案内試行を実施した。

※実績報告書（第１期）　39・40ページ参照

　司法過疎地域事務所における有償事件の受任
による自己収入額は、平成２０年度までは増加
したが、平成２１年度については、前年度より
約７０００万円減少した。　この理由として
は、民事扶助・国選事件数の増加に伴い、受任
事件に占める有償事件の割合が低下したこと、
過払い案件の減少により事件１件あたりの収益
が減少したことなどが考えられる。
　今後は、各地域のニーズに応じて事件を受任
しつつ、より一層の常勤弁護士の業績向上を図
り、自己収入額の増加に努めたい。

○償還金の推移 （単位：千円）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

6,564,719 7,579,692 8,381,724 9,733,812
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

(1) 予算

Ａ

(2) 収支計画

(3) 資金計画

５　短期借入金の限度額 ６　短期借入金の限度額

　短期借入金の限度
額は、３３億円と
し、短期借入金は、
運営費交付金等の資
金の出入に時間差が
生じた場合、その他
不測の事態が生じた
場合に充てるために
用いるものとする。

短期借
入金の
状況

該当なし。 短期借
入金の
状況

　中期目標期間における短期借入れの実績はな
かった。

　重要な財産の処分
に関する計画の見込
みはない。

７　剰余金の使途 ８　剰余金の使途

　剰余金は、情報提
供に関する業務の充
実、新制度周知徹底
活動の充実及び職員
研修の充実等に充て
る。

剰余金
の使途
につい
ての状
況

該当なし。 剰余金
の使途
につい
ての状
況

　該当なし。

別紙１～３のとおりである。 　常勤弁護士の採用数が少なかっ
たことによる人件費相当の経費減
が生じた一方で，支出について
は，一般競争入札の利用等により
一般管理費を削減するなどして効
率的な業務運営を行っており、全
体としては，予算の執行として良
好なものと認める。平成21年度補
正予算により追加的に25億円の交
付金を措置されたにもかかわら
ず，最終的には約13億円弱もの余
剰を出した点は問題であるが，そ
の主な原因は，補正予算要求時に
は想定できなかったその後の収入
増及び執行額の節減が生じたこと
であり，一応，合理的な理由が認
められる。

39

Ａ　中期目標期間を通じ，常勤弁護士
の確保数が予定よりも少なかったこと
による人件費相当の経費減が生じた一
方で，支出については，一般競争入札
の利用等により一般管理費を削減する
などして効率的な業務運営を行ってい
る。全体として，中期計画予算の執行
として良好なものであり，予算・収支
計画・資金計画の実施についての取組
は十分である。
　以上を踏まえ，中期目標期間を達成
したと評価する。

Ｂ　中期目標期間を通じ，支出につい
ては，一般競争入札の利用等により一
般管理費を削減するなどして効率的な
業務運営を行っている。しかしなが
ら，平成21年度補正予算により追加的
に25億円の交付金を措置されたにもか
かわらず，同年度末に約13億円弱もの
余剰を出した点は問題であるが，その
主な原因は，補正予算要求時には想定
できなかった，その後の収入増分及び
執行額の節減分であり，一応，合理的
な理由が認められる。
　以上を踏まえ，中期目標期間をおお
むね達成したと評価する。

　予算、収支計画、資金計画に対する実績につ
いては、別紙のとおりである。平成21年度は、
民事法律扶助の需要急増に対応するため、25億
円の補正予算を確保した。

Ａ
or
Ｂ

予算・
収支計
画・資
金計画
の実施
状況

自己
評価
：Ａ

４　予算（人件費の見積りを含
む。）、収支計画及び資金計画

６　その他業務運営に関する重要
事項

７　重要な財産を譲渡し、又
は担保に供しようとするとき
は、その計画

　剰余金は、情報提
供に関する業務の充
実、新制度周知徹底
活動の充実及び職員
研修の充実等に充て
る。

予算・
収支計
画・資
金計画
の実施
状況

Ｈ１８
：Ａ
Ｈ１９
：Ｂ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

　業務の効果的かつ円
滑な遂行に必要な人
的・物的体制の適切か
つ計画的な整備を図
る。

５　予算、収支計画及び資金
計画

41

６　重要な財産を譲渡し、又は担
保に供しようとするときは、その
計画

　短期借入金の限度
額は、３３億円と
し、短期借入金は、
運営費交付金等の資
金の出入に時間差が
生じた場合、その他
不測の事態が生じた
場合に充てるために
用いるものとする。

　重要な財産の処分
に関する計画の見込
みはない。
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評価理由（案）
評価
(案)

評価の
指標

中期目標期間の実績（要旨）評価理由（案）平成２１年度の実績（要旨） 評価
(案)

評価の
指標

中期計画の各項目中期目標
年度計画（平成２１年

度）

43

　平成21年度には、新たに49名の常勤弁護士を
確保し、合計200名の常勤弁護士を全国に配置
した。
　常勤職員については、平成18年４月10日の設
立以降、司法過疎地域における地域事務所開設
その他の業務拡大に伴い、計画的に職員の採用
を行って、人的体制の整備を図った。人事管理
についても適正な管理に努めており、平成21年
度においては、人事評価システムに基づく人事
評価を行い、その結果を勤勉手当及び昇給に反
映させたほか、１級ないし５級在職者を対象と
した昇格試験及び事務局長クラスを始めとした
地方事務所相互間を含む広範な人事異動計画を
策定し、組織の活性化を図った。

※実績報告書（21年度）　59・60ページ参照

Ｂ 　常勤弁護士については，今年度
は新たに49名を確保したものの，
被疑者国選弁護事件の対象拡大や
裁判員裁判への対応のためだけで
なく，司法過疎地域の解消という
目的を達成するためには更なる常
勤弁護士が必要であり，その確保
に向けた取組が期待される。常勤
弁護士その他の職員に対する研修
は適時適切に行われており，人材
育成にも配慮がなされている。職
員の給与体系や人事評価システム
も，職員の能力を反映したものと
なるよう工夫されている。

被疑者国選弁護事件の対象拡大に
伴う業務量増大を踏まえつつ，そ
れに対応できる事務所スペースの
増加やレイアウトの変更等が行わ
れている。

40

　平成21年度に実施された裁判員制度
の開始及び被疑者国選弁護事件の対象
拡大を踏まえ，平成21年度末において
200名の常勤弁護士を確保したもの
の，被疑者国選弁護事件の対象拡大や
裁判員裁判への対応のためだけでな
く，司法過疎地域の解消という目的を
達成するためには更なる常勤弁護士が
必要であり，質量を兼ねそろえた人員
の確保に向けた取組が期待される。併
せて，常勤弁護士の質の面の充実を図
る採用計画の立案が求められる。常勤
弁護士その他の職員に対する研修は適
時適切に行われており，人材育成にも
配慮がなされている。職員の給与体系
や人事評価システムも，職員の能力を
反映したものとなるよう工夫されてい
る。
　以上を踏まえ，中期目標をおおむね
達成したと評価する。

　平成21年度までに合計200名の常勤弁護士を
全国に配置した。
　常勤職員についても、平成18年４月10日の設
立以降、司法過疎地域における地域事務所開
設、平成21年度における裁判員裁判の開始及び
被疑者国選弁護対象事件などの業務拡大に伴
い、計画的に職員の採用を行って、人的体制の
整備を図った。

※実績報告書（第１期）　42～44ページ参照

Ｂ

　平成18年10月の業務開始に当たり、各地にお
いて、利用者の利便、賃貸条件などを総合考慮
して、適当な物件を賃借し、必要な内装工事等
を実施した（77事務所）。
　その後、裁判員制度の開始及び被疑者国選弁
護対象事件の大幅拡大に伴う業務量の増大を踏
まえつつ、それに対応できる事務所の施設・設
備を整備した（新設20事務所、改修61事務
所）。

※実績報告書（第１期）　42ページ参照

被疑者
国選弁
護対象
事件の
大幅拡
大に伴
う業務
量の増
大を踏
まえた
計画的
な物的
体制の
拡充に
関する
取組状
況

自己
評価
：Ａ

　平成21年度に実施された裁判員制度
の開始及び被疑者国選弁護対象事件の
対象拡大に伴う業務量増大を踏まえ，
それに対応できるように，事務所のス
ペースを増加したり，レイアウトを変
更するなどの施設・設備整備が行われ
ている。被疑者国選弁護対象事件の大
幅拡大に伴う業務の増大にも特段の支
障なく対応することができていると考
えられ、計画的な物的体制の拡充に関
する取組は十分に図られたものと評価
できる。
　以上を踏まえ，中期目標期間を達成
したと評価する。

Ａ

　民事法律扶助事件及
び国選弁護人確保業務
対象事件の各増加に加
えて、平成２１年度に
おける裁判員制度の開
始及び被疑者国選弁護
対象事件の大幅拡大を
踏まえ、これに的確に
対応するため、組織
的、効率的な業務体制
の確立に必要な常勤弁
護士につき所要数の確
保を図る。
　併せて、支援セン
ター本部、地方事務所
及びその下部組織につ
いて、計画的に人的体
制を整備する。

　平成２１年度におけ
る被疑者国選弁護対象
事件の大幅拡大に伴う
業務量の増大を踏まえ
つつ、支援センター本
部、地方事務所その他
の事務所の施設・設備
を整備する。

 (2) 人事に関する計画
  民事法律扶助事件及
び国選弁護人確保業務
対象事件の各増加に加
えて、平成２１年度に
おける裁判員裁判の開
始及び被疑者国選弁護
対象事件の大幅拡大に
的確に対応するために
は、所要の常勤弁護士
の確保を含む組織的、
効率的な業務体制の確
立が不可欠である。
　支援センターが担わ
なければならないこう
した重大な責務を視野
に入れながら、計画的
に常勤弁護士の増員を
始めとする人的体制の
拡充を図る。

  平成２１年度におい
て、被疑者国選弁護対
象事件の大幅拡大に伴
う業務量の増大に応じ
て必要となる施設・設
備の拡充を図る。

９　その他法務省令で定める
業務運営に関する事項

 (1) 施設・設備に関する
計画

　被疑者国選弁護対象事件の大幅拡大に伴う業
務量の増大を踏まえつつ、それに対応できる事
務所の施設・設備を整備した。具体的には、平
成21年度に新設した各事務所の設置に当たり、
物件選定時に、業務量拡大を踏まえ、配置を要
する常勤弁護士及び職員の数並びに業務を効率
的かつ円滑に実施するためのレイアウト配置を
考慮した面積を確保するとともに、法律事務所
開業後の事件数の推移とこれに伴う人員配置の
変更に応じたレイアウト変更等の施設改修や物
品調達を行うなど、昨年度に引き続き、きめ細
やかな対応を行った。

※実績報告書（21年度）　58ページ参照（セン
ターの本部、地方事務所、支部、出張所及び地
域事務所の所在地は、同報告書【資料１】のと
おりである。）

Ａ業務量
の増大
を踏ま
えた計
画的な
物的体
制の拡
充に関
する取
組状況

Ｈ１８
：Ｂ
Ｈ１９
：Ｂ
Ｈ２０
：Ａ
Ｈ２１
(自己)
：Ａ

 (1) 施設・設備に関す
る計画

８　その他法務省令で定める業務
運営に関する事項

業務量
の増大
を踏ま
えた計
画的な
人的体
制の拡
充に関
する取
組状況

Ｈ２０
：Ｂ
Ｈ２１
(自己)
：Ｂ

裁判員
裁判開
始等に
伴う業
務量の
増大を
踏まえ
た計画
的な人
的体制
の拡充
に関す
る取組
状況

自己
評価
：Ｂ

41

42

 (2) 人事に関する計画
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